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１ 条例関係 
 

１-１ 加東市防災会議条例 

加東市防災会議条例 
平成 18 年 3 月 20 日 

条例第 137 号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第 6 項の規定に基づき、

加東市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

(所掌事務) 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 加東市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4) 市の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務 

（平 23 条例 5・平 24 条例 24・一部改正） 

(会長及び委員) 

第３条 防災会議は、会長、副会長及び委員 35人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 副会長は、副市長をもって充てる。 

４ 会長は、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

  (1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(2) 加東市を警備区域とする陸上自衛隊の隊員のうちから部隊長が指名する者 

(3) 兵庫県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 

(4) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 

(5) 北はりま消防組合の職員のうちから市長が委嘱する者 

(6) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(7) 教育長 

(8) 病院事業管理者 

(9) 消防団長 

(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者 

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

７ 前項第 10 号から第 12 号までの委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任することができる。 

（平 19 条例 1・平 23 条例 5・平 24 条例 24・平 28 条例 56・平 30 条例 1・一部改正） 

 （処分、手続き等の効力に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に市長がした処分、手続その他の行為のう

ち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者

がした処分、手続その他の行為とみなす。 

３ 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に

属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行

為とみなす。 

(専門委員) 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、陸上自衛隊自衛官、兵庫県の職員、市の職員、関係
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指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから市長が

委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

(委任) 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成 18 年 3月 20 日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 2日条例第 1号) 

この条例は、平成 19 年 4月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23年 3月 7日条例第 5号) 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 23年 4月 1 日から施行する。 

附 則（平成 24 年 9 月 11 日条例第 24号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱する第 1 条の規定による改正後の加東市防災会議条例第

3条第 6項第 10 号の委員の任期は、同条第 7項本文の規定にかかわらず、平成 25 年 3 月 31 日

までとする。 

   附 則（平成 28年 12 月 22 日条例第 56号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 29年 4月 1 日から施行する。 

   附 則（平成 30年 3月 1 日条例第 1号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 30年 4月 1 日から施行する。 
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１-２ 加東市防災会議委員構成 

 

区   分 機 関 名 役 職 名 

会   長 
加東市 

市 長 

副 会 長 副市長 

1 号 
指定地方行政機関のう

ちから市長が委嘱する

者 

国土交通省近畿地方整備局 

姫路河川国道事務所 
所長 

農林水産省近畿農政局 

鴨川・大川瀬ダム管理所 
所長 

２号 

加東市を警備区域とす

る陸上自衛隊の隊員の

うちから部隊長が指名

する者 

陸上自衛隊青野原駐屯地 
第８高射特科群 

第３４０高射中隊長 

３号 
兵庫県の知事の部内の

職員のうちから市長が

委嘱する者 
兵庫県北播磨県民局 局長 

４号 
兵庫県警察の警察官の

うちから市長が委嘱す

る者 
兵庫県加東警察署 署長 

５号 
北はりま消防組合の職

員のうちから市長が委

嘱する者 
北はりま消防組合加東消防署 署長 

６号 
市長がその部内の職員

のうちから指名する者 加東市 

技監 

まちづくり政策部長 

総務財政部長 

市民協働部長 

健康福祉部長 

上下水道部長 

教育振興部長 

こども未来部長 

会計管理者 

議会事務局長 

委員会事務局長 

都市整備部長 

産業振興部長 

病院事業部事務局長 

病院事業部看護部看護課長 

健康福祉部健康課長 

７号 教育長 教育長 

８号 病院事業管理者 加東市民病院 病院事業管理者 

９号 消防団長 加東市消防団 団長 

10号 

指定公共機関又は指定

地方公共機関の職員の

うちから市長が委嘱す

る者 

関西電力送配電㈱  

姫路本部 社配電営業所 
所長 

西日本電信電話㈱ 兵庫支店 

設備部 マネジメント担当 

災害対策室 

次長 
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西日本旅客鉄道㈱神戸支社 加古川線線区長 

区   分 機 関 名 役 職 名 

10号 

指定公共機関又は指定

地方公共機関の職員の

うちから市長が委嘱す

る者 

大阪ガスネットワーク㈱  

兵庫事業部地域開発チーム 
マネジャー 

神姫バス㈱ 社営業所 所長 

一般社団法人兵庫県トラック協会

北播支部 
支部長 

一般社団法人小野市・加東市医師

会 
理事 

西日本高速道路㈱ 関西支社 

福崎高速道路事務所 
所長 

11号 
自主防災組織又は学識

経験者 

加東市区長会 社地区代表区長 

加東市民生児童委員連合会 会長 
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１-３ 加東市災害対策本部条例 

 

加東市災害対策本部条例 
平成 18 年 3 月 20 日 

条例第 138 号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 23 条の 2 第 8 項の規定に基

づき、加東市災害対策本部(以下「災害対策本部」)に関し必要な事項を定めるものとする。 

     （平成 24 条例 24・一部改正） 

 (組織) 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その

職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

(部) 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長が指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

(現地災害対策本部) 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、

災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

(委任) 

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が

定める。 

附 則 

この条例は、平成 18 年 3月 20 日から施行する。 

   附 則（平成 24年 9月 11 日条例第 24 号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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１-４ 加東市災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

加東市災害弔慰金の支給等に関する条例 
平成 18 年 3 月 20 日 

条例第 108 号 

(目的) 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48年法律第 82 号。以下「法」とい

う。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和 48 年政令第 374 号。以下「令」という。)

の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支

給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を

行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、

もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生

ずることをいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、当市の区域内に住所を有していた者をいう。 

(災害弔慰金の支給) 

第３条 市は、市民が令第 1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)

により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第 3条第 2項の遺族の範囲とする。 

２ 前項の遺族（兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。）の順位は、死亡者の死亡当時にお

いて、主として死亡者の収入により生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後ろに

する。この場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

 (1) 配偶者 

 (2) 子 

 (3) 父母 

 (4) 孫 

 (5) 祖父母 

３ 前項後段の場合において、同順位の父母については養父母を先にし実父母を後にし、同順位

の祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父

母を後にする。 

４ 遺族が遠隔地にある場合又はその他の事情により前 2 項の規定により難いときは、前 2 項の

規定にかかわらず、第 1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。 

５ 前各項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が 2人以上あるときは、

その 1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

   （平 23 条例 22・一部改正） 

(災害弔慰金の額) 

第５条 災害により死亡した者 1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において、

その死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた

場合にあっては 500 万円とし、その他の場合にあっては 250 万円とする。ただし、死亡者がそ

の死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これ

らの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

(死亡の推定) 

第６条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第 4 条の規

定によるものとする。 

(支給の制限) 

第７条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第 2条に規定する場合 
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(3) 災害に際し、市長等の避難の指示等に従わなかったことその他の特別の事情があるため市

長が支給を不適当と認めた場合 

(支給の手続) 

第８条 災害弔慰金の支給の手続については、規則で定める。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることがで

きる。 

(災害障害見舞金の支給) 

第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したと

きを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)

に対し災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(災害障害見舞金の額) 

第 10 条 障害者 1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病

にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては 250

万円とし、その他の場合にあっては 125 万円とする。 

(準用規定) 

第 11 条 第 7条及び第 8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

(災害援護資金の貸付け) 

第 12 条 市は、令第 3 条に掲げる災害により法第 10 条第 1 項各号に掲げる被害を受けた世帯の

市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うも

のとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10条第 1項に規定する要件に該当するものでな

ければならない。 

(災害援護資金の限度額等) 

第 13 条 災害援護資金の 1災害における 1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被

害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね 1 箇月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」とい

う。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

   ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家 

     財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150 万円 

   イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250 万円 

   ウ 住居が半壊した場合 270 万円 

   エ 住居が全壊した場合 350 万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

   ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150 万円 

   イ 住居が半壊した場合 170 万円 

   ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250 万円 

   エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350 万円 

(3) 第 1号ウ又は前号イ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残

存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270 万円」とあるのは

「350 万円」と、「170 万円」とあるのは「250 万円」と、「250 万円」とあるのは「350 万円」

と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は 10 年とし、据置期間はそのうち 3 年以内(令第 7 条第 2 項括弧書

で定める場合は、5年以内)とする。 

(保証人及び利率) 

第 14 条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間

中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年 1パーセントとする。 

３ 第 1 項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、

その保証債務は、令第 9条の違約金を包含するものとする。 

(令元条例 3・一部改正) 

(償還等) 
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第 15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも

繰上償還をすることができる。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第 13 条、第 14

条第 1項及び第 16条並びに令第 8条、第 9条及び第 12条の規定によるものとする。 

 (令元条例 3・令元条例 12・一部改正) 

(委任) 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成 18年 3月 20 日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の社町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49

年社町条例第 31 号)、滝野町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49 年滝野町条例第 10 号)

又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49 年東条町条例第 30 号)の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則 

  この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第 4条の規定は、平成 23 年 3 月

11 日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。 

附 則(令和元年 6月 3日条例第 3号) 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の加東市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新

条例」という。)の規定は、平成 31年 4月 1日から適用する。 

(経過措置) 

２ 新条例第 14 条及び第 15 条第 3 項の規定は、この条例の適用の日以後に生じた災害により被

害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害

により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例に

よる。 

附 則(令和元年 9月 4日条例第 12号) 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加東市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、

令和元年 8月 1日から適用する。 
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１-５加東市災害対策基金条例 
加東市災害対策基金条例 

平成 18 年 5 月 12 日 

条例第 190 号 

(設置) 

第１条 自然災害及び大規模な火災や突発重大事故等の人為的災害から住民の生命と財産を守る

ためにその予防対策、復旧対策、復興対策等を円滑に推進するため、加東市災害対策基金(以下

「基金］という。) を設置する。 

(積立額) 

第２条 基金として積立てる額は、次に掲げる額とする。 

(1) 災害義援金等として指定された寄付金のうち、市長が定める額 

(2) 基金から生ずる収入額 

(3) 予算で定める額 

(管理) 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しな

ければならない。 

(運用益金の処理) 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れる

ものとする。 

(繰替運用) 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

(処分) 

第６条 基金は、基金設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その

全部又は一部を処分することができる。 

(委任) 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 18年 3月 20 日から適用する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行前に合併前の滝野町災害対策基金条例(平成 17 年滝野町条例第 11 号)に基づ

く基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例に基づく基金に属するものとす

る。 
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１-６ 加東市防災備蓄倉庫条例 

 

加東市防災備蓄倉庫条例 
平成 18 年 3 月 20 日 

条例第 140 号 

(設置) 

第１条 災害等の非常時に住民の防御活動を行うための資機材を保管するため、防災備蓄倉庫を

設置する。 

(名称及び位置) 

第２条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

(委任) 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 18 年 3月 20 日から施行する。 

附 則(令和元年 9月 4日条例第 10号) 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表河高防災備蓄倉庫の項の改正規定は、令和

元年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 2日条例第 2号) 

この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

別表(第 2条関係) 

(令元条例 10・令 5条例 2・令 6条例 26一部改正) 

名称 位置 

中央防災備蓄倉庫 加東市山国 1984 番地 

社地区防災備蓄倉庫 加東市家原 12番地 35 

福田地区防災備蓄倉庫 加東市沢部 613番地 5 

米田地区防災備蓄倉庫 加東市上久米 253 番地 10 

上福田地区防災備蓄倉庫 加東市上三草 985 番地 2 

鴨川地区防災備蓄倉庫 加東市下鴨川 209 番地 1 

上滝野防災備蓄倉庫 加東市上滝野 1167 番地 5 

滝野南防災備蓄倉庫 加東市高岡 1013 番地 1 

北野防災備蓄倉庫 加東市北野 791 番地 

東条東防災備蓄倉庫 加東市掎鹿谷 56 番地 

東条西防災備蓄倉庫 加東市吉井 266番地 2 
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１-７ 災害対策基本法＜抜粋＞ 

（昭和３６年法律第２２３号） 

（目的）  

第１条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、

基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の

所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関

する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行

政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とす

る。 

  

（市町村の責務）  

第５条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに

当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団

体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを

実施する責務を有する。  

２ 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市

町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民

の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなけ

ればならない。 

３ 消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規

定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。 

（地方公共団体相互の協力）  

第５条の２ 地方公共団体は、第四条第一項及び前条第一項に規定する責務を十分に果たすため必

要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。 

（指定公共機関及び指定地方公共機関の責務）  

第６条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関す

る計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府

県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道

府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。 

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれそ

の業務を通じて防災に寄与しなければならない。 

（住民等の責務）  

第７条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による

防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところに

より、誠実にその責務を果たさなければならない。 

２  災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者

は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当

該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなけ

ればならない。  

３  前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水そ

の他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練そ

の他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災

に寄与するように努めなければならない。 

 

（市町村防災会議） 

 第１６条 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほ

か、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市

町村防災会議を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設

置することができる。 
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３ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を

設置することが不適当又は困難であるときは、第一項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設

置しないことができる。 

４ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき（第二項の規定によ

り市町村防災会議を共同して設置したときを除く。）は、速やかにその旨を都道府県知事に報告

しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くもの

とし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 

６ 市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、

当該市町村の条例（第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約）で定める。 

 

（都道府県災害対策本部）  

第２３条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、

防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定

めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。 

２ 都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。 

３ 都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員

を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。 

４ 都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行

う。 

 一  当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。 

二  当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方

針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。 

三  当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係指定

地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡

調整を図ること。 

５ 都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、災

害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策

本部を置くことができる。 

６ 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都

道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示

をすることができる。 

７ 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ

迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、

地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者

に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 
８ 前各項に規定するもののほか、都道府県災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で

定める。 
（市町村災害対策本部） 

第２３条の２ 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合におい

て、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定め

るところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。 

２  市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。 
３  市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を置き、

当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員のうち

から、当該市町村の市町村長が任命する。  
４  市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。

この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地方公共

団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。  
一  当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。  
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二  当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を

作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。  
５  市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあ

つて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くこ

とができる。  
６  市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防

又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。  
７  前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当

該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。  
８  前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定め

る。 
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１-８ 加東市災害見舞金等支給規則 

 
            加東市災害見舞金等支給規則 

     平成 21年３月９日   

                                      規則第２号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、市内において発生した災害により被害を受けた市民に対して災害見舞金及

び死亡弔慰金（以下「災害見舞金等」という。）を支給することに関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により生ずる被害及び火災をいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に居住し、住民基本台帳又は外国人登

録原票に記録されている者をいう。 

(3) 遺族 加東市災害弔慰金支給等に関する条例（平成１８年加東市条例第１０８号。以下「条

例」という。）第４条の規定による者をいう。 

(4) 住家 現実に自己の居住のために使用している建物（工場、店舗及び事務所等兼用住宅に

ついてはその居住関係部分、集合住宅等においてはその専用部分をいう。）で、社会通念上

の住家であるかどうかは問わない。 

   (平成 24 規則 26・一部改正) 

 （災害見舞金等の支給） 

第３条 市長は、市の区域内で災害が発生した場合において、災害見舞金等を支給することが適

当であると認めたときは、当該被災世帯主若しくはこれに準ずる者又は遺族に対して災害見舞

金等を支給するものとする。 

２ 災害見舞金等の支給額等は、別表のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、別に

定めるところによる。 

 （届出） 

第４条 災害見舞金等の支給を受けようとする被災者又は関係者（以下「被災者等」という。） 

は、被災申告書（別記様式）により、市長に届け出るものとする。ただし、特別の事情がある

場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市において被害の状況が把握できるものについては、当該届出を

省略することができる。 

 （被害認定） 

第５条 市長は、第２条第１号に規定する災害が発生した場合の被害認定（以下「被害認定」と

いう。）を、前条の届出により、調査のうえ行うものとする。 

２ 被害認定は、災害の被害認定基準（平成１３年府政防第５１８号内閣府政策統括官（防災担

当）通知）及び災害報告取扱要領（昭和４５年消防防第２４６号消防庁長官通知）又は火災報

告取扱要領（平成６年４月２１日付消防災第１００号）に基づいて行うものとする。 

 （災害見舞金等の返還） 

第６条 市長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金等を受給した者があるときは、その者

に対し、既に支給した災害見舞金等の一部又は全部の返還を命ずることができる。 

 （支給の制限） 

第７条 災害見舞金等は、被災者の故意又は重大な過失により生じた場合は支給しない。 

２ 第３条第２項に規定する死亡弔慰金は、条例の規定により災害弔慰金が支給される場合は支

給しない。 

３ 前項に規定する災害弔慰金又は死亡弔慰金が支給される場合において、当該死亡者が居住す

る住家に災害見舞金を支給すべき被害があっても同居の世帯員がいない場合は支給しない。 

 （その他） 

第８条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
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    附 則(平成 24年 7月 5 日規則第 26 号)抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 24年 7月 9 日から施行する。 

    附 則(平成 30年 8月 20 日規則第 30 号) 

  この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市災害見舞金等支給規則の規定は、平成 30

年 7月 5 日から適用する。 

附 則(令和 3年 3月 31 日規則第 14 号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式（次項において「旧様

式」という。）でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなさ

れた申出、申請等とみなす。 

３ この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

別表（第３条関係）                            （単位 円） 

     (平 30 規則 30・一部改正) 

種別 支給区分 金額 摘   要 

災害見舞金 

住家の全焼、全壊又は流出 100,000  

住家の半焼又は半壊 50,000  

住家の床上浸水 50,000  

住家の床下浸水 15,000  

住家の水損 30,000 
消火活動により家財道具等に著

しく被害を受けたもの 

死亡弔慰金 死亡（１人につき） 100,000 負傷後に死亡した者を含む 

備考 住家の被害について、２以上の支給区分に該当する場合は、支給額の高い区分を適用する。 
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２ 災害危険箇所関係 
 

２-１ 重要水防箇所一覧 

 

１ 国土交通省（姫路河川国道事務所）直轄 

(1) 加古川左岸 

河
川 

重 要 水 防 箇 所 

岸
別 

延長ｍ 距 離 杭 地先名 種別 
重
要
度 

備 考 
地図

番号 

加

古

川 

左 200 25.500～25.700km 西古瀬 越水（溢水） Ａ  48 

左 200 25.700～25.900km 西古瀬 越水（溢水） Ｂ 無堤区間 49 

左 200 25.900～26.100km 西古瀬 越水（溢水） Ａ 無堤区間 50 

左 600 26.100～26.700km 西古瀬 越水（溢水） Ｂ 無提区間 52 

左 １ヶ所 26.870km 西古瀬 工作物 Ａ 西古瀬樋門 53 

－ １ヶ所 27.800km 大門 工作物 Ｂ 
大 門 橋

(S11) 
54 

左 200 27.900～28.100km 大門 越水（溢水） Ａ  56 

左 200 28.100～28.300km 大門 越水（溢水） Ｂ 無提区間 57 

左 100 28.000～28.100km 大門 水衝・洗掘 Ａ  58 

左 200 30.100～30.300km 野村 越水（溢水） Ｂ  62 

左 200 30.700～30.900km 貝原 越水（溢水） Ｂ 無堤区間 64 

－ １ヶ所 30.700km 

左岸：貝

原 

右岸：河

高 

工作物 Ｂ 
福 田 橋

(S31) 
65 

左 200 30.900～31.100km 貝原 越水（溢水） Ａ 無堤区間 67 

左 200 31.100～31.300km 貝原 越水（溢水） Ｂ 無堤区間 70 

左 200 31.300～31.500km 西垂水 越水（溢水） Ａ 無堤区間 71 

左 200 31.500～31.700km 西垂水 越水（溢水） Ｂ  72 

左 400 31.700～32.100km 西垂水 越水（溢水） Ａ  73 

左 100 31.800～31.900km 西垂水 堤体漏水 Ａ 

目視点検で

d 判 定

(31.8k ＋

40m) 

74 

左 100 31.900～32.000km 河高 水衝・洗掘 Ａ  75 

左 200 32.100～32.300km 河高 越水（溢水） Ｂ  78 

左 800 32.500～33.300km 穂積 越水（溢水） Ａ 無堤区間 80 

左 100 32.800～32.900km 穂積 堤体漏水 Ａ 

目視点検で

d 判 定

(32.8k) 

82 

左 1,000 33.300～34.300km 北野 越水（溢水） Ｂ 無堤区間 83 

－ １ヶ所 33.800km 左岸：北 工作物 Ｂ 滝 野 大 橋 85 
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野 

右岸：下

滝野 

(S32) 

－ １ヶ所 34.600km 

左岸：新

町 

右岸：上

滝野 

工作物 Ｂ 滝見橋(R2) 86 

左 100 35.200～35.300km 多井田 堤体漏水 Ａ 

目視点検で

d 判 定

(35.2k ＋

90m) 

87 

左 800 35.300～36.400km 多井田 越水（溢水） Ａ 無堤区間 88 

左 100 36.300～36.400km 
西 脇 市

高松町 
越水（溢水） Ｂ 無堤区間 92 

※ 重要度は、水防計画（重要水防箇所評定基準）を参照 
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(2) 加古川右岸 

 

河
川 

重 要 水 防 箇 所 

岸
別 

延長ｍ 距 離 杭 地先名 種別 
重
要
度 

備  考 
地図

番号 

加
古
川 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

右 200 
30.700～

30.900km 
河高 越水（溢水） Ａ 無堤区間 63 

右 1,000 
30.900～

31.900km 
河高 越水（溢水） Ｂ  66 

右 1,600 
31.000～

32.600km 
河高 堤体漏水 Ｂ  68 

右 1,600 
31.000～

32.600km 
河高 基礎地盤漏水 Ｂ  69 

右 200 
31.900～

32.100km 
河高 越水（溢水） Ａ  76 

右 200 
32.100～

32.300km 
河高 越水（溢水） Ｂ  77 

右 400 
32.300～

32.700km 
河高 越水（溢水） Ａ  79 

右 1,000 
32.700～

33.700km 
下滝野 越水（溢水） Ｂ  81 

右 1,600 
33.700～

35.300km 
上滝野 越水（溢水） Ａ 無堤区間 84 

右 600 
35.500～

36.100km 
上滝野 越水（溢水） Ｂ 無堤区間 89 

右 200 
36.100～

36.300km 
上滝野 越水（溢水） Ａ 無堤区間 90 

右 100 
36.300～

36.400km 

西脇市

板波町 
越水（溢水） Ｂ 無堤区間 91 

※ 重要度は、水防計画（重要水防箇所評定基準）を参照 

 
(3) 東条川 

河
川 

重 要 水 防 箇 所 

岸
別 

延長ｍ 距 離 杭 地先名 種別 
重
要
度 

備 考 
地図

番号 

東
条
川 

右 300 0.000～0.300km 西古瀬 越水（溢水） Ａ 合流点、無堤区間 1 

右 100 0.400～0.500km 西古瀬 水衝・洗掘 Ａ  2 

※ 重要度は、水防計画（重要水防箇所評定基準）を参照 
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２ 県土整備部（加東土木事務所）所管 

(1) 社地域 

河川 

重 要 水 防 箇 所 

岸
別 

延長

ｍ 
地  点 危険理由 

対策 

工法 

区
域 

地図

番号 

千鳥川 右 500 木梨、藤田 落合橋～藤田橋 堤防高 ２－Ａ 積土俵 Ａ 39 

三草川 右 100 山口 山口橋上流 堤防高 ４－Ａ 積土俵 Ａ 40 

 

(2) 東条地域 

河川 

重 要 水 防 箇 所 

岸
別 

延長

ｍ 
地  点 危険理由 

対策 

工法 

区
域 

地図

番号 

東条川 

右 600 松沢  新橋下流 工作物 ４－要 積土俵 要 27 

右 200 松沢  新橋上流 堤防高 ３－要 積土俵 要 28 

右 400 掎鹿谷 大岩橋上下流 洗掘 ２－要 

 
木流し 要 29 

左 300 長井  暁雲橋上下流 洗掘 ２－要 

 
木流し 要 30 

左 400 長井  雲龍橋上流 洗掘 ２－要 

 
木流し 要 31 

右 600 黒谷  雲龍橋上下流 洗掘 ２－要 

 
木流し 要 32 

右 300 古家、常田 住吉橋上下流 洗掘 １－要 木流し 要 33 

左 500 貞守、少分谷 一ノ井堰下流 工作物 ３－Ｂ 積土俵 Ｂ 34 

左 150 少分谷 上橋上下流 堤防高 ２－Ａ 積土俵 Ａ 35 

右 500 西戸  上橋上下流 堤防高 ２－Ａ 積土俵 Ａ 36 

鴨川 
左 600 古家 井船橋～東条川合流点 堤防高 ２－Ｂ 積土俵 Ｂ 37 

右 550 黒谷 井船橋～東条川合流点 堤防高 ２－Ｂ 積土俵 Ｂ 38 

※ 危険理由及び区域は、水防計画（重要水防箇所指定基準）を参照 
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２-２ 要監視ため池一覧【県農林水産部所管】 

（令和 5年 5月 29日現在） 
ため池防災支援

システム番号 

ため池の名称 所在地 ため池の諸元 

堤高(ｍ) 堤長(ｍ) 総貯水量(千㎥) 

282280005 カゴ池 平木1191 5.0 14 2 

282280006 越道池 平木越道1214 5.0 70 7 

282280007 新池 平木宮ノ前806 10.0 49 2 

282280010 南池 平木小南80 3.0 65 2 

282280011 藪ヶ谷池 平木焼尾1210 4.0 150 3 

282280012 サラ池 平木上中604 4.0 34 2 

282280016 北谷池 平木大北826 4.0 46 1 

282280019 坂池 平木北坂1122 3.0 32 1 

282280023 東谷新池 馬瀬北567 9.5 50 10 

282280028 アナセ上池 畑穴無所615 5.0 30 5 

282280030 口ナシ池 畑築池626 7.0 30 7 

282280036 穴うせ池 廻渕宮西池104 5.2 30 5 

282280044 藤治池 廻渕藤地ヶ池235 4.5 60 8 

282280046 小屋谷池 廻渕南谷308 3.2 40 2 

282280048 サカ谷池 廻渕南谷309 2.0 24 1 

282280052 北池 池之内高谷137 8.0 100 20 

282280062 大歳池 上久米大年ノ下72 5.0 40 4 

282280068 谷田口池 上久米南山1361-1 5.0 40 7 

282280069 谷田中池 上久米南山1702 2.0 40 2 

282280070 谷田上池 上久米南山1704 5.0 50 6 

282280071 滝池 上久米南小谷713 8.0 70 20 

282280072 皿池 上久米南小谷714 5.0 50 10 

282280077 高畑池 上久米北山1763-81 12.0 60 9 

282280085 大池 上久米柳ヶ谷1721 4.6 23 62 

282280087 東谷中池 下久米坂谷1280 6.0 52 12 

282280089 東谷口池 下久米坂谷1290-2 6.0 6 14 

282280091 奥の池 下久米鹿野349 6.0 60 7 

282280092 菅谷口池 下久米菅谷191 8.0 70 40 

282280094 岩池 下久米西鹿野395 6.0 30 6 

282280095 奥池 下久米西鹿野409 6.0 38 6 

282280096 平池 下久米西鹿野410 6.0 38 6 

282280099 トクべ－中池 下久米大谷1527 3.0 50 2 

282280100 トクべ－奥池 下久米大谷1528 7.0 30 5 

282280101 ビワコ谷西池 下久米大谷1530 5.0 40 6 

282280103 新池口池 下久米田中627 6.0 42 8 

282280105 三ツ池 下久米田中634 4.0 34 4 

282280111 奥新池 下久米北鹿野392 8.0 42 40 

282280122 切れ池 山国キレ池2008 4.3 72 8 

282280127 王子ヶ池 山国王子池2026 9.9 276 150 

282280128 口ノ森池 山国口ノ森2010 7.0 143 50 

282280140 平池 東古瀬防ノ下453-1 2.6 776 76 

282280151 新池 東実東山105-81 5.8 84 37 

282280158 更池 沢部北山172-1 3.9 361 27 

282280161 大池 大門北池ノ尻311 4.5 478 62 

282280166 鳥居池 鳥居操嶋400-1 3.5 400 52 

282280167 貝原池 貝原鍵池356 3.5 848 84 

282280168 上池 西垂水中之池111 2.8 517 23 

282280169 下池 西垂水東下り181-1 2.5 578 30 

282280170 カセ池 木梨原南山1134-69 3.0 180 14 

282280172 ミツ池 木梨原南山1134-74 3.5 40 1 

282280173 谷池 木梨原南山1134-75 5.5 43 4 

282280180 二の谷池 藤田ミトロ口1180 5.2 36 6 
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ため池防災支援

システム番号 

ため池の名称 所在地 ため池の諸元 

堤高(ｍ) 堤長(ｍ) 総貯水量(千㎥) 

282280181 一ノ谷下池 藤田一ノ谷口1232 8.0 64 10 

282280195 熊谷池 喜田熊谷501-1 10.5 111 79 

282280196 皿池 喜田皿池505 4.4 59 25 

282280197 中の池 喜田中ノ谷494 4.6 130 69 

282280210 慈丘上池 上三草慈丘120 3.0 15 1 

282280211 慈丘下池 上三草慈丘121-1 3.0 10 1 

282280220 谷池 下三草東山10 2.0 20 1 

282280221 又池 下三草東山1-82 2.0 15 1 

282280228 奥ノカチ池 牧野奥ノカチ1857 1.7 40 2 

282280237 小袋池 吉馬小袋谷1849-15 5.0 30 10 

282280240 曽我新池 曽我鍋子646 6.8 92 44 

282280246 聖神池 多井田長坂645 6.0 75 33 

282280260 鷲谷長池 上滝野鷲谷141 6.5 51 51 

282280261 鷲谷新池 上滝野鷲谷142 9.0 75 19 

282280262 ヌタバ池 下滝野ヌタバ1276-1 9.0 45 16 

282280263 下滝野明治池 下滝野下ノ山1275-48 10.9 75 93 

282280268 高倉大池 光明寺奥道通り345 6.8 90 10 

282280269 明治池 光明寺丸山320 8.1 71 42 

282280271 上東谷池 光明寺東名谷63-1 3.2 36 2 

282280283 皿池 河高市ノ瀬342 7.0 60 106 

282280286 藤五郎池 高岡市坂935-1 2.8 83 27 

282280288 西新池 高岡西山2446-1 3.7 440 60 

282280289 西平池 高岡西平池下1768 3.0 388 80 

282280290 天神池 高岡天神池西2321 3.3 85 21 

282280291 東平池 高岡東平池2034-1 4.1 423 43 

282280292 三谷池 黒谷更池1033 6.3 65 13 

282280295 上手ヶ谷上池 黒谷上手ヶ谷北1206-6 2.5 45 1 

282280296 神子谷池 黒谷神子谷1212 5.7 45 5 

282280297 皿池 黒谷更池1034 2.2 38 2 

282280306 中の池（常田） 秋津西山2007 4.2 82 10 

282280311 八幡池 秋津前垣2035 4.1 203 12 

282280314 中ノ池 秋津池ノ谷2022 5.7 57 4 

282280315 奥ノ池（古家） 秋津池ノ谷2023 7.9 42 9 

282280316 白坂池 秋津池ノ谷2027 3.8 24 3 

282280321 片嶋下池 秋津白坂2017 2.9 28 1 

282280322 馬塚池 秋津白坂2019 3.7 84 4 

282280324 狐谷池 少分谷辻山462-12 12.7 108 33 

282280327 口ノ池 少分谷三尾山464-18 13.4 59 15 

282280329 順三池 長貞塩ヶ谷1741 5.0 49 1 

282280348 辻の堂池 天神辻の堂1074 5.0 36 3 

282280357 イヤガ池（黒石） 永福イヤガ谷1716 2.8 27 2 

282280365 王子ヶ池 永福王子ノ谷1712 3.9 28 1 

282280368 松ヶ谷池 永福岩ヶ谷691 7.1 67 9 

282280371 岩逸池 永福岩ヶ谷729 5.0 47 2 

282280387 奥ノ池 永福中ノ池558 5.2 59 7 

282280388 藤池 永福藤池1526 4.6 50 3 

282280390 池ヶ谷奥池（長谷） 永福畑ヶ谷376 8.1 67 3 

282280393 坊の谷口池（長谷） 永福坊ノ谷173 4.0 40 3 

282280399 足笠池 横谷寛長493 3.9 51 3 

282280406 新池（横谷） 横谷水谷555 5.0 24 2 

282280407 広谷池 横谷水谷557 2.3 51 2 

282280409 五大力池 岩屋イヤノ坂550-3 3.4 33 1 

282280412 裏池 岩屋柳谷563-2 9.3 75 29 

282280416 池の谷奥池 岡本トノガチ1590 4.0 30 2 

282280420 カイモチ池 岡本赤法師1622 4.6 60 7 
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ため池防災支援

システム番号 

ため池の名称 所在地 ため池の諸元 

堤高(ｍ) 堤長(ｍ) 総貯水量(千㎥) 

282280422 池の谷中池 岡本池ノ谷1587 3.7 36 2 

282280425 三昧谷奥池 岡本片山1081-20 5.3 34 4 

282280426 三昧谷口池 岡本片山1081-24 5.2 55 6 

282280434 岩ヶ谷池 新定岩ヶ谷1833 3.1 39 1 

282280439 寺池 新定寺谷854 8.3 75 5 

282280443 真谷大池 新定真谷1849 5.6 55 8 

282280444 真谷奥池 新定真谷1854 4.8 38 2 

282280445 真谷口池 新定真谷1857 3.1 39 2 

282280446 西谷池 新定西谷2097 6.3 72 10 

282280447 小池ヶ谷池 新定大福134 4.0 23 4 

282280452 池の谷口の池 新定池の谷1453 5.9 27 4 

282280455 田畑池 新定田畑1581 4.3 52 5 

282280456 田畑奥池 新定田畑1585-1 5.4 71 22 

282280464 シダガ谷池 大畑シダガ谷537-19 5.3 37 3 

282280471 中ノ池 大畑中ノ池1495 8.5 83 47 

282280474 大峰池 大畑流田398-1 12.5 80 45 

282280475 イノコ谷池 栄枝イノコ205 4.5 44 2 

282280480 丈ヶ谷奥池 栄枝丈ヶ谷528-1 5.3 39 8 

282280488 初の子池 小沢堂ヶ谷口602 3.6 51 3 

282280489 二番目池 小沢堂ヶ谷口603 7.9 76 23 

282280490 豊年池 小沢堂ヶ谷口604 7.1 45 8 

282280491 三番目池 小沢堂ヶ谷口605 4.5 54 7 

282280505 笹子谷池 藪山田676 5.5 46 9 

282280510 西ノ池 東垂水石室364-1 1.8 24 2 

282280511 皿池 松沢鯨ヶ谷756-2 6.3 43 6 

282280518 中之池 厚利鯨ヶ谷546 2.9 39 2 

282280530 加東市-876 上久米1693-149 3.0 25 2 

282280537 血の池 喜田467-1 2.0 25 1 

282280687 南谷池 多井田394 3.0 25 1 

282280688 ビク池 稲尾33 3.0 25 7 

282280691 瓢箪池 高岡343 3.0 25 16 

282280732 加東市-464 横谷318 3.0 25 1 

282281003 加東市-630 天神932 15.0 80 1 

 
２-３ 要監視ため池判定基準【県農林水産部所管】 

 

（定義） 

 「要監視ため池」とは、変状等により決壊リスクが高まった状態のもので、改修が必要であり、

かつ日常的にため池の監視が必要となっているものをいう。 

 また「要監視ため池」の対象は、ため池工事特措法※に基づき指定した防災重点ため池とする。 

※「防災重点農業用ため池」：防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法

（R2.10 施行）第４条第１項の規定に基づき指定した防災重点農業用ため池のことをいう。 

 

（判定基準） 

劣化状況及び豪雨耐性評価に関する定期点検の結果、次のア～サのいずれかに該当するもので、

被害想定区域に住宅・公共施設等があり、改修が必要と認められるもの 

    【堤体】 

  ア 全体又は部分的に流れがある、漏水が生じている場合 

  イ 前法部において、築堤当時の想定断面から断面変形が進行している場合（断面変形率３％

以上） 

  ウ 前法部において、陥没・穴があり漏水又はパイピングを助長している場合 

  エ 後法部において、はらみ出し・陥没・穴があり、湧水又は漏水がある場合 
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  オ 堤頂部において、陥没・穴・ひび割れがある場合（漏水又はパイピングに起因しないも

のを除く）又は前法浸食により堤頂幅が不足している場合 

  カ 天端と満水位との差が 0.5m 未満の場合 

    【洪水吐】 

  キ コンクリート・石積構造において、ひび割れが全体に及んでいる、又は破損により機能

が著しく低下している場合 

  ク 土水路構造において、破損箇所が多く洪水流による洗掘により全壊のおそれが高い場合 

  ケ コンクリート等による永続的な堰上げがされており、余裕高が減少又は消失している場   

   合 

  コ 現況の洪水吐能力が 50 年確率洪水流量以上 100 年確率洪水流量未満に相当する場合 

    【取水施設】 

  サ 施設として操作ができず、機能していない場合 

 

［参考］ 

 防災重点農業用ため池の要件 

１号基準 浸水区域のうち当該ため池からの水平距離が 100m 未満の区域に住宅等が存する

こと 

２号基準 貯水する容量が 1,000 ㎥以上であり、かつ、浸水区域のうち当該ため池からの水

平距離が 500m 未満の区域に住宅等が存すること 

３号基準 貯水する容量が 5,000 ㎥以上であり、かつ、浸水区域に住宅等が存すること 

４号基準 当該ため池が警戒区域等（土砂災害警戒区域その他の急傾斜地の崩壊等が発生す

る区域）にあり、かつ、急傾斜地の崩壊等により当該ため池が決壊した場合に当

該警戒区域等に存する住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれがある

と認められるものであること 

 

２-４ 堤高 15ｍ以上の農業用ため池・ダム一覧 

 

１ 社地域 

名 称 河川名 所在地 所有者名 管理者名 
総貯水量 

(㎥) 
操作基準 備 考 

昭和池 三草川 山口 兵庫県 
東播土地改

良区 
1,500,000 －－ 

河川区域外た

め池堤高 31.2 

 

２ 東条地域 

名 称 河川名 所在地 所有者名 管理者名 
総貯水量 

(㎥) 
操作基準 備 考 

鴨川ダム 鴨川 黒谷 農林水産省 

鴨川・大川

瀬ダム管理

事務所 

8,676,000 
操 作 規 程

による 

河川区域内利

水 ダ ム 堤 高

42.4 農業用水 

安政池 東条川 松沢 農林水産省 
東播土地改

良区 
676,000 －－ 

河川区域外た

め池堤高 29.0 

 

  ３ その他 

(1) 河川区域内利水ダム 

名 称 河川名 所在地 所有者名 管理者名 
総貯水量 

(㎥) 
操作基準 備 考 

大川瀬ダム 東条川 
三田市 

大川瀬 
農林水産省 

鴨川・大川

瀬 ダ ム 管

理事務所 

9,280,000 
操作規程 

による 

堤高 50.8 

農業用水・上水 
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糀屋ダム 仕出原川 

多可町 

中区糀 

屋 

農林水産省 
糀屋ダム管

理所 
13,500,000 

操作規程 

による 

堤高 44.1 

農業用水・工水 

鍔市ダム 鍔市川 

丹波篠 

山市 

火打岩 

兵庫県 
篠山川沿岸

土地改良区 
1,070,000 

操作規程 

による 

堤高 34.5 

農業用水 

八幡谷ダム 川原川 

丹波篠 

山市 

川原 

兵庫県 
篠山川沿岸

土地改良区 
742,000 

操作規程 

による 

堤高 27.5  

農業用水 

藤岡ダム 藤岡川 

丹波篠 

山市 

藤岡 

兵庫県 
篠山川沿岸

土地改良区 
870,000 

操作規程 

による 

堤高 43.4  

農業用水 

佐仲ダム 小坂川 

丹波篠 

山市 

小坂 

兵庫県 
篠山川沿岸

土地改良区 
505,000 

操作規程 

による 

堤高 38.9  

農業用水 

川代ダム 篠山川 

丹波篠 

山市 

大山下 

農林水産省 
川代ダム管

理所 
1,280,000 

操作規程 

による 

堤高 9 上水 

農業用水 

 

(2) 河川区域外ため池 

名 称 河川名 所在地 所有者名 管理者名 
総貯水量 

(㎥) 
操作基準 備 考 

黒石ダム 黒石川 

丹波篠 

山市 

今田町 

黒石 

兵庫県 
今田町土 

地改良区 
720,000 －－ 堤高 29.6 

金城池 加古川 
西脇市 

高松町 

高松土地改

良区 

西脇市高松

町区長 
109,000 －－ 堤高 16.0 

記念池 上比延谷川 

西脇市 

上比延 

町 

西脇市 
上比延町区

長 
333,000 －－ 堤高 15.3 

庵谷池 門柳川 

西脇市 

黒田庄 

町喜多 

喜多区総代 喜多区総代 105,000 －－ 堤高 17.5 

三方池 葛野川 
丹波市 

三方 
丹波市 丹波市 108,000 －－ 堤高 17.1 

牧野大池 思出川 
多可町 

牧野 
兵庫県 

牧野土地改

良区 
390,000 －－ 堤高 17.0 

みくまり 

ダム 
三熊川 

丹波篠 

山市 

三熊 

兵庫県 丹波県民局 380,000 －－ 

堤高 26.0 

治水、不特定上

水 

 

２-５ 崩壊土砂流出危険地区 

 

 １ 崩壊土砂流出危険地区【農林水産部治山課（加東農林振興事務所）所管】 
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（令和 4年 4月現在） 

箇所番号 地区名 
位    置 

危険地区面積(ha) 備 考 
大 字 字 

228－001 馬瀬 馬瀬 北山 1.05  

228－002 上鴨川（３） 上鴨川 西山ノ北 0.11  

228－003 上鴨川（１） 上鴨川 北山ノ北 1.88  

228－004 上鴨川（２） 上鴨川 北山 2.29  

228－005 平木（１） 平木 御防伏山 0.68  

228－006 平木（５） 平木 御嶽山 0.09  

228－007 平木（３） 平木 御嶽山 0.48  

228－008 平木（２） 平木 御嶽山 0.72  

228－009 平木（４） 平木 御嶽山 0.65  

228－010 下鴨川（２） 下鴨川 北山 0.26  

228－011 下鴨川（１） 下鴨川 西山 0.30  

228－012 上三草 上三草  0.85  

228－013 下滝野（２） 下滝野 大谷 0.20  

228－014 下滝野（１） 下滝野 高倉 0.59  

228－015 上滝野 上滝野 奥ノ谷 1.73  

228－016 曽我 曽我 鍋子 0.28  

228－017 平木７ 平木 御嶽山 0.57  

228－018 平木１ 平木 御嶽山 0.05  

228－019 平木２ 平木 御嶽山 0.08  

228－021 上鴨川１ 上鴨川 東山 0.01  

228－022 平木３ 平木 御嶽山 0.09  

228－023 平木４ 平木 御嶽山 0.19  

228－024 平木５ 平木 御嶽山 0.07  

228－025 下滝野（３） 下滝野 高倉ほか 0.31  

228－027 平木６ 平木 御嶽山 0.07  

228－028 上鴨川２ 上鴨川 北山 0.50  

228－029 小倉ノ谷Ａ 秋津 小倉ノ谷 0.35  

228－030 北山ノ北Ａ 上鴨川 北山ノ北 0.32  

228－031 北山ノ北Ａ 上鴨川 北山ノ北 2.32  

228－032 西鹿野Ａ 下久米 西鹿野 0.08  

228－033 御嶽山Ａ 平木 御嶽山 0.10  

228－034 太郎ケ谷Ａ 大畑 太郎ケ谷 0.36  

228－035 太郎ケ谷Ａ 大畑 太郎ケ谷 0.32  

228－036 岩ヶ谷Ａ 新定 岩ヶ谷 0.16  

228－037 御嶽山Ａ 平木 御嶽山 0.23  

228－038 御嶽山Ａ 平木 御嶽山 0.09  

228－039 御嶽山Ａ 平木 御嶽山 0.49  

228－040 前坂Ａ 秋津 前坂 5.50  

228－041 北山Ａ 上鴨川 北山 0.08  

228－042 北山Ａ 上鴨川 北山 0.07  

228－043 ヌタノＡ 栄枝 ヌタノ 0.27  

228－044 御嶽山Ａ 平木 御嶽山 0.08  
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228－045 御嶽山Ａ 平木 御嶽山 0.94  

228－046 北山Ａ 下鴨川 北山 0.09  

228－047 北山ノ北Ａ 上鴨川 北山ノ北 0.96  

228－048 西山ノ北Ａ 上鴨川 西山ノ北 0.11  

228－049 西山Ａ 下鴨川 西山 0.07  

228－050 西鹿野Ａ 下久米 西鹿野 0.02  

228－051 二ノ谷Ａ 森 二ノ谷 0.45  

228－052 大福谷Ａ 新定 大福谷 0.09  

228－053 中山Ａ 久米 中山 0.19  

228－054 中山Ａ 久米 中山 0.04  

228－055 北山Ａ 上鴨川 北山 0.39  

228－056 田中Ａ 下久米 田中 0.08  

228－057 御嶽山Ａ 平木 御嶽山 0.05  

228－058 北山Ａ 藤田 北山 0.11  

228－059 ニカキ谷Ａ 岩屋 ニカキ谷 0.29  

228－060 社町平木Ｂ 平木 御嶽山 0.12  

 

２ 崩壊土砂流出危険地区【農林水産省林野庁（近畿中国森林管理局）所管】 

（令和 3年 4月現在） 

２-６ 地すべり防止区域及び地すべり危険地区 

 

 １ 地すべり防止区域【国土交通省所管】 

 （令和 4年 10 月現在） 

区域名 大字名 面積(ha) 指定年月日 

天神 天神 28.20 S42.3.22 S49.4.12 

永福 永福 9.30 S48.2.27 

 

 ２ 地すべり防止区域及び地すべり危険地区【県農林水産部農地整備課（加古川流域土地改良

事務所）所管】 

（令和 3年 4月現在） 

整理 

番号 
箇所名 位 置 

防止区域

面積(ha) 

危険地区

面積(ha) 
地すべり防止区域の指定年月日 

 341 新定大谷 新定 40.0 48.0 H28.6.20 

 
２-７ 山腹崩壊危険地区 

 

１ 山腹崩壊危険地区【県農林水産部治山課（加東農林振興事務所）所管】                       

（令和 4年 4月現在） 

箇所番号 地 区 名 
位     置 

面積（ha） 備 考 
大 字 字 

228－001 上久米 上久米 北山 2.0    

地 区 番 号 字 危険地区面積(ha) 備 考 

282286－1 畑朝光山 1.13  

282286－2 馬瀬三草山 6.12  

282286－3 馬瀬三草山 0.75  
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箇所番号 地 区 名 
位     置 

面積（ha） 備 考 
大 字 字 

228－002 下久米 下久米 宮下 1.0  

228－003 上鴨川北山ノ北 上鴨川 北山ノ北 2.0  

228－004 上鴨川 上鴨川 北山ノ北 5.0  

228－006 平木御嶽山 平木 御嶽山 22.0  

228－007 平木上南 平木 上南 1.0  

228－009 栄枝 栄枝 西ノ越 2.0  

228－010 松沢 松沢 大深谷 1.0  

228－011 岩屋１ 岩屋 谷垣内 1.0  

228－012 永福王子ノ前 永福 王子ノ前 1.0  

228－013 永福畑ヶ谷 永福 畑ケ谷 1.0  

228－014 横谷 横谷 樫谷 1.0  

228－015 岩屋２ 岩屋 谷垣ノ内 1.0  

228－016 山口２ 山口 廻り 1.0  

228－017 馬瀬１ 馬瀬 三草山 3.0  

228－018 馬瀬２ 馬瀬 三草山 4.0  

228－019 上鴨川２ 上鴨川 西山ノ北 5.0  

228－020 下鴨川 下鴨川 西山 7.0  

228－021 三草山Ａ 上三草 三草山 3.0  

228－022 下滝野 下滝野 膳棚 1.0  

228－023 社町平木Ｂ 平木 御嶽山 3.0  

228－024 東条町永福Ｂ 永福 藤池 1.0  

228－025 東条町永福Ｂ（２） 永福 足ヶ谷 1.0  

228－026 滝野町河高Ｂ 河高 木山谷 1.0  

228－027 東条町栄枝Ｂ 栄枝 アタゴ山 1.0  

228－028 東条町栄枝Ｂ（２） 栄枝 禅滝谷 1.0  

228－029 東条町大畑Ｂ 大畑 細谷 1.0  

 
２ 山腹崩壊危険地区【農林水産省（近畿中国森林管理局）所管】  

（令和 3年 4月現在） 

地 区 番 号 字 面積（ha） 

282286－1 社三草山 3.0 

282286－2 社三草山 17.0 

282286－3 下久米宮山 1.0 

 
２-８ 宅地造成工事規制区域の指定状況【県まちづくり部建築指導課（加東土木事務所）所管】 

 

区分 

 

地域名 

指   定   年  月   日 
指定区域面積 

（ha） 

市町全域と指定区域

との比率（％） 

滝野 
昭 48. 4. 7 建設省告示第 843 号 

769 39.4 

東条 4,208 84.1 

社 平 3.12.27 兵庫県告示第 1963 号施行平 4.4.1 5,445 62.3 
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２-９ 土砂災害警戒区域（特別警戒区域含む）【県土木部砂防課（加東土木事務所)所管】 

（令和 4年 4月現在） 

地域名 
警   戒   区   域 

急傾斜地の崩壊 土石流 地滑り 

社 82 47 2 

滝野 6 3  

東条 35 28 4 

 

 １ 土砂災害警戒区域（急傾斜地） 

  (1) 社地域 

番

号 
名    称 

 
位置 

土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指 定  

年月日 

急傾斜地崩壊危険箇所 

箇所番号 箇 所 番 号 地図 

1 上鴨川(1)Ⅰ 129010001 上鴨川 急傾斜地の崩壊 H21.3.17 急-社-Ⅰ- 1 1 

2 上鴨川(2)Ⅰ 129010002 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅰ- 2 2 

3 社(1)Ⅰ 129010003 社 〃 〃 急-社-Ⅰ- 3 3 

4 社(2)Ⅰ 129010004 社 〃 〃 急-社-Ⅰ- 4 4 

5 家原・社Ⅰ 129010005 家原・社 〃 〃 急-社-Ⅰ- 5 5 

6 上鴨川(3)Ⅰ 129010006 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅰ- 6 6 

7 平木(1)Ⅰ 129010007 平木 〃 〃 急-社-Ⅰ- 7 7 

8 平木(2)Ⅰ 129010008 平木 〃 〃 急-社-Ⅰ- 8 8 

9 平木(3)Ⅰ 129010009 平木 〃 〃 急-社-Ⅰ- 9 9 

10 上三草・畑(1)Ⅰ 129010010 上三草・畑 〃 〃 急-社-Ⅰ-10 10 

11 上久米(1)Ⅰ 129010011 上久米 〃 〃 急-社-Ⅰ-11 11 

12 上鴨川(4)Ⅱ 129010012 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ- 1 26 

13 上鴨川(5)Ⅱ 129010013 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ- 2 27 

14 上鴨川(6)Ⅱ 129010014 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ- 3 28 

15 上鴨川(7)Ⅱ 129010015 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ- 4 29 

16 上鴨川(8)Ⅱ 129010016 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ- 5 30 

17 上鴨川(9)Ⅱ 129010017 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ- 6 31 

18 上鴨川(10)Ⅱ 129010018 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ- 7 32 

19 上鴨川(11)Ⅱ 129010019 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ- 8 33 

20 上鴨川(12)Ⅱ 129010020 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ- 9 34 

21 平木(4)Ⅱ 129010021 平木 〃 〃 急-社-Ⅱ-10 35 

22 平木(5)Ⅱ 129010022 平木 〃 〃 急-社-Ⅱ-11 36 

23 平木(6)Ⅱ 129010023 平木 〃 〃 急-社-Ⅱ-12 37 

24 平木(7)Ⅱ 129010024 平木 〃 〃 急-社-Ⅱ-13 38 

25 上鴨川・平木(1)Ⅱ 129010025 上鴨川・平木 〃 〃 急-社-Ⅱ-14 39 

26 平木(8)Ⅱ 129010026 平木 〃 〃 急-社-Ⅱ-15 40 

27 下鴨川(1)Ⅱ 129010027 下鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ-16 41 

28 平木(9)Ⅱ 129010028 平木 〃 〃 急-社-Ⅱ-17 42 

29 上三草・馬瀬(1)Ⅱ 129010029 上三草・馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅱ-18 43 

30 馬瀬(1)Ⅱ 129010030 馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅱ-19 44 

31 馬瀬(2)Ⅱ 129010031 馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅱ-20 45 

32 山口(1)Ⅱ 129010032 山口 〃 〃 急-社-Ⅱ-21 46 

33 山口(2)Ⅱ 129010033 山口 〃 〃 急-社-Ⅱ-22 47 
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番

号 
名    称 

 
位置 

土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指 定  

年月日 

急傾斜地崩壊危険箇所 

箇所番号 箇 所 番 号 地図 

34 畑(1)Ⅱ 129010034 畑 〃 〃 急-社-Ⅱ-23 48 

35 畑(2)Ⅱ 129010035 畑 〃 〃 急-社-Ⅱ-24 49 

36 畑(3)Ⅱ 129010036 畑 〃 〃 急-社-Ⅱ-25 50 

37 上三草(1)Ⅱ 129010037 上三草 〃 〃 急-社-Ⅱ-26 51 

38 吉馬Ⅱ 129010038 吉馬 〃 〃 急-社-Ⅱ-27 52 

39 久米・藤田Ⅱ 129010039 久米・藤田 〃 〃 急-社-Ⅱ-28 53 

40 藤田Ⅱ 129010040 藤田 〃 〃 急-社-Ⅱ-29 54 

41 上久米(2)Ⅱ 129010041 上久米 〃 〃 急-社-Ⅱ-30 55 

42 上久米(3)Ⅱ 129010042 上久米 〃 〃 急-社-Ⅱ-31 56 

43 上久米(4)Ⅱ 129010043 上久米 〃 〃 急-社-Ⅱ-32 57 

44 久米Ⅱ 129010044 久米 〃 〃 急-社-Ⅱ-33 58 

45 上鴨川(13)Ⅱ 129010045 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅱ-34 59 

46 平木(10)Ⅱ 129010046 平木 〃 〃 急-社-Ⅱ-人 1 60 

47 上鴨川(14)Ⅲ 129010047 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ- 1 88 

48 上鴨川(15)Ⅲ 129010048 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ- 2 89 

49 上鴨川(16)Ⅲ 129010049 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ- 3 90 

50 上鴨川(17)Ⅲ 129010050 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ- 4 91 

51 上鴨川(18)Ⅲ 129010051 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ- 5 92 

52 上鴨川(19)Ⅲ 129010052 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ- 6 93 

53 上鴨川(20)Ⅲ 129010053 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ- 7 94 

54 上鴨川(21)Ⅲ 129010054 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ- 8 95 

55 上鴨川(22)Ⅲ 129010055 上鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ- 9 96 

56 上鴨川・平木(2)Ⅲ 129010056 上鴨川・平木 〃 〃 急-社-Ⅲ-10 97 

57 上鴨川・下鴨川Ⅲ 129010057 上鴨川・下鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ-11 98 

58 下鴨川(2)Ⅲ 129010058 下鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ-12 99 

59 下鴨川(3)Ⅲ 129010059 下鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ-13 100 

60 平木(11)Ⅲ 129010060 平木 〃 〃 急-社-Ⅲ-14 101 

61 平木(12)Ⅲ 129010061 平木 〃 〃 急-社-Ⅲ-15 102 

62 平木(13)Ⅲ 129010062 平木 〃 〃 急-社-Ⅲ-16 103 

63 平木・秋津Ⅲ 129010063 平木・秋津 〃 〃 急-社-Ⅲ-17 104 

64 平木(14)Ⅲ 129010064 平木 〃 〃 急-社-Ⅲ-18 105 

65 平木(15)Ⅲ 129010065 平木 〃 〃 急-社-Ⅲ-19 106 

66 上三草・馬瀬(2)Ⅲ 129010066 上三草・馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅲ-20 107 

67 馬瀬(3)Ⅲ 129010067 馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅲ-21 108 

68 上三草・馬瀬(3)Ⅲ 129010068 上三草・馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅲ-22 109 

69 上三草・馬瀬(4)Ⅲ 129010069 上三草・馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅲ-23 110 

70 馬瀬(4)Ⅲ 129010070 馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅲ-24 111 

71 馬瀬(5)Ⅲ 129010071 馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅲ-25 112 

72 馬瀬(6)Ⅲ 129010072 馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅲ-26 113 

73 馬瀬(7)Ⅲ 129010073 馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅲ-27 114 

74 馬瀬(8)Ⅲ 129010074 馬瀬 〃 〃 急-社-Ⅲ-28 115 

75 上三草(2)Ⅲ 129010075 上三草 〃 〃 急-社-Ⅲ-29 116 

76 上三草・山口Ⅲ 129010076 上三草・山口 〃 〃 急-社-Ⅲ-30 117 
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番

号 
名    称 

 
位置 

土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指 定  

年月日 

急傾斜地崩壊危険箇所 

箇所番号 箇 所 番 号 地図 

77 上三草・畑(2)Ⅲ 129010079 上三草・畑 〃 〃 急-社-Ⅲ-34 121 

78 畑(4)Ⅲ 129010080 畑 〃 〃 急-社-Ⅲ-35 122 

79 下鴨川(4)Ⅲ 129010081 下鴨川 〃 〃 急-社-Ⅲ-36 123 

80 上三草(3)Ⅲ 129010077 上三草 〃 H22.3.30 急-社-Ⅲ-31～2 118 

81 上三草(5)Ⅲ 129010078 上三草 〃 〃 急-社-Ⅲ-33 120 

82 上鴨川(23)Ⅰ 129010082 上鴨川 〃 H28.10.28   

 

   （2）滝野地域 

番

号 
名    称 

 

位置 
土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指 定  

年月日 

急傾斜地崩壊危険箇所 

箇所番号 箇 所 番 号 
地

図 

1 多井田Ⅰ 129020001 多井田 急傾斜地の崩壊 H22.3.30 急-滝野-Ⅰ- 1 12 

2 下滝野(2)Ⅰ 129020002 下滝野 〃 〃 急-滝野-Ⅰ- 3 14 

3 多井田Ⅱ 129020003 多井田 〃 〃 急-滝野-Ⅱ- 1 61 

4 下滝野Ⅱ 129020004 下滝野 〃 〃 急-滝野-Ⅱ- 2 62 

5 河高Ⅱ 129020005 河高 〃 〃 急-滝野-Ⅱ- 3 63 

6 光明寺Ⅱ 129020006 光明寺・上滝野 〃 〃 急-滝野-Ⅱ-人-1 64 

 

  （3）東条地域 

番

号 
名    称 

 
位置 

土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指 定  

年月日 

急傾斜地崩壊危険箇所 

箇所番号 箇 所 番 号 地図 

1 黒石Ⅰ 129030001 永福 急傾斜地の崩壊 H22.3.30 急-東条-Ⅰ- 1 15 

2 中筋(1)Ⅰ 129030002 天神 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 2 16 

3 中筋(2)Ⅰ 129030003 天神 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 3 17 

4 中ノ垣内Ⅰ 129030004 天神・岩屋 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 4 18 

5 山ノ下Ⅰ 129030005 岩屋・森尾 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 5 19 

6 大福Ⅰ 129030006 新定 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 6 20 

7 新定Ⅰ 129030007 新定 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 7 21 

8 西ノ越Ⅰ 129030008 栄枝 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 8 22 

9 常田(1)Ⅰ 129030009 秋津 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 9 23 

10 常田(2)Ⅰ 129030010 秋津 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 10  24 

11 秋津台Ⅰ 129030011 秋津 〃 〃 急-東条-Ⅰ- 11 25 

12 大平井Ⅱ 129030012 新定 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 1 65 

13 蔵ノ谷 BⅡ 129030013 大畑 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 2 66 

14 黒谷Ⅱ 129030014 黒谷 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 3 67 

15 長谷 AⅡ 129030015 黒谷 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 4 68 

16 新定 DⅡ 129030016 秋津 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 5 69 

17 長谷 BⅡ 129030017 黒谷 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 6 70 

18 黒石Ⅱ 129030018 永福 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 7 71 

19 天神Ⅱ 129030019 岩屋 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 8 72 

20 岩屋 CⅡ 129030020 岩屋 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 9 73 

21 岩屋 BⅡ 129030021 岩屋 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 10 74 

22 岩屋 AⅡ 129030022 岩屋 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 11 75 

23 森尾Ⅱ 129030023 森尾・新定・岩屋 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 12 76 
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番

号 
名    称 

 
位置 

土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指 定  

年月日 

急傾斜地崩壊危険箇所 

箇所番号 箇 所 番 号 地図 

24 新定 AⅡ 129030024 森尾・新定 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 13 77 

25 吉井 AⅡ 129030025 吉井 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 14 78 

26 厚利 AⅡ 129030026 厚利 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 15 79 

27 常田 BⅡ 129030027 新定 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 16 80 

28 新定 BⅡ 129030028 新定 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 17 81 

29 新定 EⅡ 129030029 新定 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 18 82 

30 新定 CⅡ 129030030 新定 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 19 83 

31 蔵ノ谷 AⅡ 129030031 大畑 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 20 84 

32 蔵ノ谷 CⅡ 129030032 大畑 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 21 85 

33 蔵ノ谷 DⅡ 129030033 大畑 〃 〃 急-東条-Ⅱ- 22 86 

34 黒谷Ⅲ 129030034 黒谷 〃 〃 急-東条-Ⅲ- 1 124 

35 長谷(2)Ⅲ 129030035 永福 〃 〃 急-東条-Ⅲ- 3 126 

 

 ２ 土砂災害警戒区域（土石流） 

 (1) 社地域 

NO 名    称 
  

位置 
土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指  定          

年月日 

土石流危険渓流 

箇所番号 渓 流 番 号 
地

図 

1 下久米第 2Ⅰ 229010001 下久米 土石流 H21.3.17 加-社町-Ⅰ- 1 1 

2 池ノ内谷Ⅰ 229010002 池ノ内 〃 〃 加-社町-Ⅰ- 2 2 

3 畑西谷 2Ⅰ 229010003 畑 〃 〃 加-社町-Ⅰ- 3 3 

4 畑谷Ⅰ 229010004 畑 〃 〃 加-社町-Ⅰ- 4 4 

5 上鴨川Ⅰ 229010005 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅰ- 5 5 

6 西上鴨川Ⅰ 229010006 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅰ- 6 6 

7 神山池東谷Ⅰ 229010007 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅰ- 7 7 

8 鴨川東谷Ⅰ 229010008 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅰ- 8 8 

9 神山池南谷Ⅰ 229010009 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅰ- 9 9 

10 下鴨川南谷Ⅰ 229010010 平木 〃 〃 加-社町-Ⅰ-10 10 

11 のぞき川Ⅰ 229010011 平木 〃 〃 加-社町-Ⅰ-11 11 

12 仙人川Ⅰ 229010012 平木 〃 〃 加-社町-Ⅰ-12 12 

13 荷子川西谷Ⅰ 229010013 平木 〃 〃 加-社町-Ⅰ-13 13 

14 滝谷川南谷Ⅰ 229010014 
平木・木津(丹波

篠山） 
〃 〃 加-社町-Ⅰ-14 14 

15 下平木谷Ⅰ 229010015 平木 〃 〃 加-社町-Ⅰ-15 15 

16 久米第 2Ⅰ 229010016 久米 〃 〃 加-社町-Ⅰ-16 16 

17 久米谷Ⅰ 229010017 久米 〃 〃 加-社町-Ⅰ-17 17 

18 馬瀬北谷Ⅱ 229010018 上三草・馬瀬 〃 〃 加-社町-Ⅱ- 1 34 

19 御所南谷Ⅱ 229010019 上三草・馬瀬 〃 〃 加-社町-Ⅱ- 2 35 

20 馬瀬南谷Ⅱ 229010020 馬瀬 〃 〃 加-社町-Ⅱ- 3 36 

21 上三草Ⅱ 229010021 藤田 〃 〃 加-社町-Ⅱ- 4 37 

22 下久米第 3Ⅱ 229010022 下久米 〃 〃 加-社町-Ⅱ- 5 38 

23 鹿野谷Ⅱ 229010024 下久米 〃 〃 加-社町-Ⅱ- 8  

24 畑西谷 1Ⅱ 229010025 畑 〃 〃 加-社町-Ⅱ- 9 41 

25 下鴨奥谷Ⅱ 229010026 下鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-10 42 
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NO 名    称 
  

位置 
土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指  定          

年月日 

土石流危険渓流 

箇所番号 渓 流 番 号 
地

図 

26 上鴨川南Ⅱ 229010027 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-11 43 

27 神山谷Ⅱ 229010028 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-12 44 

28 小上鴨谷Ⅱ 229010029 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-13 45 

29 神山奥谷Ⅱ 229010030 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-14 46 

30 北上鴨川Ⅱ 229010031 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-15 47 

31 南上鴨川Ⅱ 229010032 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-17 48 

32 神山東谷Ⅱ 229010033 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-18 49 

33 上鴨川谷口Ⅱ 229010034 上鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-19 50 

34 平木谷東Ⅱ 229010035 平木 〃 〃 加-社町-Ⅱ-20 51 

35 平木谷Ⅱ 229010036 平木 〃 〃 加-社町-Ⅱ-21 52 

36 平木谷西Ⅱ 229010037 上鴨川・平木 〃 〃 加-社町-Ⅱ-22 53 

37 神山川下谷 1Ⅱ 229010038 上鴨川・平木 〃 〃 加-社町-Ⅱ-23 54 

38 神山川下谷 2Ⅱ 229010039 上鴨川・平木 〃 〃 加-社町-Ⅱ-24 55 

39 奥の谷池上谷Ⅱ 229010040 上鴨川・平木 〃 〃 加-社町-Ⅱ-25 56 

40 下鴨川東谷Ⅱ 229010041 下鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-26 57 

41 下鴨川谷Ⅱ 229010042 下鴨川 〃 〃 加-社町-Ⅱ-27 58 

42 荷子川Ⅱ 229010043 平木 〃 〃 加-社町-Ⅱ-28 59 

43 荷子川東谷Ⅱ 229010044 平木 〃 〃 加-社町-Ⅱ-29 62 

44 滝谷川Ⅱ 229010045 
平木・木津(丹波

篠山） 〃 〃 加-社町-Ⅱ-30 63 

45 下平木南谷Ⅱ 229010046 

平木・木津(丹波

篠山）・大川瀬（三

田） 
〃 〃 加-社町-Ⅱ-31 64 

46 平木鉱山西谷Ⅱ 229010047 下鴨川・平木 〃 〃 加-社町-Ⅱ-32 65 

47 南西川Ⅰ 222040018 
平木・市原（丹波

篠山） 
〃 H22.1.19 加-篠山-Ⅰ-125 -- 

48 堂ヶ谷川Ⅰ 222040019 
上鴨川・本荘（丹

波篠山） 
〃 〃 加-篠山-Ⅰ-126 -- 

 

 (2) 滝野地域 

NO 名    称 
  

位置 
土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指  定          

年月日 

土石流危険渓流 

箇所番号 渓流番号 
地

図 

1 右支渓第一Ⅰ 229020001 下滝野 土石流 H22.3.30 加-滝野-Ⅰ- 1 18 

2 右支渓第二Ⅰ 229020002 下滝野 〃 〃 加-滝野-Ⅰ- 2 19 

3 左支渓第一Ⅱ 229020003 下滝野・光明寺 〃 〃 加-滝野-Ⅱ- 1 66 

  

 (3) 東条地域 

NO 名    称 
  

位置 
土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指  定          

年月日 

土石流危険渓流 

箇所番号 渓流番号 
地

図 

1 右支渓第一Ⅰ 229030001 松沢 土石流 H22.3.30 加-東条-Ⅰ- 1 1 

2 栄枝Ⅰ 229030002 栄枝・厚利 〃 〃 加-東条-Ⅰ- 2 2 

3 右支渓第二(1)Ⅰ 229030003 新定・吉井 〃 〃 加-東条-Ⅰ- 3 3 

4 右支渓第三Ⅰ 229030004 新定 〃 〃 加-東条-Ⅰ- 4 4 
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NO 名    称 
  

位置 
土砂災害の発生

の原因となる自

然現象の種類 

指  定          

年月日 

土石流危険渓流 

箇所番号 渓流番号 
地

図 

5 右支渓第四Ⅰ 229030005 新定 〃 〃 加-東条-Ⅰ- 5 5 

6 右支渓第五Ⅰ 229030006 岩屋 〃 〃 加-東条-Ⅰ- 6 6 

7 右支渓第六Ⅰ 229030007 黒谷 〃 〃 加-東条-Ⅰ- 7 7 

8 右支渓第八Ⅰ 229030008 秋津 〃 〃 加-東条-Ⅰ- 8 8 

9 右支渓第九Ⅰ 229030009 秋津 〃 〃 加-東条-Ⅰ- 9 9 

10 右支渓第十一Ⅰ 229030010 秋津 〃 〃 加-東条-Ⅰ-10 10 

11 左支渓第三Ⅰ 229030011 永福 〃 〃 加-東条-Ⅰ-11 11 

12 左支渓第一Ⅰ 229030012 森 〃 〃 加-東条-Ⅰ-12 12 

13 左支渓第二Ⅰ 229030013 岡本 〃 〃 加-東条-Ⅰ-13 13 

14 右支渓第二(2)Ⅰ 229030014 大畑 〃 〃 加-東条-Ⅰ-14 14 

15 右支渓第二Ⅱ 229030015 栄枝 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 1 15 

16 右支渓第三Ⅱ 229030016 栄枝 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 2 16 

17 左支渓第一(1)Ⅱ 229030017 栄枝 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 3 17 

18 右支渓第七Ⅱ 229030018 黒谷 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 4 18 

19 右支渓第十Ⅱ 229030019 秋津 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 5 19 

20 右支渓第十二Ⅱ 229030020 秋津 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 6 20 

21 左支渓第三Ⅱ 229030021 長貞 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 7 21 

22 左支渓第一(2)Ⅱ 229030022 永福 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 9 23 

23 左支渓第二Ⅱ 229030023 永福 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 10 24 

24 左支渓第一(3)Ⅱ 229030024 岡本 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 11 25 

25 カジヤ谷Ⅱ 229030025 新定 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 12 26 

26 右支渓第一(1)Ⅱ 229030026 新定 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 13 27 

27 右支渓第一(2)Ⅱ 229030027 大畑 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 14 28 

28 左支渓第一(4)Ⅱ 229030028 大畑 〃 〃 加-東条-Ⅱ- 15 29 

 

 ３ 土砂災害警戒区域（地すべり） 

 (1) 社地域 

NO 名    称 

  

位置 

土砂災害の発

生の原因とな

る自然現象の

種類 

指  定          

年月日 
整理番号 地図番号 

箇所番号 

1 廻渕 329010001 廻渕 地すべり H25.1.15 341-1 1 

2 上久米 329010002 上久米 〃 〃 341-2 2 

 

 (2) 東条地域 

NO 名    称 

  

位置 

土砂災害の発

生の原因とな

る自然現象の

種類 

指  定          

年月日 
整理番号 地図番号 

箇所番号 

1 黒石 329030001 永福 地すべり H25.1.15 343-1 3 

2 永福 329030002 永福 〃 〃 343-2 4 

3 天神 329030003 天神 〃 〃 343-3 5 

4 新定大谷 329030004 新定 〃 R4.3.29 341  
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２-10 孤立の可能性がある集落等 

 

番号 地区名 
対  象 

１ 上鴨川  

２ 下鴨川  

３ 平木 一 部 

４ 畑 一 部 

５ 上三草 一 部 

６ 山 口  

７ 馬 瀬  

８ 秋津台  

 

※ 孤立の可能性とは、地区又は集落へ

のアクセス道路が土砂災害危険箇所

（土砂災害警戒区域、土石流危険渓流、

急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険

箇所）に隣接していること等により抽

出。 
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２-11 危険物等施設数一覧 

 

  １ 危険物許可施設 

                                           （令和 5年 3月 31 日現在） 
区          分 施 設 数 

製   造   所 13 

貯蔵所 

屋内貯蔵所 78 

屋外タンク貯蔵所 48 

屋内タンク貯蔵所 9 

地下タンク貯蔵所 67 

簡易タンク貯蔵所 1 

移動タンク貯蔵所 22 

屋外貯蔵所 20 

小   計 245 

取扱所 

給油取扱所 

  〃  (うちセルフ) 

56 

8 

一般取扱所 41 

小   計 97 

合    計 355 

 

 ２ 高圧ガス取扱事業所等一覧 

 

 

 ３ 火薬類貯蔵所一覧 

 

事 業 所 名 所 在 地 品   名 

ハットリ（株）平木事業所 平木 1310-9 爆薬、導爆線、電気雷管 

（有）ニシムラ 木梨 1158-4 火薬、導火線、実包、空包、銃用雷管 

 

事 業 所 名 所  在  地 電話番号 

(株)長濱住宅設備機器 下久米 599 44-0131 

みのり農業協同組合 社 1777-1 42-8200 

社ガス(有) 社 529-4 42-0391 

阿江正商店 上滝野 418-1 48-2066 

(有)大久保プロパン商会 新町 48 48-2247 

ＬＰガス藤井商店 河高 2470-3 48-2124 

共栄住宅設備工業(株)  下滝野 220 48-2375 

(株)西部 吉井 705-4 46-0046 

(株)藤原住設 天神 139-1 47-0248 

イワタニ近畿㈱中兵庫営業所 下滝野 5-22 45-9200 
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２-12 災害履歴 

発生 

年月日 

災害の 

内容 

地

域 

死
者
䥹
人
䥺 

行
方
不
明
者
䥹
人
䥺 

負傷者

(人) 
住家被害 

非住家被害等 備考 
重

傷 

軽

傷 

全壊 
大規模 

半壊 
半壊 床上浸水 床下浸水 一部損壊 

棟 
世

帯 
棟 

世

帯 
棟 

世

帯 
棟 

世

帯 
棟 

世

帯 
棟 

世

帯 

S40.9.10

～17 

台風 23号秋雨前

線による豪雨及

び台風 24 号 

社   1 2     2 － － 80     
 災害救助

法適用 

滝                 
 災害救助

法適用 

東                 
 災害救助

法適用 

S51.9.13 
台風 17号と前線

による豪雨 

社 1  1 1     1 － － 67     
 災害救助

法適用 

滝                   

東                   

S58.9.28 

台風 10号と前線

による大雨・暴

風 

社                   

滝           － 7 － 77   農道決壊 6、町道冠水 4  

東           32 32 46 46   

倉庫・車庫等 13 

田(流出冠水)4.1 ㌶ 

道路冠水 15 

水道破裂 1、橋梁流失 1 

河川洗掘 50、がけ崩れ 7 

 

S59.9 突風 

社                   

滝               68 － 

工場物置等半壊以上 13 

工場棟一部損壊 4 

中学校等公共施設の一部 

 

東                   

S61.7.21

～ 
梅雨前線 

社                   

滝                   

東           1 1 1 1   

田(流出冠水)6.4 ㌶ 

道路冠水 2、橋梁流失 2 

河川洗掘 21 

 

S62.7.19

～ 
梅雨前線 

社                   

滝                   

東           1 1     河川洗掘 2  

S62.10.16

～17 

台風 19号による

風水害 

社                   

滝             － 2   田の冠水 1 ㌶  

東                   
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S63.6 集中豪雨 

社                   

滝                 

田の冠水 0.5 ㌶、 

河川洗掘 3 

農業用水路破損 2 

 

東                   

H2.9.17 ～

18 

秋雨前線と台風

19 号による大雨 

社         2 － － 3       

滝           － 2 － 4   

町道冠水 2、田の冠水 7 ㌶、 

畑の冠水 6 ㌶、 

河川護岸破損 1箇所 

 

東               1 1 橋梁流失 1  

H3.7.2～ 停滞前線(強雨) 

社                   

滝                   

東             1 1   田畑畦畔崩れ 8  

H3.9.27 ～

28 

台風 19号による

暴風 

社    1 1 －   1 －         

滝                 公共文教施設 1  

東               2 2 

倉庫・車庫等 3、 

文教施設 3、 

ブロック塀等 1 

橋梁流失 1 

 

H4.8 
台風 11号による

大雨 

社                   

滝                 農林水産施設 1  

東                   

H5.6 
梅雨前線による

大雨 

社                   

滝                 

田の埋没 0.05 ㌶ 

道路決壊 1 

農林水産施設 2 

 

東                   

H5.7 
梅雨前線による

大雨 

社                   

滝                 道路決壊 1  

東                   

H5.8 大雨 

社                   

滝                 法面倒壊 1  

東                   

H5.9.3～4 
台風 13号による

暴風雨 

社         1 －         

滝                 公共文教施設の一部  

東                 

公共施設 1、文教施設 1 

がけ崩れ 1、 

田畑畦畔崩れ 7 

 

H7.5.12～ 
南岸低気圧(大

雨) 

社                   

滝                   

東                 がけ崩れ 1  
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H7.7.13～ 
大気不安定(強

雨) 

社                 
  

 

滝                   

東             6 6   
道路冠水 3 

田畑畦畔崩れ 12 

 

H8.8.14 台風 12 号 

社               2 － 
公共施設一部損壊 4 

文教施設一部損壊 5 

 

滝                   

東               2 8 

公共施設 3 

倉庫・車庫等 4 

田(流出冠水)1.3 ㌶ 

 

H8.8.28 
秋雨前線による

豪雨 

社           1 － 20 －   

がけ崩れ 11、道路被害 4、

水田被害 49、 

ため池被害 4、河川被害 17 

 

滝                   

東                 

公共施設 2 棟、 

倉庫・車庫等 1 

田(流出冠水)7.7 ㌶ 

畑(流出冠水)7.7 ㌶ 

道路冠水 2、橋梁流失 1 

河川洗掘 16、 

ブロック塀等 1 

 

H9.7.25 
台風 9 号(大雨・

強風) 

社                   

滝                   

東                 住宅敷地法面崩れ 1  

H10.10.17 
台風 10号による

大雨 

社                   

滝                 

事務所床下浸水 1 

町道冠水 1 

田の冠水 1 ㌶ 

 

東             1 1   田畑畦畔崩れ 0.5 ㌶  

H11.6 大雨 

社                   

滝                 

事務所床下浸水 1 

町道冠水 1 

田の冠水 1 ㌶ 

 

東                   

H11.9.7 大雨 

社                   

滝                 

事務所床下浸水 1 

町道冠水 1 

田の冠水 6.4 ㌶ 

 

東                   

H16.8.30

～31 
台風 16 号 

社                 非住家被害 1  

滝         1 1         



 

3
9

東   1            3 3   

H16.9.29 台風 21 号 

社             1 1     

滝                   

東             16 16     

H16.10.20 台風 23 号 

社           13 21 50 56   非住家被害 49  

滝         2 2 42 47 53 52   非住家被害 57  

東   1 1         11 11     

H18.7.19 梅雨前線に伴う大雨                 
道路冠水 2、田畑冠水 8 

ため池提体被害 2 

 

H20.7.28 大雨                 道路山側斜面崩壊  

H20.9.21 大雨                 非住家設備被害１  

H21.10.8 台風 18 号                 倒木による車両被害２  

H22.5.24 
梅雨前線に 

伴う大雨 

社             2 2   非住家被害１  

滝           1 1     非住家被害２  

東                   

H23.9.3 台風 12 号 

社                   

滝           1 1 2 2   非住家被害 5  

東                   

H25.9.2 大雨 

社           2 2 3 3   非住家被害 4、道路被害 1  

滝                   

東             3 3     

H25.9.4 台風 11 号 

社                 
道路被害 5、農地等被害 4、

土砂被害 1、 

 

滝                 池被害 2  

東                 
道路被害 2、農地等被害 6、

河川被害 1、池被害 1 

 

H25.9.15

～16 
台風 18 号 

社                   

滝           3 3 1 1   非住家被害 8、道路被害 4  

東                 道路被害 1、農地等被害 1  

H26.8.9 

～10 
台風 11 号 

社             2 2   道路被害 5、農地等被害 5  

滝                 
非住家被害 4、農地等被害 1 

倒木による神社鳥居被害 1 
 

東                 道路被害 4、農地等被害 11  

H27.7.16 

～18 
台風 11 号 

社             1 1   
道路被害 2、農地等被害 7、 

河川被害 2 

 

滝                 道路被害 1、農地等被害 2  

東               1 1 道路被害 4、農地等被害 20  

H28.9.18 

～20 
台風 16 号 

社                 
道路被害 4、農地等被害 5、 

公共施設被害 2 

 

滝                 道路被害 2  

東                 道路被害 3、農地等被害 10  

H28.9.18 大雨 社                 道路被害 1  



 

4
0

～20 滝                 道路被害 1  

東             1 1   道路被害 1  

H29.9.17 台風 18 号 

社             1 1   道路被害 3、農地等被害 1  

滝                 道路被害 1  

東                 農地等被害 2  

H29.10.22 

～23 
台風 21 号 

社                 

非住家被害3、道路被害31、

農地等被害 13、公共施設被

害 17 

 

滝             1 1   

非住家被害 3、道路被害 8、

農地等被害 13、公共施設被

害 17 

 

東               1 1 

非住家被害1、道路被害17、

農地等被害 10、公共施設被

害 14 

 

H30.7.5 

～7 
7 月豪雨 

社           2 2 2 2   
非住家被害 1、道路被害 7、

農地等被害 10 
1 

滝           4 4 6 6   非住家被害 8、道路被害 5  

東                 
非住家被害1、道路被害10、

農地等被害 52 

 

H30.8.23

～24 
台風 20 号 

社                 道路被害 8、農地等被害 3  

滝                 非住家被害 2  

東             1 1   
非住家被害 2､道路被害 9､

農地等被害 12 

 

R3.7.7 

～8 
7 月大雨 

社         1 1       道路被害 4、農地等被害 5  

滝                   

東                 農地等被害 11  

 



 41

２-13 雨量の観測所 

(1) 国土交通省（姫路河川国道事務所）所管 

観測所名 河川名 所    在    地 

天神 東条川 天神 

氷上 葛野川 丹波市氷上町上新庄 

火打岩 畑川 丹波篠山市畑宮 

船町 加古川 西脇市黒田庄町船町 

杉原 杉原川 多可郡多可町加美区市原 

今田 東条川 丹波篠山市今田町本荘 

青垣 加古川 丹波市青垣町桧倉 

柏原 柏原川 丹波市柏原町柏原 

福住 籾井川 丹波篠山市福住 

八千代 野間川 多可郡多可町八千代区中野間 

板波 加古川 西脇市高松町中川原 

 

(2) 気象庁（神戸地方気象台）所管 

観測所名 河川名 所    在    地 

柏原 加古川 丹波市柏原町柏原 

西脇 加古川 西脇市上比延町 

 

(3) 県土整備部（加東・丹波土木事務所）所管 

観測所名 河川名 所    在    地 

社 下川 社 

馬瀬 三草川 馬瀬 

西脇 加古川 西脇市小坂町 

中町 杉原川 多可郡多可町中区中村 

加美 杉原川 多可郡多可町加美区西山 

中畑 畑谷川 西脇市中畑町 

下野間 野間川 多可郡多可町八千代区下野間 

柏原 柏原川 丹波市柏原町柏原 

青垣 加古川 丹波市青垣町佐治 

山南 篠山川 丹波市山南町谷川 

篠山 篠山川 丹波篠山市郡家 

今田 東条川 丹波篠山市今田町市原 

東本荘 篠山川 丹波篠山市東本荘  

稲継 加古川 丹波市氷上町稲継 

北和田 加古川 丹波市山南町北和田 

青田 篠山川 丹波市山南町青田 
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２-14 水位の観測所 

(1) 国土交通省（姫路河川国道事務所）所管 

観測所名 河川名 所 在 地 

水 位 設 定 (ｍ) 

水防団 

待機 

（通報） 

氾濫 

注意 

（警戒） 

避難 

判断 

 

氾濫 

危険 

(特別警戒) 

谷川 篠山川 丹波市山南町谷川 2.50 3.70 -- -- 

船町 加古川 西脇市黒田庄町船町 1.50 3.00 -- -- 

板波 加古川 西脇市高松町中川原 2.00 3.50 4.20 5.00 

大門 加古川 大門 -- -- -- -- 

古川第二 東条川 小野市久保木町 1.00 1.90 -- -- 

 
(2) 県土整備部（加東・丹波土木事務所）所管 

観測所名 河川名 所 在 地 

水 位 設 定 (ｍ) 

水防団 

待機 

（通報） 

氾濫 

注意 

（警戒） 

避難 

判断 

 

氾濫 

危険 

(特別警戒) 

吉井 
上流 

東条川 吉井 1.50 2.00 
3.30 3.90 

下流 3.70 4.40 

家原 千鳥川 家原 1.40 2.30 2.70 3.10 

上戸

田 

上流 
加古川 西脇市上戸田 2.90 3.90 

3.90 4.60 

下流 4.30 5.00 

西脇 杉原川 西脇市小坂町宮ノ前 2.30 3.10 3.10 3.80 

中町 杉原川 多可郡多可町中区中村 2.10 2.50 2.50 2.90 

下野

間 

上流 
野間川 

多可郡多可町八千代区

下野間 
1.60 

2.00 2.00 2.70 

下流 2.30 2.80 3.40 

本郷 加古川 丹波市氷上町本郷 2.30 3.30 3.50 4.60 

西中 加古川 丹波市氷上町氷上 1.90 2.80  --  -- 

青垣 加古川 丹波市青垣町佐治 1.30 1.60 -- -- 

上成松 葛野川 丹波市氷上町上成松 2.20 2.80 3.20 3.40 

篠山 篠山川 丹波篠山市糯ヶ坪 1.80 2.50 3.00 3.50 

東本荘 篠山川 丹波篠山市東本荘 2.20 2.80   -- -- 

今田 東条川 丹波篠山市今田町市原 2.00 2.40 2.50 2.90 

宮田 宮田川 丹波篠山市宮田 2.70 3.20 3.30 3.60 

小南 柏原川 丹波市柏原町柏原 1.50 1.80 1.90 2.10 

高谷川上流 高谷川 丹波市氷上町稲継 1.40 2.00 2.20 2.70 
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２-15 量水標 

(1) 市所管 

名  称 河川名 岸 所 在 地 備  考 番号 

やかの上樋門 加古川 左 西垂水地先   1 

上田第１排水樋門 加古川 左 野村   2 

平安橋 千鳥川 左 窪田 量水標のみ 3 

窪田樋門 千鳥川 左 窪田  4 

落合橋 千鳥川 左 木梨 量水標のみ 5 

上田樋門 出水川 左 上田   6 

久保木橋の下流排水路 東条川 右 屋度 量水標のみ 7 

住吉橋 鴨川 左 上鴨川 量水標のみ 8 

闘竜橋 加古川 右 上滝野 量水標のみ 9 

堀田橋 油谷川 右 河高 量水標のみ 10 

臨幸橋 東条川 中 天神 量水標のみ 11 

 

(2) 国土交通省（姫路河川国道事務所）所管 

名  称 河川名 岸 所 在 地 備  考 番号 

上田第３排水樋門 加古川 左 上田   9 

大門水位観測所 加古川 左 大門   10 

福田樋門 加古川 右 河高   11 

社樋管 加古川 右 河高   12 

安取排水樋管 加古川 右 河高   13 

安取排水樋門 加古川 右 河高   14 

 

(3) 県土整備部（加東土木事務所）所管 

名  称 河川名 岸 所 在 地 備  考 番号 

家原水位観測所 千鳥川 右 家原 観測所は左岸 15 

吉井水位観測所 東条川 右 吉井   16 

穂積第１樋門 千鳥川 右 河高（穂積）  17 

穂積第２樋門 千鳥川 右 河高（穂積）  18 

穂積第３樋門 千鳥川 右 穂積  19 
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２-16 主な排水樋門等 

(1) 市所管 

施 設 名 河川名 岸別 支川名 所在地 形式 開閉装置 備考 番号 

やかの上樋門 加古川 左   
西垂水地

先 

ローラ

ーゲー

ト式 

電動・ 

ハンドル 
  

1 

上田第１排水樋

門 
加古川 左 排水路 

野村

979-1 

スライ

ドゲー

ト式 

ラック・ 

ハンドル 
  

2 

上田第２排水樋

門 
加古川 左 排水路 

野村

647-14 

スライ

ドゲー

ト式 

ラック・ 

ハンドル 
  

3 

お茶の山樋管 加古川 右  
河高

873-2 

フラッ

プゲー

ト式 

-－－－

－ 
 

 

河高樋管 加古川 右  河高 

フラッ

プゲー

ト式 

-－－－

－ 
 

 

宮樋管 加古川 右  河高 

フラッ

プゲー

ト式 

-－－－

－ 
 

 

野村樋管 加古川 左  
野村 854

番地先 

フラッ

プゲー

ト式 

-－－－

－ 
 

 

北野排水樋管 加古川 左  北野 
-－－－

－ 

-－－－

－  
 

 

(2) 国土交通省（姫路河川国道事務所）所管 

施 設 名 河川名 岸別 支川名 所在地 形式 開閉装置 備考 番号 

上田第３排水樋

門 
加古川 左 

女夫岩

川 

28.6ｋｍ

＋ 

22.0 

ローラ

ーゲー

ト式 

電・動・ 

ハンドル 
  4 

福田樋門 加古川 右 中条川 

31.0ｋｍ

＋ 

115.0 

ローラ

ーゲー

ト式 

電・発・ 

ハンドル 
  5 

社樋管 加古川 右 排水路 

30.8ｋｍ

＋ 

138.0 

ローラ

ーゲー

ト式 

ラック・ 

ハンドル 
  6 

安取排水樋管 加古川 右 
河原田

川 

30.4ｋｍ

＋ 

2.1 

フラッ

プゲー

ト式 

-－－－

－ 
  7 

安取排水樋門 加古川 右 安取川 

29.8ｋｍ

＋ 

167.5 

ローラ

ーゲー

ト式 

電・発・ 

ハンドル 
  8 
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(3) 県土整備部（加東土木事務所）所管 

施 設 名 河川名 岸別 支川名 所在地 形式 開閉装置 備考 番号 

窪田樋門 千鳥川 左   窪田 

ス ラ イ

ド ゲ ー

ト式 

ラック・ 

ハンドル 

管理 

協定 
9 

穂積第１樋門 千鳥川 右   
河 高 ( 穂

積） 

ス ラ イ

ド ゲ ー

ト式 

ラック・ 

ハンドル 
  

10 

穂積第２樋門 千鳥川 右   
河 高 ( 穂

積） 

ス ラ イ

ド ゲ ー

ト式 

ラック・ 

ハンドル 
  

11 

穂積第３樋門 千鳥川 右   穂積 

ス ラ イ

ド ゲ ー

ト式 

ラック・ 

ハンドル 
  

12 

上田樋門 出水川 右   上田 

ス ラ イ

ド ゲ ー

ト式 

ラック・ 

ハンドル 

管理 

協定 
13 
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３ 情報収集伝達・広報関係 
 

３-１ 災害時の広報文例 

広報にあたっては、以下の事項に留意することとする。 

① 災害発生直後には、情報の空白時間帯をつくらないよう、防災行政無線、ＣＡＴ

Ｖ、広報車、かとう安全安心ネット、ファクシミリ等あらゆる手段を用いて、住民

に正確な情報を早く提供する。 

② 災害発生直後には、広報すべき項目が多いため、状況に応じて情報が具体的にな

るよう心掛けるとともに、必要な事項を取捨選択し何回かに分けてくりかえし情報

を提供する。 

③ 音声による広報は、２回繰り返すことをもって１セットとして使用する。 

 

＜文例一覧＞ 

［文例１］台風接近等による河川水位上昇の警戒広報 

［文例２］ダムの放流による河川水位上昇の警戒広報 

［文例３］大雨による土砂災害への警戒広報 

［文例４－１］地震発生後２時間以内の場合 

［文例４－２］地震発生後２時間～６時間の場合 

［文例４－３］地震発生後６時間以降の場合 

［文例５］火災地区住民への避難指示の伝達 

［文例６］土砂災害警戒区域住民への警戒レベル４避難指示の伝達 

［文例７］浸水危険地区住民への警戒レベル３高齢者等避難、警戒レベル４避難指示の

伝達 

［文例８］原子力災害時の避難指示 

［文例９］災害時市民相談窓口の開設 

［文例１０］安心情報の伝達 

［文例１１］道路状況と交通規制 

［文例１２］公共交通機関の運行状況 

［文例１３］避難所の開設 

［文例１４］救護所の開設状況 

［文例１５］応急給水の供給状況 

［文例１６］水利用にあたっての住民への協力要請 

［文例１７］食糧等の供給 

［文例１８］ごみ・し尿の収集状況 

［文例１９］防犯・防火の広報 

［文例２０］防疫・保健衛生の広報 

［文例２１］学校等の再開 

［文例２２］電気の復旧状況 

［文例２３］水道の復旧状況 

［文例２４］電話の復旧状況 

［文例２５］道路の復旧状況 
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［文例１］台風接近等による河川水位上昇の警戒広報 

 

●こちらは防災加東市役所です。 
・台風第○号は本日○時頃加東市に最接近する見込みです。 
・強い雨や風、河川増水等の危険性があります。 
・強くなる前に早めの飛散物対策をお願いします。 
・避難情報発令の可能性がありますので、不要不急の外出はお控えください。 
・切れた電線などには絶対に近づかず送配電会社へ連絡してください。 
 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 

 
［文例２］ダムの放流による河川水位上昇の警戒広報 

 

●こちらは防災加東市役所です。  
・○○の影響により間もなく大川瀬（鴨川）ダムから放流が始まり、東条川の水位が急に上

昇することが予想されます。 
・避難情報発令の可能性がありますので、不要不急の外出はお控えください。 
 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 

 
［文例３］大雨による土砂災害への警戒広報 

 

●こちらは防災加東市役所です。 
・○○の影響により土砂災害の危険性が非常に高くなっています。 
・避難情報発令の可能性がありますので、不要不急の外出はお控えください。 
・風や雨が強くなる前に早めの飛散物対策をお願いします。 
・切れた電線などには絶対に近づかず送配電会社へ連絡してください。 
 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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［文例４－１］地震発生後２時間以内の場合 

 

●こちらは防災加東市役所です。 
・先ほどの地震は「震度○弱（強）」と発表されました。 
・今後の地震情報、余震に注意してください。 
・避難する場合は、次の事に注意してください。 
・火の元を消してください。ガスの元栓をしめてください。 
・電源ブレーカーをおとしてください。あわてて外に飛び出さないでください。 
・ケガをしないよう、靴等を履いてください。建物等、上部からの落下物に注意してください。

・避難する場合は、行き先がわかるようにしてください。 
・壊れた建物、屋根瓦、ブロック塀から離れて避難してください。 
・切れた電線には、近寄らないでください。 
・助けを求めている人がいたら、近くにいる人達で助けてください。 
・緊急車両が通るため、車の使用を控えてください。 

 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
●こちらは防災加東市役所です。 
・引き続き、余震に気を付けてください。 
・火災予防のため、火の使用は控えてください。 
・助けを求めている人がいたら、近くにいる人達で助けてください。 
・電話での安否確認は、控えてください。 
・安否確認は、災害伝言板、災害伝言ダイヤル等で確認してください。 
・引き続き、ラジオ等から正確な情報を得てください。 
・出どころのわからない情報（デマ）には、注意をしてください。 
・緊急車両が通るため、車の使用を控えてください。 
 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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［文例４－２］地震発生後２時間～６時間の場合 

 

●こちらは防災加東市役所です。引き続き、余震に気を付けてください。 
・皆さんで、近所の人たちの安否確認をしてください。 
・助けを求めている人がいたら、近くにいる人達で助けてください。 
・お年寄りだけの家庭や子供だけの家庭はありませんか。 
・身のまわりが落ち着いたら、声をかけてください。 
・火災予防のため、火の使用は控えてください。ガス栓を締めてください。 
・電気器具のスイッチも切ってください。 

 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
 ●こちらは防災加東市役所です。 
・しばらくの間、控えていただくことがあります。 
・電話の使用は、控えてください。 
・水の使用は、控えてください。 
・電気の使用は、控えてください。 
・不必要な外出は、控えてください。 
・マッチ、ライター、ろうそくの使用は、控えてください。 
・引き続き、ラジオ等から正確な情報を得てください。 
・出どころのわからない情報（デマ）には、注意をしてください。 
 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
●こちらは防災加東市役所です。引き続き、余震に気を付けてください。 
・人命救助・物資輸送のため、緊急交通路、緊急輸送道路では、緊急車両が通りますので、車

の使用を控えてください。 
 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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［文例４－３］地震発生後６時間以降の場合 

 

 ●こちらは防災加東市役所です。 

・○○地区では、○○○○を避難所として開設しております。避難をする人はこの施設を利用

してください。 

・これまでに分かった加東市の被害は、亡くなった方が○○人、重傷の方が○○人です。 

・加東市の家屋の被害状況は、全壊が○○棟、半壊が○○棟です。 

・今回の地震で集中している地域は○○です。 

 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 

 

 ●こちらは防災加東市役所です。 

・現在、市内の電気、ガス、水道はすべて供給を停止しています。 

・また、電話についてもかかりにくくなっています。 

・家族等の安否確認については、災害伝言板、災害伝言ダイヤル等で確認してください。 

・小さいお子さんやお年寄りの方、からだの不自由な方がいましたら、一声かけて安心させて

ください。 

・復旧には数日、かかることが予想されます。 

・今後の詳しい情報は、防災行政無線、防災情報メール、広報車等でお知らせします。 

・引き続き、ラジオ等から正確な情報を得てください。 

・出どころのわからない情報（デマ）には、注意をしてください。 

 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 

 

 ●こちらは防災加東市役所です。 

・現在のところ地震はおさまっていますが、余震があるかもしれません。余震は本震ほど強く

ありませんが、十分に注意をしてください。 

 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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［文例５］火災地区住民への避難指示の伝達 

 

●緊急放送。緊急放送。こちらは防災加東市役所です。 

・○○地区周辺で火災が発生しました。 

・火災は、現在○○方向へ燃え広がっています。 

・避難指示が出されました。○○地域の方は全員○○方面へ避難してください。 

・火災は、現在○○方面へ燃え広がっております。○○地区の方は○○方面へ避難してくだ

さい。 

・なお、現場の警察官や市職員・消防職員・消防団員などの指示に従い、落ち着いて避難し

てください。 
くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
（住民の避難が完了するまで繰り返すこと） 

 
 
［文例６］土砂災害警戒区域住民等への警戒レベル４避難指示の伝達 

 

●警戒レベル４！警戒レベル４！ 

・こちらは防災加東市役所です。 

・土砂災害のおそれが高まったため、○○地区、○○地区の土砂災害警戒区域に警戒レベル４

避難指示を発令しました。 

・○○地区、○○地区の土砂災害警戒区域にいる方は、緊急避難場所や安全な親戚・知人宅等

に今すぐ全員避難してください。 

・なお、市が現在開設している避難所は〇〇、〇〇です。 

 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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［文例７］浸水危険地区住民への警戒レベル３高齢者等避難、警戒レベル４避難指示の伝達 

 

《警戒レベル３高齢者等避難》 

●警戒レベル３！警戒レベル３！ 

・こちらは防災加東市役所です。 

・○○川氾濫のおそれがあるため、○○地区の浸水想定区域に対し、警戒レベル３高齢者等避

難を発令しました。 

・○○地区の浸水想定区域にいる高齢者や障害をお持ちの方など避難に時間のかかる方やその

支援者の方は、緊急避難場所や安全な親戚・知人宅等に速やかに避難してください。 

・ハザードマップを確認し、自宅が安全だと確認できた場合は、自宅で避難しても構いません。

・それ以外の方も、不要不急の外出を控えて、避難の準備を整えるとともに、必要に応じ、自

主的に避難してください。 

・特に、急激に水位が上昇しやすい中小河川沿いにお住まいの方や避難経路が通行止めになる

おそれがある方は、自主的に避難してください。 

・なお、市が現在開設している緊急避難場所は〇〇、〇〇です。 

 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 

 

《警戒レベル４避難指示》 

●警戒レベル４！警戒レベル４！ 

・こちらは防災加東市役所です。 

・○○川氾濫のおそれが高まったため、○○地区、○○地区の浸水想定区域に対し、警戒レベ

ル４避難指示を発令しました。 

・○○地区、○○地区の浸水想定区域にいる方は、緊急避難場所や安全な親戚・知人宅等に今

すぐ全員避難してください。 

・ハザードマップを確認し、自宅が安全だと確認できた場合は、自宅で避難しても構いません。

・なお、市が現在開設している緊急避難場所は〇〇、〇〇です。 

 
くりかえします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 

  
 
［文例８］原子力災害時の避難指示 

 

●緊急放送、緊急放送、こちらは防災加東市役所です。 

・原子力災害による避難指示発令。 

・○○地区に避難指示を発令しました。 

・○○時○○分頃、○○道路○○付近において、核燃料物質を輸送中の車両による事故が発

生しました。 

・今後、この地域では放射能による汚染が予想されますので、○○地区の住民は直ちに○○

又は○○地区以外の屋内へ避難してください。 

・毛布、着替え、食料、水などを持参してください。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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［文例９］災害時市民相談窓口の開設 

 

●こちらは防災加東市役所です。災害時市民相談窓口の開設についてお知らせします。 

・災害時市民相談窓口を、○○○○に設置しました。 

・災害時市民相談窓口では、行方が分からなくなった家族や知人の捜索の受付を行うほか、

災害対策本部が把握している各種の情報提供を行っております。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
 
［文例１０］安心情報の伝達 

 

●こちらは防災加東市役所です。現在把握している安心情報をお知らせします。 

・○○地区では、半壊以上の被害はでておりません。 

・○○（保育所、こども園、小学校、中学校）の園児、児童、生徒は全員無事との報告が入

ってきておりますので安心してください。なお、園児や児童・生徒などは、全員、各学校

で保護しております。 

・○○（保育所、こども園、小学校、中学校）では数人の怪我人が出ておりますが、いずれ

も軽傷ですので安心してください。 

・○○小学校、○○中学校は、学校への延焼火災が心配されておりましたが、現在はそのお

それはなくなりました。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
 
［文例１１］道路状況と交通規制 

 

●こちらは防災加東市役所です。道路交通情報をお知らせします。 

・現在、市内の道路は、全ての車の通行が禁止されております。市民の皆さん、車は使用し

ないでください。 

・現在、市内の○○道路と○○道路はすべて車の通行が禁止されております。 

・現在、市内の道路のうち○○（線、通り）は○○○○のため通行が禁止されております。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
 
［文例１２］公共交通機関の運行状況 

 

●こちらは防災加東市役所です。交通機関の運行状況をお知らせします。 

・現在、鉄道、バス等の交通機関は、地震のためすべて運転を中止しております。 

・各交通機関では、路線等の点検を行っておりますが、運転再開の見通しはたっておりませ

ん。 

・運転の見通しや運行の状況については、テレビやラジオから情報を得てください。 

・現在、○○線の全区間、○○線の○○と○○の間で運転が再開されました。 
くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 

 

 

 
 
 
 
 

［文例１３］避難所の開設 
 

●こちらは防災加東市役所です。避難所の開設についてお知らせします。 

・加東市では、○○小学校､○○中学校､○○公民館を避難所として開設いたしました。被災

された方は最寄りの避難所に避難してください。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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［文例１４］救護所の開設状況 

 

●こちらは防災加東市役所です。救護所の開設状況についてお知らせします。 

・ケガをされた方のため、救護所を○○小学校、○○中学校に開設しております。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
 
［文例１５］応急給水の供給状況 

 

●こちらは防災加東市役所です。応急給水の供給状況についてお知らせします。 

・現在、市内全域（○○地域）は断水しています。 

・市では、○○小学校、○○中学校、○○公民館において○○時より飲み水を配る予定をし

ております。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
 
［文例１６］水使用にあたっての住民への協力要請 

 

●こちらは防災加東市役所です。水の利用の注意事項についてお知らせします。 

・水は大切に使いましょう。無駄な水の使用はやめてください。 

・長い間くみ置いた水は必ず沸かしてから飲んでください。 

・蛇口から濁った水が出た場合は、バケツ等にくみ置き、うわ水を沸かして利用してくださ

い。 

・底にたまった濁り水やくみ替えた水は、掃除や洗濯などの生活用水に使用するなど、水の

有効使用に努めましょう。 

・水洗トイレのタンクの水も、飲み水になります。飲み水を確保するため、トイレの水は流

さないでください。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
 
［文例１７］食糧等の供給 

 

●こちらは防災加東市役所です。食糧等の供給についてお知らせします。 

・○○地域の皆さんには、○○小学校・○○中学校において○○時より食糧（毛布）などを

配る予定をしております。被災された方は取りにお越しください。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 

［文例１８］ごみ・し尿の収集状況 

●こちらは防災加東市役所です。ごみ（し尿）の収集状況についてお知らせします。 

・現在、○○のため、市内全域でごみ（し尿）の収集作業を中止しています。 

・○○地域については、○○ごみ（し尿）は、○○日頃に収集作業が再開される予定です。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 

 
 
 
 
［文例１９］防犯・防火の広報 

 

●こちらは防災加東市役所です。住民の皆さんへ防犯・防火のお願いです。 

・現在、警察・消防ではパトロールを強化し、防犯・防火に努めております。 

・住民の皆さん、家の戸締まりや火の始末を必ず行ってください。 

・夜の外出はなるべくやめましょう。 
くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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［文例２０］防疫・保健衛生の広報 

 

●こちらは防災加東市役所です。住民の皆さんに衛生上の注意事項をお知らせします。 

・飲み水は、安全のため、沸かして飲むようにしてください。 

・食中毒にならないよう、食品は必ず火を通したものを食べるようにしてください。 

・熱が出たり、下痢など身体に異常のある方は、すぐ医師の手当を受けてください。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
 
 
 
［文例２１］学校等の再開 

 

●こちらは防災加東市役所です。保育所、幼稚園、小学校、中学校の授業の再開についてお

知らせします。 

・○○保育所は○○日から、○○こども園は○○日から開園します。 

・○○小学校は○○日から、○○中学校は、○○日から授業を再開します。 
くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 

 
 
 
［文例２２］電気の復旧状況 

 

●こちらは防災加東市役所です。電気の復旧状況についてお知らせします。 

・現在、市内全域が停電しています。 

・○○地域は○○日○○時頃、復旧する見込みです。 

・○○地域を除き、○○日○○時頃には復旧する見込みです。 

・現在、○○地区一帯が停電していますが、○○地区は○○日頃に、○○地区、○○地区に

ついては○○日頃に復旧する見込みです。 
くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 

 
 
 
［文例２３］水道の復旧状況 

 

●こちらは防災加東市役所です。水道の復旧状況についてお知らせします。 

・現在、市内全域（○○地区一帯）が断水していますが、（○○地区を除き）○○日○○時頃

には復旧する見込みです。 

・現在、○○地区一帯が断水していますが、○○地区については○○日頃また、○○地区、

○○地区については○○日頃に復旧する見込みです。 
くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 

 

 
  
 

 
［文例２４］電話の復旧状況 

 

●こちらは防災加東市役所です。電話の復旧状況についてお知らせします。 

・現在、市内全域で電話が不通になっています｡復旧にはあと○○日程度かかる見込みです｡ 

・現在、○○地区一帯で電話が不通になっています。○○地区については○○日頃に、また、

○○地区、○○地区については○○日頃に復旧する見込みです。 
くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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［文例２５］道路の復旧状況 

 

●こちらは防災加東市役所です。道路の復旧状況についてお知らせします。 

・現在、○○通り、○○通り、………………は、道路損壊（がけ崩れ・冠水・橋の流失）の

ため、不通になっております。 

・○○通りについては○○日頃、また○○通りについては、○○日頃には、開通する見込み

です。 

・運転者の皆さんは、交通標識や現場の警察官などの指示に従って、安全運転を心がけてく

ださい。 

くりかえしてお知らせします。…………こちらは防災加東市役所でした。 
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３-２ 関係機関等の連絡先一覧 

 

【市】 

施   設   名 所  在  地  電 話 番 号 

市庁舎 社 50 42-3301 

 

【県】 

機   関   名 所  在  地 電 話 番 号 

兵庫県庁  

神戸市中央区下山手5-10-1 
078-341-7711 

 危機管理部災害対策課      078-362-9988 

兵庫県広域防災センター 三木市志染町御坂1-19 0794-87-2920 

人と防災未来センター 
神戸市中央区脇浜海岸通

1-5-2 
078-262-5050 

兵庫県消防防災航空隊  078-303-1192 

神戸市消防局警防部司令課 

夜間（17:30～翌朝8:45） 神戸市中央区加納町6-5-1 

(ﾍﾘ要請専用）

078-331-0119 

FAX 078-392-2119 

兵庫県災害対策本部事務局  (ﾍﾘ要請）
078-362-9900 

FAX 078-362-9911 

県立加古川医療センター 

*昼間、救急搬送のみ 加古川市神野町神野203 

(ﾍﾘ要請）

079-497-7000㈹ 

FAX 079-438-8800 

兵庫県社総合庁舎 社1075-2 42-5111 

（北播磨県民局） 

総務防災課  42-9308 

加東健康福祉事務所 

 (健康管理関係) 

 (地域保健関係) 

 

 

42-9362 

42-9488 

加東農林振興事務所 

(農政関係) 

 (森林関係) 
 

 

42-9422 

42-9423 
加古川流域土地改良事

務所 
三木市宿原寺ノ前70 0794-82-9843 

加東土木事務所 

(管理関係) 

 (河川砂防関係) 

 (道路整備関係) 

 (道路保全関係)  

 

42-9388 

42-6936 

42-9398 

42-9428 

兵庫県教育委員会播磨東教育事務所 
加古川市加古川町寺家町天

神木97-1（加古川総合庁舎） 
079-421-1101 

兵庫県加東警察署 社1075-2 42-0110 
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【自衛隊】 

機   関   名 所  在  地 電 話 番 号 

陸上自衛隊 青野原駐屯地 

第８高射特科群第３４０高射中隊 
小野市桜台1 0794-66-7301 

陸上自衛隊 第３特科隊第３中隊 姫路市峰南町1-70 079-222-4001 

自衛隊兵庫地方協力本部 
神戸市中央区脇浜海岸通 

1-4-3  神戸防災合同庁舎 
078-261-9777 

 

【消防】 

機   関   名 所  在  地 電 話 番 号 

北はりま消防組合加東消防署 上中778-52 42-0119 

北はりま消防組合加東消防署東条出張所 天神123 47-0119 

 

【消防庁】 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

消防庁 東京都千代田区霞が関2-1-2 03-5253-5111 

 平常時（広域応援室）  03-5253-7527 

 閉庁時間外(危機管理センター)  03-5253-7777 

 

【指定地方行政機関】 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

近畿管区警察局 大阪市中央区谷町2-1-17 06-6944-1234 

近畿総合通信局 大阪市中央区大手前1-5-44 06-6942-8504 

近畿財務局 

神戸財務事務所 
神戸市中央区海岸通29 078-391-6941 

近畿厚生局 大阪市中央区大手前4-1-76 06-6942-2241 

兵庫労働局 

（西脇労働基準監督署） 
西脇市西脇885-30 22-3366 

近畿農政局 

（神戸地域センター） 
神戸市中央区海岸通29 078-331-5924 

近畿中国森林管理局 

 (兵庫森林管理署) 
宍粟市山崎町今宿100-1      050-3160-6170 

近畿経済産業局 大阪市中央区大手前1-5-44 06-6966-6001 

中部近畿産業保安監督部近畿支部 大阪市中央区大手前1-5-44       06-6966-6061 

近畿地方整備局 

（兵庫国道事務所） 

(姫路河川国道事務所） 

（  〃    小野出張所） 

 

神戸市中央区波止場町3-11 
姫路市北条1-250 

小野市阿形町1082-2 

 

078-334-1600 

079-282-8211 

0794-63-2792 

近畿運輸局 

（神戸運輸監理部兵庫陸運部） 
神戸市東灘区魚崎浜町34-2 078-453-1106 

神戸地方気象台 
神戸市中央区脇浜海岸通

1-4-3 
078-222-8907 

近畿地方環境事務所 大阪市中央区大手前1-7-31 06-4792-0700 

近畿地方測量部 大阪市中央区大手前4-1-76 06-6941-4507 
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【指定公共機関】 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

日本放送協会 

（神戸放送局） 
神戸市中央区中山手通2-24-7 078-252-5100 

西日本旅客鉄道株式会社 

（近畿統括本部） 
大阪市淀川区宮原4-3-39 06-6376-6181 

日本通運株式会社 

（西脇事業所） 
西脇市平野町522-5 22-3001 

NTT西日本株式会社 

（兵庫支店） 
神戸市中央区海岸通11 078-393-9440 

NTTﾄﾞｺﾓﾋﾞｼﾞﾈｽ株式会社 東京都千代田区内幸町1-1-6 03-5202-9909 

株式会社NTTﾄﾞｺﾓ関西支社神戸支

店 
神戸市中央区小野柄通4-1-22 078-231-4399 

KDDI株式会社関西総支社 大阪市中央区城見2-2-72 06-7178-9001 

ソフトバンク株式会社 大阪市中央区城見1-2-27 06-6949-5004 

関西電力送配電株式会社 

（姫路本部） 

（社配電営業所） 

 

姫路市十二所前町117 

社1446-1 

 

0800-777-3081 

 

大阪ガスネットワーク株式会社 

（兵庫事業部導管計画チーム） 
神戸市中央区港島中町4-5-3 078-303-7725 

日本郵便株式会社 

（社郵便局） 
社1738-67 42-2200 

西日本高速道路㈱ 関西支社 

（福崎高速道路事務所） 
神崎郡福崎町西田原2023 0790-22-4915 

日本赤十字社 

（兵庫県支部） 
神戸市中央区脇浜海岸通1-4-5 078-241-9889 

日本銀行 

（神戸支店） 
神戸市中央区京町81 078-334-1111 

 

【指定地方公共機関】 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

株式会社サンテレビジョン 神戸市中央区港島中町6-9-1 078-303-3168 

兵庫エフエム放送株式会社 神戸市中央区波止場町5-4 078-322-1004 

株式会社ラジオ関西 神戸市中央区東川崎町1-5-7 078-362-7380 

神姫バス株式会社  

（社営業所） 
社777-21  42-0057 

一般社団法人兵庫県トラック協会 

（北播支部） 

神戸市灘区大石東町2-4-27 

西脇市落方町8-15 

078-882-5556 

27-1056 

一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会 神戸市中央区下山手通6-3-28 078-361-8064 

一般社団法人兵庫県医師会 神戸市中央区磯上通6-1-11 078-231-4114 

兵庫県道路公社 神戸市中央区下山手通4-18-2 078-232-9633 
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【近隣（東播・隣接）市町】 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

小野市 小野市中島町531 0794-63-1000 

西脇市 西脇市下戸田128-1 22-3111 

加西市 加西市北条町横尾1000 0790-42-1110 

三木市 三木市上の丸町10-30 0794-82-2000 

多可町 多可郡多可町中区中村町123 32-2380 

明石市 明石市中崎1-5-1 078-912-1111 

加古川市 加古川市加古川町北在家2000 079-421-2000     

高砂市 高砂市荒井町千鳥1-1-1 079-442-2101     

稲美町 加古郡稲美町国岡1-1 079-492-1212     

播磨町 加古郡播磨町東本荘1-5-30 079-435-0355     

丹波篠山市 丹波篠山市北新町41 079-552-1111 

三田市 三田市三輪2-1-1 079-563-1111 

 

【公共的団体等】 

団 体 名 等 所  在  地 電 話 番 号 

社会福祉法人加東市社会福祉協

議会 
社26       

42-2006 

加東市商工会 社717-1 42-0253 

一般社団法人小野市・加東市医師

会 
小野市中町323-13 

0794-62-5280 

一般社団法人兵庫県歯科医師会 神戸市中央区山本通5-7-18 078-351-4181 

一般社団法人兵庫県薬剤師会 神戸市中央区下山手通6-4-3 078-341-7585 

一般社

団法人

東播開

業獣医

師会 

渡辺動物病院 社1177-2 42-9900 

アリス動物病院 喜田1-8-1 43-0203 

中野動物クリニック 高岡489-1 45-9501 

このみ動物病院 南山3-1-2 21-6182 

 

【応急対策業務協定等団体】 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

みのり農業協同組合 

本店 

社支店 

滝野支店 

東条支店 

加東営農経済センター 

東条営農経済センター 

 

社1777-1 

社1777-1 

上滝野2426 

天神277-1 

貝原287 

天神277-1 

 

42-5141 

42-2016 

48-3141 

47-1155 

40-0050 

47-1191 

株式会社エーコープ近畿 

滝野店 

 

上滝野812 

 

48-2269 

株式会社銀ビルストアー 

ボンマルシェ社店 

社338 42-4391 

イオンリテール株式会社イオン

社店 

社1126-1 40-2300 

マックスバリュ西日本株式会社   
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社店 

東条店 

梶原333-1 

掎鹿谷323 

42-4520 

47-6870 

コーナン商事株式会社 

ホームストック東条店 

 

岩屋197-1 

 

40-8558 

株式会社ジュンテンドー社店 上中333-1 40-2038 

 

【その他関係機関等】 

〔交通機関等〕（指定公共機関、指定地方公共機関を除く） 

(1) タクシー等 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

ファイブスタータクシー株式会

社（小野・加東・三木営業所） 
小野市浄谷町2943 0120-210-956 

公益社団法人兵庫県バス協会 神戸市中央区下山手通4-15-8 078-391-0543 

 

(2) レンタカー 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

株式会社滝野自動車 下滝野4-132 48-2392 

 

(3) 運輸 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

西日本ジェイアールバス株式会社 

 神戸営業所 
神戸市中央区港島4-6-2 078-304-7550 

 

【小学校・中学校・高等学校・大学】 

機  関  名 所  在  地 電 話 番 号 

市立旧社小学校 社1550  

市立旧福田小学校 沢部613-1  

市立旧三草小学校 上三草118  

市立旧米田小学校 上久米1693  

市立旧鴨川小学校 平木1308  

市立滝野東小学校 新町88 48-2037 

市立滝野南小学校 高岡949 48-2162 

兵庫教育大学附属小学校 山国2013-4 40-2216 

市立社学園小・中学校 木梨1134-62 42-0004 

42-0152 

市立滝野中学校 下滝野761 48-2032 

兵庫教育大学附属中学校 山国2007-109 40-2222 

市立東条学園小中学校 天神56 47-0024 

兵庫県立社高等学校 木梨1356-1 42-2055 

国立大学法人兵庫教育大学 下久米942-1 44-2010 
北播磨こども発達支援センター

事務組合わかあゆ園 
下滝野1283-1 48-3074 
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３-３ 気象庁震度階級関連解説表 

                            （平成２１年３月３１日改定） 

 
使用にあたっての留意事項 

（1） 気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による

観測値です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や

被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定されるも

のではありません。 

（2） 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測

値であり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中高層

建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所によっ

て揺れの強さが異なります。 

（3） 震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の1 回

あたりの時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の

状況により被害は異なります。 

（4） この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるもの

を記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあり

ます。また、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではありません。 

（5） この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5 年程度で

定期的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって

実状と合わなくなった場合には変更します。 

（6） この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形

容詞を用いています。 

 

 

    用  語          意         味 

まれに 

わずか 

大半 

ほとんど 

極めて少ない。めったにない。 

数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

半分以上。ほとんどよりは少ない。 

全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある、 

が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、 

量的には多くはないがその数量・程度の概数を表現できかねる場

合に使用。 

 

多くなる  量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」

が使われている場合に使用。 

 
 ※   気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これ

らは「震度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。 
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 ●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 
 

震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地震計

には記録される。 
― ― 

１ 

屋内で静かにしている人の中

には、揺れをわずかに感じる人

がいる。 

― ― 

２ 

屋内で静かにしている人の大

半が、揺れを感じる。眠ってい

る人の中には、目を覚ます人も

いる｡ 

電灯などのつり下げ物が、わず

かに揺れる。 
― 

３ 

屋内にいる人のほとんどが、揺

れを感じる。歩いている人の中

には、揺れを感じる人もいる。

眠っている人の大半が、目を覚

ます。 

棚にある食器類が音を立てる

ことがある。 

電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩いてい

る人のほとんどが、揺れを感じ

る。眠っている人のほとんど

が、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大き

く揺れ､棚にある食器類は音を

立てる。座りの悪い置物が、倒

れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を

運転していて、揺れに気付く人

がいる。 

５弱 

大半の人が、恐怖を覚え、物に

つかまりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激し

く揺れ､棚にある食器類、書棚

の本が落ちることがある。座り

の悪い置物の大半が倒れる。固

定していない家具が移動する

ことがあり不安定なものは倒

れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ち

ることがある。電柱が揺れるの

がわかる。道路に被害が生じる

ことがある｡ 

５強 

大半の人が、物につかまらない

と歩くことが難しいなど、行動

に支障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、

落ちるものが多くなる。テレビ

が台から落ちることがある。固

定していない家具が倒れるこ

とがある。 

窓ガラスが割れて落ちること

がある。ブロック塀が崩れるこ

とがある。据付けが不十分な自

動販売機が倒れることがある。

自動車の運転が困難となり、停

止する車もある。 

６弱 

立っていることが困難になる。 固定していない家具の大半が

移動し、倒れるものもある。ド

アが開かなくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、

落下することがある。 

６強 

立っていることができず､はわ
ないと動くことができない。 
揺れにほんろうされ、動くこと

もできず、飛ばされることもあ

る。 

固定していない家具のほとん

どが移動し、倒れるものが多く

なる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、

落下する建物が多くなる。補強

されていないブロック塀のほ

とんどが崩れる。 

７ 

固定していない家具のほとん

どが移動したり倒れたりし、飛

ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､

落下する建物がさらに多くな

る。補強されているブロック塀

も破損するものがある。 
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  ●木造建物（住宅）の状況 
 

震度 

階級 

木 造 建 物 （ 住 宅 ） 

耐 震 性 が 高 い 耐 震 性 が 低 い 

５弱 － 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられるこ

とがある。 

５強 － 
壁などにひび割れ・亀裂がみられることがあ

る。 

６弱 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあ

る。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることが

ある。 
瓦が落下したり、建物が傾いたりすることが

ある。倒れるものもある。 

６強 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが

多くなる。 
傾くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
まれに傾くことがある。 

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

 

  （注1）木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向

があり、概ね昭和56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和57 年（1982 年）以降には耐震性が高

い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代

が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把

握することができる。 

（注2）この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラス、

金網下地を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥

離し、落下しやすくなる。 

（注3）木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成20 年（2008 年）岩手・

宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 

  

  ●鉄筋コンクリート造建物の状況 

 

震度 

階級 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 建 物 

耐 震 性 が 高 い 耐 震 性 が 低 い 

５強 ― 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が入ることがある。 

６弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が入ることがある。 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。 

６強 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めやＸ

状のひび割れ・亀裂がみられることがある。

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるもの

がある。 

７ 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

がさらに多くなる。1 階あるいは中間階が変形し、

まれに傾くものがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めやＸ

状のひび割れ・亀裂が多くなる。１階あるい

は中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くなる。 

（注1） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和56 年

（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構

造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いとい

うだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握すること

ができる。 

（注2） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみ

られることがある。 
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  ●地盤・斜面等の状況 
 

震度 

階級 
地 盤 の 状 況 斜 面 等 の 状 況 

５弱 
亀裂※1 や液状化※2 が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがある。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体

の崩壊が発生することがある※3。 
７ 

 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの

泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が

傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。

また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

 

 ●ライフライン・インフラ等へ影響 
 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで

遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。さらに揺れが強い場合には、安全のた

め地域ブロック単位でガス供給が止まることがある※。 

断水、停電の発生  震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある。※ 

鉄道の停止、高速道路

の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、

運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全

確認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネ

ット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふ

くそう）が起こることがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れが

あった地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用

伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 

地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全

のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがあ

る。 
  

 ※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止するこ 

とがある。 
 

 ●大規模構造物への影響 
 

長周期地震動※ によ

る超高層ビルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物

に比べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長

周期地震動に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、

固定の弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、

同じ場所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクのスロッ

シング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れ

る現象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすること

がある。 

大規模空間を有する

施設の天井等の破損、

脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体

に大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、

脱落することがある。 

  ※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部

では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。 
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３-４ 被害程度認定基準 

  １ 被害程度認定基準 

 

被害区分 認    定    基    準  

人

的

被

害 

死者  
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認するこ

とができないが死亡したことが確実なものとする。  

行方不明者  当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるものとする。  

重傷者 

軽傷者 

災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののうち、

「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みのものとし「軽傷者」とは、

１月未満で治療できる見込みのものとする。 

住

家

の

被

害 

住家全壊  

（全焼・全

流失）  

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部

が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修

により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には住家の損壊・

焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70％以上に達

した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に

占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のも

のとする。  

住家半壊  

（半焼）  

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住

家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、

具体的には損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、ま

たは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のものとする。  

 

大規模

半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修

を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊

部分がその住家の延床面積の 50％以上 70％未満のもの、または住家の主要

な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の

損害割合が 40％以上 50％未満のものとする。 

中規模

半壊 

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する

部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住す

ることが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 30％

以上 50％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全

体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 30％以上 40％未満のも

のとする。 

半壊 

住家半壊（半焼）のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的に

は、損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上 30％未満のもの、または住

家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ

の住家の損害割合が 20％以上 30％未満のものとする。 

準半壊 

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損

壊部分がその住家の延床面積の 10％以上 20％未満のもの、または住家の主

要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家

の損害割合が 10％以上 20％未満のものとする。 

一部損壊  
準半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものと

する。ただし窓ガラスが２～３枚割られた程度のものは除く。  

床上浸水  
その住家の床より上に浸水したもの及び全壊又は半壊には該当しないが、

土砂、竹木等の堆積のため一時的に居住することができないものとする。  

床下浸水  床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。  

住家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかど

うかを問わない。 

非住家  住家以外の建築物をいうものとする。なお、官公署、学校、病院、公民館、
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神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住

している場合には、当該部分は住家とする。  

 

なお、人的被害及び住家被害を除くその他被害に関して、消防組織法（昭和 22年法律第 226 号）

第 40 条の規定に基づき消防庁長官が求める報告を行うときには、災害法報告取扱要領（昭和 45

年 4月 10 日消防防第 246 号消防庁長官）記載の言葉の定義に基づき、災害報告することとする。 
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  ２ 浸水等による住宅被害の認定 

 
      

府 政 防 第 ８４２ 号 

平成 16 年 10 月 28 日 

 

 各都道府県知事   殿  

  

 財団法人都道府県会館   理事長   殿  

  

内閣府政策統括官（防災担当）  

 浸水等による住宅被害の認定について  

    標記については、新潟・福井豪雨災害以来続いている一連の 

   豪雨、台風等の災害による家屋の浸水被害の状況等を踏まえ、 

    住宅被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用 

    を図ることにより、被災者生活再建支援法の積極的活用を図る 

観点から、下記のとおり示すこととした。  

    各都道府県におかれては、被災住宅の被害認定にあたってこ 

    れを積極的に活用し、被災者の支援に万全を期されたい。なお、 

    貴管内の市町村に周知方取り計らわれたい。  

 記  

１．これらの住宅の被害の認定にあたっては、被害の状況に応 

じ適切に認定を行うことが必要である。特に、床上浸水等の 

被害に係る住宅の被害認定にあたっては、以下の点に留意し、 



 69

 

 

「床上浸水」等の被害の状況に応じ、被災者生活再建支援法 

を積極的に活用されたい。  

（１）床材、壁材、断熱材などの建材は、一度浸水すると、本 

来の機能を損失し、又は通常求められる住居の快適性を著し 

く阻害する場合がある。このため、被害認定にあたっては、 

以下の点について留意が必要である。具体的には、各建材に 

ついて、以下のとおり取り扱い願いたい。  

①  浸水により、畳が吸水し膨張した場合には、「床」の損傷 

として取り扱うものであること。  

②  浸水により、合成樹脂系床材が汚損や剥離した場合には、 

「床」の損傷として取り扱うものであること。  

③  浸水により、床の下地材等が吸水・膨張等した場合には、 

「床」の損傷として取り扱うものであること。  

④  浸水により、階段の床等が汚損や浮きが生じた場合には、 

「床」の損傷として取り扱うものであること。  

⑤  浸水により、フローリング材の眉間剥離・浮き上がり等し 

  た場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

⑥  浸水の水位が低位であった場合でも、壁内部のパネルや断 

 熱材の吸水により、壁の全面が膨張している場合には、「内 

壁」全面の損傷として取り扱うものであること。  

⑦  浸水により、外壁のモルタルやタイル等の仕上げ壁の汚損 

や剥離等した場合には、「外壁」の損傷として取り扱うも 

のであること。  

⑧  浸水により、塗土が剥落した場合には、「外壁」・「内壁」 
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の損傷として取り扱うものであること。  

⑨  浸水により、クロスの剥離・表面劣化・剥離した場合には、 

「内壁」・「天井」の損傷として取り扱うものであること。 

⑩  浸水により、屋根断熱材・屋根防水材の機能を損失した場 

合には、「屋根」の損傷として取り扱うものであること。 

（２）また、住宅の家具と浴槽、便器、洗面所、台所の流し台 

などの水廻りの衛生設備等についても、住宅の構成要素であ 

ることから、被害認定にあたっては、その損害を評価するこ 

と。特に、これら水廻りの衛生設備等については、一度浸水 

すると、使用できない場合があることから、これら水廻りの 

衛生設備等が、一見したところ損傷していない場合において 

も、実際に使用可能な状態にあるかどうかについて、被害認 

定にあたり、確認する必要がある点に留意願いたい。具体的 

には、建具、設備等について、以下のとおり取り扱い願いた 

い。  

①  浸水により、襖・障子・ドアが変形し、開閉が困難となっ 

た場合には、「建具」の損傷として取り扱うものであるこ 

と。  

②  浸水により、ドア等の面材が膨張剥離した場合には、「建 

具」の損傷として取り扱うものであること。  

③  台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水に 

より、衛生設備としての機能を損失する場合があり、その 

場合、「設備」の損傷として取り扱うものであること。  
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（３）浸水被害をもたらす台風災害においては、浸水被害ばか 

りではなく強風による被害を伴う場合が多い。浸水被害を認 

定する場合には、強風による被害についても併せて認定する 

よう留意願いたい。具体的には、屋根、天井について、以下 

のとおり取り扱い願いたい。  

○強風により、屋根が損壊して浸水し、天井板等が吸水・膨 

張等した場合には、「屋根」・「天井」の損傷として取り扱 

うものであること。  

（４）浸水被害をもたらす台風災害においては、堤防の決壊に 

よる水圧や土砂崩れになる土石や泥流の流入によって、住宅 

に物理的な損傷が生じる事例も多い。特に、柱や基礎は、住 

宅の構造耐力上の重要な構成部位であることから、こうした 

損傷についても、浸水による被害と併せて認定するよう、特 

に留意願いたい。具体的には、柱、基礎の損傷について、以 

下のとおり取り扱い願いたい。  

①  泥流により、柱が損傷を受け変形等した場合等には、「柱」 

の損傷として取り扱うものであること。  

②  泥流により、基礎が流出・ひび割れ等した場合には、「基 

礎」の損傷として取り扱うものであること。 

２． １． に示した点に留意しつつ、適切な被害認定を行うこと 

により、浸水により畳が浸水し、壁の全面が膨張しており、さ 

らに、浴槽などの水廻りの衛生設備等についても機能を損失し 
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ている場合等には、一般的に「大規模半壊」又は「全壊」に該 

当することになるものと考えられる。  

  また、施行令第２条第１号に基づき、「半壊」であっても、 

やむを得ず住宅を解体する場合には、「全壊」と同様に取り扱 

うこととなるが、浸水等の被害により、流入した土砂の除去や 

耐え難い悪臭のためやむを得ず住宅を解体する場合には、「や 

むを得ず解体」するものとして、「全壊」と同様に取り扱うも 

のとする。  
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３-５ 調査事項・報告先一覧 

 

調査事項 調査担当 報告先 

災害即報 
市（各部）→市（本部事

務局） 

市（本部事務局）→県地方本部事務

局・県本部事務局（県災害対策課） 

市有財産 市（各部） 市（本部事務局） 

人的被害 
行方不明者 市（各部） 市（本部事務局） 

→県地方本部事務局（県民局防災担

当） 
死者・負傷者 市（各部） 

住家被害 市（総務対策部） 

火災による被害 消防本部 

避難所開設状況 市（生活対策部） 県地方本部事務局（県民局防災担当） 

廃棄物処理施設（し尿処理施

設含む）の被害 
市（環境対策部） 

県民局環境担当 

社会福祉施設等の被害 市（生活対策部） 県民局県民担当 

火葬施設の被害 市（環境対策部） 加東健康福祉事務所 

水道施設の被害・復旧状況 市（上下水道対策部） 加東健康福祉事務所 

農林畜産被害 市（農林対策部） 加東農林振興事務所 

農地・農業用施設被害 市（農林対策部） 土地改良事務所等 

治山・林道施設被害 市（農林対策部） 加東農林振興事務所 

都市公園被害（市管理） 市（建設対策部） 加東土木事務所 

市街地の被害 市（建設対策部） 県都市計画課 

公共土木施設等 
市管理 市（建設対策部） 加東土木事務所 

直轄 国道事務所 市（建設対策部） 

道路の不通状況 
市道 市（建設対策部） 加東土木事務所 

その他 各道路管理者 市（建設対策部） 

水防関係の情報 

市（建設対策部） 
加東土木事務所・土地改良事務所・

兵庫県東播土地改良区 

河川管理施設ダム・利水

ダム 

市（建設対策部） 

教育関係の情報 市（教育対策部） 播磨東教育事務所 

ボランティア活動状況 市社会福祉協議会 県社会福祉協議会 

危険物施設等

被害状況 

重大事案 消防本部 県本部事務局（県災害対策課） 

その他 消防本部 県地方本部事務局（県民局防災担当） 

医療施設・感染症施設被害 各医療機関 
加東健康福祉事務所、市（生活対策

部） 

鉄道の不通状況 ＪＲ西日本 市（建設対策部） 

ライフライン被害・復旧状況 
ＮＴＴ西日本、関西電力

送配電 

市（本部事務局） 

商工業被害 
商工会議所、各事業所・

関係団体 

市（総務対策部） 

高圧ガス・火薬類被害 各事業者 市（本部事務局） 

市街地整備事業被害 施工者 市（建設対策部）→県市街地整備課 

災害全般 警察署 市（本部事務局） 
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３-６ 県への要請事項・報告先一覧 

 

要請事項 要請元 要請先 

自衛隊派遣・各種支援要請 市（本部事務局） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

隣接市町での避難所の開設 市（本部事務局） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

陸上鉄道輸送の要請 市（本部事務局） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

航空輸送の要請 市（本部事務局） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

陸上自動車輸送のあっせん 市（本部事務局） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

専門家の派遣 市（本部事務局） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 
警察官の協力要請 市（本部事務局） 警察署 

災害救援専門ボランティアの派遣 市（本部事務局） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

放送要請 市（総務対策部） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

緊急警報放送要請 市（総務対策部） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

報道要請 市（総務対策部） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 
非常災害用木材の調達・あっせん 市（建設対策部） 加東農林振興事務所 
建設資機材等のあっせん 市（建設対策部） 県本部事務局（県災害対策課） 
救助用建設資機材 市（建設対策部） 県本部事務局（県災害対策課） 
応急危険度判定士の派遣 市（建設対策部） 土木事務所建築指導課 
被災宅地危険度判定士の派遣 市（建設対策部） 県民局まちづくり担当 
応急仮設住宅の建設支援 県（住宅班） 県民局まちづくり担当 
公営住宅の一時入居 県（住宅班） 県民局まちづくり担当 

物資のあっせん 市（総務対策部） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

物資のあっせん（福祉関係機器） 市（生活対策部） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 

食料の調達・あっせん 市（総務対策部） 
県地方本部事務局（県民局防

災担当） 
生活必需物資の流通確保 市（総務対策部） 県民局産業労働担当 
大規模店舗等の早期営業要請 市（総務対策部） 県民局産業労働担当 
飲料水の供給、給水車の派遣、水道復旧工事

に関する人材派遣 
市（上下水道対策

部） 
ブロック代表市長 
→県水道課 

がれき処理対策、ごみ処理対策、し尿処理対

策 
市（環境対策部） 県民局環境担当 

感染症対策薬剤等の提供 市（保健対策部） 加東健康福祉事務所 
遺体処置・埋葬等（広域火葬、ドライアイス・

棺等の確保、あっせん、遺体の搬送） 
市（環境対策部） 加東健康福祉事務所 

風呂対策支援 市（生活対策部） 加東健康福祉事務所 

愛玩動物の保護・収容 市（環境対策部） 
加東健康福祉事務所・動物愛

護センター 
保健師・栄養士等保健関係者の派遣 市（保健対策部） 加東健康福祉事務所 
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要請事項 要請元 要請先 
医療関係者の派遣 市（保健対策部） 県地域医療情報センター 

患者受入医療機関のあっせん 
各医療機関 
市（保健対策部） 

県地域医療情報センター 

血液の安定供給 
市（保健対策部） 県薬務課 
各医療機関 赤十字血液センター 

消防・救急応援 消防本部 県本部事務局（県災害対策課） 

ヘリの出動 
市 （ 本 部 事 務

局）・消防本部 

市（本部事務局） 
→県地方本部事務局（県民局

防災担当） 

ヘリによる患者搬送 各医療機関 
消防本部→県本部事務局（県

災害対策課） 
ライフラインの優先復旧（医療機関関係） 各医療機関 県地域医療情報センター 
医薬品の供給 各医療機関 市（救護厚生部）→県薬務課 
入院患者に対する食事の提供 各医療機関 県地域医療情報センター 
医療用水の確保 各医療機関 県地域医療情報センター 

 
３-７ 地震観測点 

 

観測点名称 
      位  置 

設 置 者 備  考 
東 経 北 緯 

加東市社 134°58′26″    34°55′06″ 気象庁 
市庁舎及び加東

市社公民館 

加東市河高 134°56′16″    34°55′41″ 県 
加東市滝野総合

運動公園 

加東市天神 135°03′56″    34°54′24″ 県 
加東消防署東条

出張署 
  
３-８ 雨の強さと降り方（気象庁 平成２９年９月現在）  

 
１時間雨量 

 （ミリ） 

１０以上 

  ２０未満 

２０以上 

  ３０未満 

３０以上 

  ５０未満 

５０以上 

  ８０未満 
８０以上 

予報用語 やや強い雨 強い雨 激しい雨  非常に激しい雨 猛烈な雨 

人の受けるイメー

ジ 

ザーザーと降

る 

どしゃ降り バケツをひっく

り返したように

降る 

滝のように降る

（ゴーゴーと降

り続く） 

息苦しくなるよ

うな圧迫感があ

る。恐怖を感ずる 

人への影響 
地面からの跳

ね返りで足元

がぬれる 

傘をさしていてもぬれる 傘は全く役に立たなくなる 

屋 内 

(木造住宅を想定） 

雨の音で話し

声が良く聞き

取れない 

 

寝ている人の半数くらいが雨に気がつく 

 

屋外の様子 
 

地面一面に水たまりができる 

 

 

 

道路が川のよう

になる 

 

水しぶきであたり一面が白っぽくな

り、視界が悪くなる 

 

車に乗っていて 

 ワイパーを速

くしても見づ

らい 

高速走行時、車

輪と路面の間に

水膜が生じブレ

ーキが効かなく

なる（ハイドロ

プレーニング現

象） 

車の運転は危険 
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 (注 1) 大雨によって災害が起こるおそれのあるときは、大雨注意報や洪水注意報を、重大な災害が起こるおそ

れのあるときは、大雨警報や洪水警報を、さらに重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときは、大雨特別

警報を発表して注意や警戒を呼びかけます。なお、注意報や警報の基準は地域によって異なります。  

 (注 2) 数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測・解析したときには、記録的短時間大雨情報

を発表します。この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水害の発

生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味しています。なお、情報の基準は地域によって異なりま

す。  

３-９ 風の強さと吹き方（気象庁 平成２９年９月現在） 

 

風の 

強さ 

（予報 

用語） 

平均 

風速 

（m/s） 

おおよ

その 

時速 

速

さ

の 

目

安 

人への影響 
屋外・樹木の 

様子 
走行中の車 建造物 

おおよ

その瞬

間風速

（m/s） 

やや強 

い風 

10 以上 

15 未満 
～50km 

一

般 

道

路 

の

自 

動

車 

風に向かっ 

て歩きにく 

くなる。傘 

がさせない。 

樹木全体が 

揺れる。電 

線が揺れ始 

める。 

道路の吹流 

しの角度が 

水平になり、 

高速運転中 

では横風に 

流される感 

覚を受ける。 

樋（とい）が揺れ 

始める。 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

50 

 

 

 

60 

強い風 
15 以上 

20 未満 
～70km 

風に向かっ 

て歩けなく 

なり、転倒 

する人も出 

る。高所で 

の作業はき 

わめて危険。 

電線が鳴り 

始める。看 

板やトタン 

板が外れ始 

める。 

高速運転中 

では、横風 

に流される 

感覚が大き 

くなる。 

屋根瓦・屋根葺材 

がはがれるものが 

ある。雨戸やシャ 

ッターが揺れる。 

高

速 

道

路 

の

自 

動

車 

非常に 

強い風 

20 以上 

25 未満 
～90km 何かにつか 

まっていな 

いと立って 

いられない。

飛来物によ 

って負傷す 

るおそれが 

ある。 

細い木の幹 

が折れたり、

根の張って 

いない木が 

倒れ始める。

看板が落下 

・飛散する。

道路標識が 

傾く。 

通常の速度 

で運転する 

のが困難に 

なる。 

屋根瓦・屋根葺材 

が飛散するものが 

ある。固定されて 

いないプレハブ小 

屋が移動、転倒す 

る。ビニールハウ 

スのフィルム（被 

覆材）が広範囲に 

破れる。 

25 以上 

30 未満 

 

 

 

 

～110km 

 

 

 

 

特

急 

電

車 

屋外での行 

動は極めて 

危険。 

走行中のト 

ラックが横 

転する。 

固定の不十分な金 

属屋根の葺材がめ 

くれる。養生の不 

十分な仮設足場が 

崩落する。 

猛烈な 

風 

30 以上 

35 未満 
～125km 

35 以上 

40 未満 
～140km 

多くの樹木 

が倒れる。 

電柱や街灯 

で倒れるも 

のがある。 

ブロック壁 

で倒壊する 

ものがある。 

外装材が広範囲に 

わたって飛散し、 

下地材が露出する 

ものがある。 

40 以上 140km～ 

住家で倒壊するも 

のがある。鉄骨構 

造物で変形するも 

のがある。 

 

 (注 1) 強風によって災害が起こるおそれのあるときは、強風注意報を、暴風によって重大な災害が発生するお

それのあるときは、暴風警報を、さらに重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときは、暴風特別警報

を発表して警戒や注意を呼びかけます。 なお、注意報、警報の基準は地域によって異なります。   
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(注 2) 平均風速は、10 分間の平均、瞬間風速は 3 秒間の平均です。風の吹き方は、絶えず強弱の変動があり、

瞬間風速は平均風速の 1.5 倍程度になることが多いですが、大気の状態が不安定な場合等は 3 倍以上にな

ることがあります。 

(注 3） この表を使用される際は、以下の点にご注意下さい。  

 １ 風速は地形や周りの建物などに影響されますので、その場所での風速は近くにある観測所の値と大きく異

なることがあります。  

 ２ 風速が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や風の吹き方によって被害が異なる場合がありま

す。この表では、ある風速が観測された際に、通常発生する現象や被害を記述していますので、これより大

きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。  

 ３ 人や物への影響は、日本風工学会の「瞬間風速と人や街の様子との関係」を参考に作成しています。今後、

表現など実状と合わなくなった場合には内容を変更することがあります。 
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４ 応援協定関係 
 

４-１ 主な協定一覧 

【市】 

協 定 名 
締結

年月 
協 定 先 内容 

兵庫県及び市町相互間の災

害時応援協定 
H18.11 兵庫県・県内市町 物資･施設･職員派遣･被災者受入

れ。 

担当：北播磨県民局 総務防災課 

TEL 42-5111 

担当：兵庫県災害対策課 

TEL 078-341-7711 

義士親善友好都市間におけ

る災害応急対策活動の相互

応援に関する協定 

H25.4 砂川市・一関市・笠間市・桜川市・

大田原市・藤岡市・千代田区・港

区・新宿区・墨田区・新発田市・

諏訪市・西尾市・大津市・野洲市・

相生市・豊岡市・赤穂市・加西市・

丹波篠山市・三次市・山鹿市 

応急対策活動や物資供給等全般。 

連絡担当部局：赤穂市 市長公室

危機管理担当 

TEL 0791-43-6866 

東播磨及び北播磨地域災害

時における広域相互応援協

定 

H18.11 明石市・加古川市・高砂市・稲美

町・播磨町・三木市・小野市・加

西市・西脇市・多可町 

物資･施設･職員派遣。 

連絡調整：北播磨ブロック代表 

兵庫県水道災害相互応援に

関する協定 
H22.4 兵庫県・県内市町・各水道企業団

等 
応急給水、応急復旧、資機材･車

両の拠出、工事業者の斡旋。 

東播磨ブロック代表：加古川市 

TEL 079-427-3622 

事務局：兵庫県企業庁水道課 

TEL 078-362-3684 

兵庫県災害廃棄物処理の相

互応援に関する協定 
H17.9 兵庫県・県内市町及び関係一部事

務組合 
資機材等の提供、職員派遣、焼却･

破砕中間処理の実施、処理業者の

斡旋。 

調整部局：兵庫県環境整備課 

TEL 078-341-7711 

北播磨ブロック幹事：三木市 

TEL 0794-82-2000 

兵庫県自治体病院開設者協

議会災害初動時相互応援協

力に関する協定 

H8.1 兵庫県・自治体病院開設市町等（兵

庫県自治体病院開設者協議会に属

する病院所在市町及び組合） 

医療救護チームの派遣、患者受入

れ、医師等人員の応援、医薬品の

提供。 

総合調整担当病院：神戸市 

TEL 078-322-6456 

兵庫県ケーブルテレビ広域

連携協議会会員相互間の災

害時応援協定 

H20.3 姫路市・朝来市・養父市・洲本市・

南あわじ市・神河町・多可町・新

温泉町・㈱明石ケーブルテレビ・

（公財）京阪神ケーブルビジョ

ン・㈱ジェイコムウェスト・

BAN-BANネットワークス㈱・㈱ベ

イ・コミュニケーションズ・姫路

ケーブルテレビ㈱ 

資機材等の提供、職員派遣、ボラ

ンティア等の募集の放送。 

連絡先：締結している会員 

災害時等の応援に関する申

し合わせ 
H24.7 国土交通省近畿地方整備局 情報の収集･提供。職員、専門家

派遣。保有車両等の貸し付け。 

連絡先：姫路河川国道事務所 

TEL 079-282-8211 

播磨広域防災連携協定 H26.4 姫路市・相生市・加古川市・小野

市・赤穂市・西脇市・三木市・高

砂市・加西市・宍粟市・たつの市・

明石市・多可町・稲美町・播磨町・

市川町・福崎町・神河町・太子町・

上郡町・佐用町 

物資･資機材の提供、職員派遣。 

連絡担当部局：姫路市 

TEL 079-223-9601 

災害時相互応援協定 H29.7 宇治田原町 食料、飲料水等の供給及び資機材
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の提供、職員派遣、被災者受入れ、

ボランティアの斡旋。 

TEL 0774-88-2250 

 

【関係団体等】 

 

加東市災害ボランティアセ

ンターの設置及び運営に関

する協定 

H30.11 (福)加東市社会福祉協議会 災害ボランティアセンターの設

置及び運営。 

TEL 42-2006 

緊急時における生活物資確

保に関する協定 
H19.1 ①㈱銀ビルストアー ボンマルシ

ェ社店、②イオンリテール㈱西日

本近畿カンパニー、③マックスバ

リュ西日本㈱、④コーナン商事㈱

ホームストック東条店、⑤㈱エー

コープ近畿、⑥㈱ジュンテンドー、

⑦みのり農業協同組合 

食料、飲料水や生活物資等全般に

わたる確保･供給。 

TEL・担当 

① 42-4391 

② 06-6457-6111・総務グループ 

   40-2300・店長･人事総務課長 

③ 082-535-8500・総務部 

  42-4520（社店） 

  46-2000（東条店） 

④ 40-8558 

⑤ 072-676-3300・本社 

48-2269（滝野店） 

⑥ 40-2038（社店） 

⑦ 42-5141 

災害時における応急対策業

務に関する協定 
H31.4 ①㈱大功組、②㈱横山建設工業、

③壷井造園、④㈱藤原組 
 

緊急水防作業、交通確保に係る土

砂撤去、人命救助等の緊急作業の

実施。 

TEL・担当 

① 48-2038 

② 42-3854 

③ 42-2580 

④ 42-0668 

⑤ 42-2575 

⑥ 42-0831 

⑦ 46-1100 

⑧ 42-0558 

⑨ 38-7730 

⑩ 44-0111 

⑪ 42-2400 

R2.4 ⑤㈲木田建設、⑥藤本重工、⑦ク

ニヨリ建設、⑧㈱岸本組、⑨㈱ア

クトファースト、⑩ヨリフジ建設

㈱ 

R2.6 ⑪㈱基泰組 
災害時等における相互協力

に関する協定 
H24.8 西日本高速道路㈱関西支社福崎高

速道路事務所 
応急対策及び復旧業務の実施に

関する資機材等の提供、敷地等の

利用。 

TEL 0790-22-4903 

災害時等における福祉避難

所の設置運営に関する協定 
H25.10 ①（福）すみれ福祉会、②（福）

健睦会、③（医）春日野会、④㈱

リブネット 

福祉避難所の設置･運営。 

TEL・事業所 

① 43-0222・社すみれ園 

② 48-1726・フロイデ滝野 

③ 48-2666・サンスマイル北野 

④ 45-9070・緑陽館 

⑤ 38-7062・ふく福 

⑥ 42-7777・こみなみ、うれし野 

⑦ 42-1083・ハートフル・デイサ

ービス小島 

⑧ 44-3585・四つ葉さがし 

⑨ 40-2777・みくさ介護ステー 

      ション 

⑩ 47-5016・大樹 

⑪  47-6510・愛の家グル

H25.11 ⑤㈱ふくわ、⑥㈱こみなみ、⑦㈱

ハートフルライフサポート小島、

⑧㈱心のんびりライフ、⑨デイア

イネットワーク㈱、⑩（同）大樹、

⑪メディカル・ケア・サービス関

西（株）、⑫（福）日の出福祉会、

⑬（福）成蹊会 

H28.10 ⑭（福）でんでん虫の会 
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R2.3 ⑮（福）加東市社会福祉協議会 ープホ 

ーム東条 

⑫ 46-2111・伽の里、しんじょ 

⑬ 48-4727・桃李園 

⑭ 46-0873・でんでん虫の家 

⑮ 42-2006・市社会福祉協議会 

災害時における災害救助犬

およびセラピードッグの出

動に関する協定 

H25.3 NPO法人日本レスキュー協会 災害救助犬、セラピードッグの出

動。 

TEL 072-770-4900 

播磨連携広域協議会と日本

郵便株式会社との連携・協力

に関する協定 

H25.5 日本郵便㈱近畿支社 災害時における相互協力に関す

ること。道路損傷等による 

連絡責任者：滝野河高局 

TEL 48-3388 

災害時における物資提供等

の協力に関する協定 
H28.6 王子コンテナー㈱兵庫工場 ダンボールベッドの供給。 

TEL 48-0770 

大規模災害時における被災

者支援協力に関する協定 
H28.10 兵庫県行政書士会 行政書士及びその会員による行

政士業務の協力。 

TEL 078-371-6361 

災害時における支援協力に

関する協定 
H30.6 (一社)兵庫県LPガス協会東播支部 ＬＰガス及び燃焼機器等の供給。 

連絡責任者：東播支部長 

加東市と兵庫県信用組合と

の包括連携協定に関する協

定 

H30.4 兵庫県信用組合 安全・安心のまちづくりに関する

こと。 

TEL 078-391-6322 

加東市と株式会社みなと銀

行との包括連携に関する協

定 

H30.11 ㈱みなと銀行 安全・安心のまちづくりに関する

こと。 

TEL 078-333-3235 

加東市とあいおいニッセイ

同和損害保険株式会社との

地域創生に関する連携協定 

H30.12 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 防災・災害対策に関すること。 

担当部署：神戸支店 西脇支社 

TEL 22-7911 

加東市と大塚製薬株式会社

との連携と協力に関する協

定 

H31.4 大塚製薬㈱ 医薬品、経口補水液、栄養補給食

品等の物資提供、被災時でも使用

可能な自販機の設置。 

担当部署：大阪支店（防災） 

TEL 06-6441-6532 

災害に係る情報発信等に関

する協定 
R2.5 ヤフー㈱ 災害に備え、市民に対して必要な

情報を提供、かつ市の行政機能の

低下を軽減。 

TEL 03-6898-6763 

災害時等における宿泊施設

の提供等に関する協定 
R2.6 公友不動産㈱ 

（ホテルグリーンプラザ東条湖） 
大規模災害時における高齢者等

配慮が必要な方の長期避難所。 

TEL 47-1355 

  44-1300・宿泊課フロント 

災害時における地図製品等

の供給等に関する協定 
R2.6 ㈱ゼンリン関西支社 地図製品等の提供。 

住宅地図５冊、大判広域地図５部 

TEL 078-252-3299 

災害時における物資等の緊

急輸送等に関する協定 
R2.6 （一社）兵庫県トラック協会 避難所等へ物資や資機材の輸送。 

連絡先：北播支部 

TEL 27-1056 

災害時における物資等の輸

送に関する協定 
R2.7 赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合 避難所等へ物資等の輸送。 

TEL 078-975-3200 

災害時における物資輸送等

に関する協定 
R2.7 ヤマト運輸㈱姫路主管支店 防災備蓄品や物資の避難所等へ

の配送、物資拠点施設の運営補助

や荷役作業。 

TEL 078-253-6802 

災害時等における毛布及び

タオルの供給に関する協定 
R2.7 足立織物㈱ 避難所等へ毛布及びタオルの供

給。 

TEL 32-0437 

災害時における災害用トイ

レ等の供給に関する協定 
R2.8 ㈱ケンユー 簡易トイレ等の供給。 

TEL 084-954-2600 
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災害時における機能復旧業

務応援に関する協定 
R2.8 兵庫県電気工事工業組合社支部 市有施設の電気設備に異常が発

生した場合における機能復旧業

務。 

TEL 48-4903 

災害時における無人航空機

の運用に関する協定 
R2.8 ①（一社）地域再生・防災ドロー

ン利活用推進協会、②（株）サク

シード、③（一社）ドローン撮影

クリエイターズ協会 

災害情報の収集。 

TEL・担当 

① 06-6809-7031 

② 079-556-7770 

③ 075-606-6865 

災害時における避難所の運

営支援に関する協定 
R2.9 （公社）加東市シルバー人材セン

ター 
避難所施設内での物資仕分け供

給等の運営補助。 

TEL 43-9110 

災害時におけるボランティ

ア支援に関する協定 
R2.9 加東ライオンズクラブ 災害ボランティアの支援。 

TEL 42-1440 

緊急避難場所としての施設

等の指定及び利用に関する

協定 

R2.9 スリーボンドファインケミカル㈱ 緊急避難場所として敷地及び施

設の提供。 

連絡先：加東工場 

TEL 47-5588 

災害時における電気自動車

等の支援に関する協定 
R2.12 ①兵庫三菱自動車販売㈱、②三菱

自動車工業㈱ 
電気自動車の貸与 

① 078-976-6666 

② 03-3456-1111 

緊急時における物資等の供

給支援に関する協定 
R3.1 アイリスオーヤマ㈱ 食料、飲料水や生活物資等全般に

わたる確保・供給 

TEL 078-334-4849 

災害時避難所における間仕

切り等の供給に関する協定 
R3.1 太陽工業㈱ 間仕切り等の供給 

TEL 06-6306-3033 

緊急避難場所及び避難所の

指定に関する協定 
R3.2 ㈱マルヤナギ小倉屋 緊急避難場所及び避難所として

敷地及び施設の提供 

連絡先：大門工場 

TEL 42-7621 

災害時における支援物資の

輸送等に関する協定 
R3.11 佐川急便㈱ 避難所等への支援物資の輸送、物

資拠点施設における荷役作業。 

TEL 03-3699-3340 

災害時における物資優先支

援に関する協定 
R4.7 兵庫県石油商業組合加東支部 ガソリン、軽油、灯油、重油の供

給 

災害時における連携協力に

関する協定 
R5.7 兵庫県弁護士会 弁護士及びその会員による弁護

士業務の協力。 

TEL 078-341-7061 

災害時における物資供給に

関する協定 
R5.8 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センタ

ー 
作業関係・日用品等の物資供給 

TEL 025-371-4185 

災害時における宿泊施設利

用に係る協定 
R5.12 ルートインジャパン㈱ 

（ホテルルートイン加東） 
災害時における避難・生活に配慮

が必要な方の避難場所。 

TEL 0795-40-2101 

災害時における被災者相談

業務の実施に関する協定 
R6.2 兵庫県司法書士会 司法書士による被災者支援のた

めの相談業務 

災害時における車両の貸渡

に関する協定 
R7.12 一般社団法人兵庫県レンタカー協

会 
災害時の公用車不足解消のため

の車両の優先貸渡 
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５ 消防関係 
 

５-１ 消防の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副団長 

副団長 

第 1 小隊 

第 2 小隊 

第 3 小隊 

第 4 小隊 

第 5 小隊 

第 6 小隊 

第 7 小隊 

第 8 小隊 

第 9 小隊 

第 10 小隊 

第 11 小隊 

第 12 小隊 

8 分団 

9 分団 

5 分団 

7 分団 

3 分団 

平木特設分団 

5 分団 

6 分団 

7 分団 

6 分団 

6 分団 

7 分団 

副団長 

消防団長 

6 分団 

市役所分団 

加東市長 

女性分団 
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５-２ 消防機関の現有設備 

 
種  類 加東消防署 消防団 

小型動力ポンプ 2 2 

小型動力ポンプ付積載車  72 

消防ポンプ自動車 1 6 

水槽付消防ポンプ自動車 2  

化学消防ポンプ自動車 1  

はしご付消防ポンプ自動車 1  

指揮車 1 1 

災害支援車 1  

高規格救急自動車 3  

司令車 1  

連絡車 1  

査察車 1  

資機材搬送車 1  

ボートトレーラー 1  

ボート（エンジン搭載） 2  

簡易デジタル無線 0 172 

移動局無線装置 16  

携帯型移動局無線装置 16  

400MHz 無線電話装置 22  

救助用資機材（一式） 1  
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６ 医療関係 
 

６-１ 医療施設一覧 

 

 10-１災害時要援護者施設一覧、医療施設に掲載 

 
６-２ 災害時の医薬品等の供給体制 

 
名 称 加東市民病院 

連絡先 
TEL 0795-42-5511 

FAX 0795-42-6216（総務課） 代表者 院長 

担 当 総務課 郵便番号 673-1451 

組 織 災害対策本部  病院事業部  医療班 
     

病院長 → 薬局長 → 薬剤師 

↓     

事務局長 → 総務課長 → 施設用度係 

(衛生材料担当) 
 

体 系 兵庫県 

要請             要請 

医薬品           災害対策本部          市内薬局 

購入業者          （病院事業部）                      〃 

        供給     加東市民病院     協力 

     

救護所等 

役 割 １ 医薬品等の供給斡旋 

(1) 薬事業務の調整 

(2) 医薬品等の調整 

(3) 医薬品等の確保 

２ 薬事情報の収集、提供 

 (1) 災害対策本部との連絡 

 (2) 救護所等の医薬品情報 

 (3) 搬送ルートの確保 

時系列 

対 応 

品 目 

１ 救急処置用(発災後 3日間) 

  輸液、包帯、消炎鎮痛剤、殺菌消毒剤等 

２ 急性疾患用(3日以降) 

  風邪薬、うがい薬、整腸剤、抗不安剤等 

３ 慢性疾患用(避難所の長期化) 

  糖尿病、高血圧等への対応 

 

備 考 〔原則〕 

１ 医療等に必要な医薬品等 

市内及び近隣薬局又は平常時の購入業者より調達する。必要に応じて小野加東薬

剤師会に協力を求める。院内で保管している医薬品について可能な限り供出を行

う。 

【医薬品取引業者】 

(株)メディセオ 西脇支店  

西脇市寺内 345 TEL：0795-22-2195、FAX：0795-23-4478 

(株)ケーエスケー 滝野支店 

  加東市下滝野 1丁目 110 TEL：0795-48-5201、FAX：0795-48-2030 

アルフレッサ(株) 加古川支店 

  加古川市加古川町河原 426-1 TEL：079-423-5731、FAX：079-422-1923 

フロンティア薬局 加東店 

  加東市家原 86-5 TEL：0795-42-8110 
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７ 避難所関係 
 

７-１ 避難所一覧 

番 
 

号 

指
定
緊
急
避
難
場
所 

指
定
避
難
所 

名 
 

称 

所
在
地 

電
話
番
号 

階
数 

収
容
可
能
人
員
䥹
屋
内
䥺 

災
害 

区
分 

地
震 

風
水
害 

1 ○ ○ 社公民館 木梨 1134-60 42-2600 2 103 ○ ○ 

2 ○ ○ 社武道館 木梨 1131 42-5761 1 169 ○ ○ 

3 ○ ○ 明治館 社 777 42-8180 1 64  ○ 

4 ○ ○ 社学園小中学校 木梨 1134-62 
42-0004 

42-0152 
4 2,303 ○ ○ 

5 ○ ○ 旧社小学校 社 1550 42-0004 3 573 ○ ○ 

6 ○ ○ 社高等学校 木梨 1356-1 42-2055 3 604 ○ ○ 

7 ○ ○ 兵庫県立教育研修所 山国 2006-107 42-3100 3 708 ○ ○ 

8 ○ ○ 社第一体育館 沢部 613-1 - 1 206 ○ ○ 

9 ○ ○ 旧福田小学校 沢部 613-1 42-1043 3 273 ○ ○ 

10 ○ ○ 社児童館「やしろこどものいえ」 東古瀬 477-1 42-8543 1 64 ○ ○ 

11 ○ ○ 旧米田小学校 上久米 1693 44-0004 3 262 ○ ○ 

12 ○ ○ 兵庫教育大学 下久米 942-1 44-2010 1 488 ○ ○ 

13 ○ ○ 兵庫教育大学附属小学校体育館 山国 2013-4 40-2216 1 225 ○ ○ 

14 ○ ○ 
兵庫教育大学附属中学校体育館・武道

場 
山国 2007-109 40-2222 1 314 ○ ○ 

15 ○ ○ 旧三草小学校 上三草 118 42-0221 2 279 ○ ○ 

16 ○ ○ やしろ国際学習塾 上三草 1175 42-7700 4 274 ○  

17 ○ ○ 上鴨川多目的集会施設 上鴨川 392 45-1026 1 52 ○ ○ 

18 ○ ○ 下鴨川公民館 下鴨川 209-1 45-1116 1 10  ○ 

19 ○ ○ かもがわ交流セミナーハウス 下鴨川 260-3 45-0288 1 18 ○ ○ 

20 ○ ○ 平木公民館 平木 224-1 45-0300 2 53  ○ 

21 ○ ○ 滝野東小学校 新町 88 48-2037 3 591 ○ ○ 

22 ○ ○ 滝野体育センター 上滝野 1167-5 48-5833 2 292 ○ ○ 

23 ○ ○ 上滝野公民館 上滝野 1167-1 48-0680 2 91  ○ 

24 ○ ○ 滝野中学校 下滝野 761 48-2032 3 459 ○  

25 ○ ○ 地域交流センター 下滝野 1369-1 48-3007 2 68 ○ ○ 

26 ○ ○ 滝野図書館 下滝野 1369-2 48-3003 3 91 ○ ○ 

27 ○ ○ 滝野公民館（情報交流館） 下滝野 1369 48-3073 2 119  ○ 

28 ○ ○ 滝野児童館（きらら） 下滝野 1369-2 48-0765 2 63  ○ 
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番 
 

号 

指
定
緊
急
避
難
場
所 

指
定
避
難
所 

名 
 

称 

所
在
地 

電
話
番
号 

階
数 

収
容
可
能
人
員
䥹
屋
内
䥺 

災
害 

区
分 

地
震 

風
水
害 

29 ○ ○ 滝野総合公園体育館（ｽｶｲﾋﾟｱ） 河高 4007 48-2566 2 444 ○ ○ 

30 ○ ○ 河高交流センター 河高 4026-3 48-5691 1 94  ○ 

31 ○ ○ 滝野南小学校 高岡 949 48-2162 3 341 ○ ○ 

32 ○ ○ 東条文化会館（コスミックホール） 天神 66 47-1500 3 53 ○  

33 ○ ○ コミュニティセンター東条会館 掎鹿谷 56 47-0044 2 223 ○  

34 ○ ○ 南山活性化支援施設（ミナクル） 南山 1 丁目 4-2 20-6245 1 91 ○ ○ 

35 ○ ○ 道の駅とうじょう 南山 1 丁目 5-１ 47-2400 1 17  ○ 

36 ○ ○ 岡本公民館 岡本 247-1 46-2020 1 61  ○ 

37 ○ ○ 東条西ふれあい館 吉井 298 46-0044 3 241 ○ ○ 

38 ○ ○ 藪公民館 藪 133 46-0592 1 56  ○ 

39 〇 〇 砂子公会堂 新定 191-2 - 1 24  ○ 

40 ○  
スリーボンドファインケミカル株式会

社加東工場 
南山 6 丁目 3-11 47-5588 2 827 ○ ○ 

41 ○ ○ 家原公民館 家原 365-1 42-4430 2 64 ○ ○ 

42 ○ ○ 大畑公民館 大畑 459-2 - 1 40 ○  

43 ○ ○ 株式会社マルヤナギ小倉屋大門工場 大門 67 42-7621 2 30 ○  

44 〇 〇 東条学園小中学校 天神 56 47-0024 5 ※ 〇 〇 

45 〇 〇 山国公民館 山国 839 27-9080 1 131 〇 〇 

※東条学園小中学校の収容可能人数は、地震災害時１，２１１人であるが、風水災害時は、大体育館のみ使用す

るため２８６人である。 

※地震災害時の収容可能人数計 １２，１１２人（３４緊急避難場所） 

※風水災害時の収容可能人数計 １０，７６０人（３９緊急避難場所） 

※収容可能人数については、１人／３㎡で算出した人数である。 
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８ 交通規制・緊急輸送関係 

 

８-１ 異常気象時の通行規制区間及び通行規制基準 

 

異常気象時の通行規制区間及び通行規制基準（加東土木事務所） 

路線番号 

路線名 

規制区間 規制基準(mm) 
気象等 

観測所 

危険 

内容 
迂回路 指標 

所在地 
延長 

(㎞) 

通行 

注意 
通行止 

75 

小野藍本線 
秋津 1.0 

(土壌) 

70 

(土壌) 

100 
三田 

落石 

冠水 

市道 

（一）下相野森線 

（一）大川瀬吉川線 

土壌雨量指

数 
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８-２ 緊急通行車両確認申出書の様式  
 
災害対策基本法施行規則別記様式第３（第６条関係）   

 
                                                                  年  月  日 
   兵庫県公安委員会      殿 
 
  

                      緊急通行車両確認申出書 

                                                                      

                                      申出者 住 所 
                           （電話） 
                                               氏 名                       

 

番号標に表示されている番号   
 

 車両の用途（緊急輸送を行う 

車両にあっては、輸送人員又 

は品名） 

 

車両の 
使用者 

  住    所 
                               

（     ）    局    番  

  氏名又は名称 
 

（     ）    局    番 

緊 急 
連絡先 

  住    所 
 

  氏    名 
 

  

備          考 

 

 
 
備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
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８-３ 緊急通行車両確認証明書の様式 
 
災害対策基本法施行規則別記様式第５（第６条の２関係） 

 
  第   号 
                                                                      年  月  日 

                      緊急通行車両確認証明書 

                                                         兵 庫 県 知 事                  印      

                                                      兵庫県公安委員会    印 

 

 番号標に表示されて 
 いる番号 

 

 車両の用途（緊急輸 
 送を行う車両にあっ 
 ては、輸送人員又は 
 品名） 

 

 

活   動   地   域 

 

 
 
 

車両の 
使用者 

 住  所 
                             （    ）    局    番 

 氏 名 又 
は 名 称 

 

 

有   効   期   限 

    

 

 備       考 

  

 
備考 用紙は、日本工業規格Ａ４とする。 
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８-４ 緊急通行車両標章の様式  

災害対策基本法施行規則別記様式第４（第６条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１色彩は、記号を黄色、緑及び「緊急」の文字を赤色、｢登録（車両）番号｣、｢有効期限｣、

｢年｣、｢月｣及び｢日｣の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部

分を白色、地を銀色とする。 

２記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３図示の長さの単位は、センチメートルとする。 
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８-５ 緊急輸送道路一覧（県・市指定） 

 

緊急輸送道路一覧(県指定) 

路線 起点の地名 終点の地名 管理者 

中国自動車道 北区・三木市境 兵庫県岡山県境 西日本高速道路(株) 

一般国道 175 号 小野市古川町 丹波市氷上町稲継 国土交通省直轄 

一般国道 372 号 丹波篠山市古市 姫路市野里 兵庫県 

(主)西脇三田線 加東市下滝野 神戸市北区大沢町

日西原 

兵庫県 

(一)下滝野市川線 加東市下滝野（播磨中

央公園口交差点） 

加東市下滝野（播磨

中央公園） 

兵庫県 

(一)高岡北条線 加東市高岡 加西市玉野町 兵庫県 

 

緊急輸送道路一覧(市指定) 

接続対象指定 

拠点避難所 
市指定路線 

備考 

（接続対象路線） 
管理者 

旧市立米田小学校 (一)西脇口吉川神戸線 (主)西脇三田線との接続 兵庫県 

旧市立三草小学校 (一)西脇口吉川神戸線 一般国道 372 号との接続 兵庫県 

兵庫教育大学 (市)大学前久米線 (主)西脇三田線との接続 加東市 

兵庫教育大学附属小・中

学校 
(一)厚利社線 一般国道 372 号との接続 兵庫県 

社高等学校 (一)厚利社線 一般国道 372 号との接続 兵庫県 

市立社学園小・中学校 (市)状ヶ池学校線 一般国道 372 号との接続 加東市 

旧市立社小学校 
(市)社環状線 

一般国道 372 号との接続 加東市 
(市)社中央線 

社第一体育館 
(市)学校南坊線 

一般国道 175 号との接続 
兵庫県 

加東市 (一)大門小田線 

旧市立福田小学校 (一)大門小田線 一般国道 175 号との接続 加東市 

市立滝野東小学校 (市)新町稲尾線 一般国道 175 号との接続 加東市 

地域交流センター 

滝野図書館 

(市)庁舎１号線 
(一)下滝野市川線との接続 

兵庫県 

加東市 (一)市場多井田線 

滝野体育センター 
(市)上滝野公民館線 

(一)下滝野市川線との接続 
兵庫県 

加東市 (一)市場多井田線 

市立滝野中学校 
(市)河高下滝野線 

(一)下滝野市川線との接続 加東市 
(市)下滝野西線 

市立滝野南小学校 
(市)赤山河高線 

一般国道 372 号との接続 加東市 
(市)高岡南北 1 号線 

滝野総合公園体育館 
(市)工業団地１号線 

一般国道 372 号との接続 
兵庫県 

加東市 (一)市場多井田線 

道の駅とうじょう 

(一)平木南山線 

(主)西脇三田線との接続 兵庫県 (主)ひょうご東条インタ

ー線 

東条文化会館(コスミッ

クホール) 
(主)小野藍本線 (主)西脇三田線との接続 兵庫県 

コミュニティセンター東 (市)天神黒谷線 (主)西脇三田線との接続 兵庫県 
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条会館 (市)掎鹿谷長井線 加東市 

東条西ふれあい館 
(主)小野藍本線 

(主)西脇三田線との接続 
兵庫県 

(市)厚利吉井線 加東市 

北播磨県民局 (市)社貝原線 一般国道 175 号との接続 加東市 

加東警察署 (市)社貝原線 一般国道 175 号との接続 加東市 

青野原駐屯地 
(市)高岡西山線 

一般国道 372 号との接続 加東市 
(市)高岡桜台線 

旧滝野庁舎 
(一)市場多井田線 

(一)下滝野市川線との接続 
兵庫県 

加東市 (市)庁舎１号線 
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８-６ 緊急輸送道路ネットワーク図 

 
 
 

８-７ 兵庫県消防防災ヘリコプター臨時離発着場一覧 

 

番号 所在地 名称 管理者名 
連絡先 

電話番号 
最大対応機種 

敷地の広さ 

(延長×幅) 

東 

096 
社157－1 

社中央公園 

（ステラパーク） 
加東市長 4 3 - 0 5 0 4 

川崎バートル

ＫＶ-107 
直径 55ｍ 

（円形） 

東 

097 
藤田473－1 

社第二グラウン

ド野球場 
加東市長 4 8 - 2 5 6 6 川崎ＣＨ-47Ｊ 100×100ｍ 

東 

098 
佐保43 

社第三グラウン

ドサッカー場 
加東市長 4 8 - 2 5 6 6 川崎ＣＨ-47Ｊ 100× 90ｍ 

東 

099 

下滝野1283

－9 

県立播磨中央公

園内芝生広場 

(公財)兵庫県

園芸・公園協

会播磨中央公

園管理事務所 

4 8 - 5 2 8 9 川崎ＣＨ-47Ｊ 150×100ｍ 

東 

100 
岡本1521 東条グラウンド 加東市長 4 8 - 2 5 6 6 川崎ＣＨ-47Ｊ 100×100ｍ 

東 

101 

長貞1823－

33 
東条野球場 加東市長 4 8 - 2 5 6 6 ＡＳ332Ｌ１ 

100×100ｍ 

（扇形） 

北播 

318 
西古瀬1169 

北播衛生事務組

合スポーツ公園 

北播衛生事務

組合管理者 
4 2 - 1 2 8 5 川崎ＣＨ-47Ｊ 132× 90ｍ 
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８-８ 兵庫県消防防災ヘリコプター緊急運航要請書の様式 
（様式第１号）  

消防防災ヘリコプター緊急運航要請書 

  年  月  日 

兵庫県防災監 様 

                      申請者（要請機関の長） 

要請 機関名   担当者名  電話番号  

発 生 日 時 月 日 時 分頃 覚知時刻 時  分 要請時刻 時  分 

要 請 区 分 １  救急 ２  救助 ３ 火災防御 ４  情報収集  ５  災害応急※１  ６  その他 

発 生 場 所 住 所：   MAP: 

臨時 着陸場 名 称：        （臨時着陸場番号）※２： MAP: 

気 象 条 件 天候：  視程※３：  

無線呼出名称 
 臨時着陸場  活動隊  現地指揮本部  

    

災 害 概 要 

  

 

傷 病 者 氏名   年齢   歳 性別  男 ・ 女  

症 状 

    

同 乗 者 医師  同 乗 者 
 

搬送 元病院 
 

電 話 番 号 
 

搬送 先病院 
 

電 話 番 号 
 

搬 送 先 

臨時 着陸場 

 搬 送 先 

無線呼出名称 

 

掲載 資機材 
 

電源の要否 要・否 
 

                                                   TEL：(078)303-1192                       

送付先    神戸市消防局警防部司令課                 FAX：(078)302-8119 

       (災害対策本部設置時)         TEL：(078)362-9900 

     兵庫県災害対策本部事務局         FAX：(078)362-9911 
※１ 災害応急とは、災害時の状況把握、緊急物資・医薬品等の輸送及び対策要員・医師等の搬送並びに住民への

避難誘導・警報の伝達です。  

※２ 臨時着陸場番号とは、「ヘリコプター臨時着陸場適地一覧」に記載されている番号です。  

※３ 視程とは、何㎞先の目標物まで判別できるかという値です。  



 

9
5

９ 水・食料・物資関係 
 

９-１ 防災備蓄資器（機）材及び備蓄物資一覧 

（Ｒ７．３．３１時点） 

 
 



 

9
6



 

9
7

 



 

9
8

 



 

9
9

 
 



 

1
0
0
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９-２ 災害対策用機械配備状況 

 

 排水ポンプ車 ２台配備（平成 22 年度導入） 

〔ポンプ諸元〕 

(１)形式      水中モータ駆動ポンプ 

(２)口径      φ２００mm 

(３)吐出量     ５㎥/min(全揚程１０mにおいて)（標準ストレーナ使用時） 

(４)全揚程    １０m 

(５)電動機 

１)形式   乾式水中形同期電動機 

２)出力   １２kW 

３)電圧   ４００V 

４)軸封装置 ダブルメカニカルシール 

５)ケーブル ポンプ４０m／台 

 〔車両諸元〕 

(１)全長   ５，９８５mm  

(２)全幅   １，９３０mm 

(３)全高   ２，１６０㎜ 

(４)ホイールベース ３，３７０mm 

(５)荷台内法（長）４，３５０㎜ 

(６)荷台内法（幅）１，７９０mm 

(７)荷台内法（高）３８０㎜ 

(８)乗車定員 ３人 

  
９-３ 給水用施設の貯蔵水量及び給水用資機材の保有状況 

 

給水用施設の貯蔵水量 

所 在 地 施 設 名 称 最 大 貯 水 量 

山国 広沢浄水場 400 ㎥ 

山国 高区配水池 7,000 ㎥ 

山国 中区配水池 3,000 ㎥ 

社 ステラパーク貯水槽 200 ㎥ 

嬉野東 嬉野東配水池 131 ㎥ 

上鴨川 上鴨川配水池 165 ㎥ 

平木 平木配水池 163 ㎥ 

やしろ台 やしろ台配水池 168 ㎥ 

下滝野 扇山配水池 300 ㎥ 

下滝野 滝野文化会館駐車場貯水槽 40 ㎥ 

光明寺 光明寺配水池 3.4 ㎥ 

河高 黒石山配水池 2,000 ㎥ 

秋津 秋津浄水場 200 ㎥ 

秋津 秋津配水池 1,500 ㎥ 

南山 南山配水池 2,300 ㎥ 

永福 永福配水池 1,000 ㎥ 

岩屋 岩屋配水池 1,070 ㎥ 
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給水用資機材の保有状況 

種  類 容量(リットル) 数  量 保 管 施 設 

給水タンク     1,000 1 台 広沢浄水場 

      18 18 個 滝野 

貨物自動車 － １台 滝野 

飲料水用袋 6 200 袋×9箱 広沢浄水場 

 

９-４ 仮設トイレの調達先及び災害用トイレの供給者一覧 

 

業  者  名 所  在  地 連 絡 先 

㈱カンキ 兵庫東条センター 長貞 1823-1 47-5022 

マルイチ株式会社 営業本部 姫路市打越 1452-1 079-266-1001 

 
９-５ 環境衛生関係施設 

 

施  設  名 所  在  地 連 絡 先 

小野加東加西環境施設事務組合

小野クリーンセンター 
小野市天神町 538 番地 1 0794-62-6250 

北播衛生事務組合 西古瀬 1169 番地 42-1285 
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10 医療・保健・福祉関係 
 

10-１ 要配慮者利用施設 

【医療施設】病院、診療所（有床に限る） 

施 設 名 診療科目 住 所 
電話 

番号 

浸水想定区域 

（最大規模降雨） 

土砂災

害警戒

区域 

加東市民病院 総合 家原 85 42-5511   

ふるもとクリニック 消化･外･内 社 105-6 40-0202   

森下クリニック 内･小児 社 512-1 42-0024   

吉川医院 内･消化 社 823 42-0105   

こざる皮膚科クリニッ

ク 
皮・アレ 社 117-1 40-2121  

 

嬉野診療所 内･外･放･リハ 山国 2014-239 42-8477   

うらべ耳鼻咽喉科医院 耳･気食 上中 2-24 42-5537 0.5～3.0ｍ未満  

山形整形外科 
整外･リハ･リウマ

チ･外･麻 
上中 2-73 42-3215 0.5～3.0ｍ未満 

 

坂本医院 
内･消化･呼吸･循

環・糖尿 
上中 3-29 42-6660  

 

門田眼科医院 眼 上中 3-56 43-0101 ～0.5ｍ未満  

井上医院 内･小児･リハ 沢部 174-1 42-1190   

曽野医院 内･小児･リハ 東古瀬 20-1 42-6299   

社田仲クリニック 整･内 東古瀬 98-1 42-8515 0.5～3.0ｍ未満  

松原メイフラワー病院 
整外･リウマチ・

内・外・リハ 
藤田 944-25 42-8851  

 

さくら内科クリニック 内・糖尿 下久米 580-1 44-1588 0.5～3.0ｍ未満  

ますむら医院 
内･外･脳外･神内･

心・リハ 
上滝野 613-1 48-0704 3.0～5.0ｍ未満 

 

たきの眼科クリニック 眼 上滝野 2406 48-9000 5.0～10.0ｍ未満  

こどもとおとなのＭ＆

Ｈクリニック 
内・小児・循環 上滝野 2418-1 48-1192 5.0～10.0ｍ未満 

 

田渕医院 
内･小児･循環･胃･

呼吸･リハ・消化 
新町 180 48-0160  

 

サンスマイル診療所 内 北野 55-1 48-5852 3.0～5.0ｍ未満  

加茂病院 精神・心 北野 713 48-3208   

神医院 内･小児 森 878-1 47-0144   

東条診療所 
内･外･循環･呼吸･

リハ 新定 559-1 46-0048 3.0～5.0ｍ未満 
 

やすらぎの森診療所 
内・循環・小児・整

外・皮・泌・眼 新定 707-1 40-8100  
 

まつむら泌尿器科 泌 上中 3-48 42-7830   

青山医院 内 吉井 696-1 46-0321 0.5～3.0ｍ未満  

網田歯科医院 歯科 天神 446-1 47-1158 0.5～3.0ｍ未満   

磯貝歯科医院 歯科 木梨 1134-252 42-1345   

うちだ歯科医院 歯科 北野 161 48-4884 3.0～5.0ｍ未満  

小野歯科医院 歯科 社 903-1 42-7781   

栗林歯科医院 歯科 社 1546-1 42-0431   

武田歯科 歯科 下滝野 631-3 48-4350 5.0～10.0ｍ未満  

津田歯科医院 歯科 上滝野 835 48-5088 5.0～10.0ｍ未満  

はりま天神歯科医院 歯科 天神 251-4 47-0901 0.5～3.0ｍ未満  

服部歯科医院 歯科 社 102-9 40-2471   
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施 設 名 診療科目 住 所 
電話 

番号 

浸水想定区域 

（最大規模降雨） 

土砂災

害警戒

区域 

原歯科医院 歯科 社 478-1 42-0274   

ふくおか歯科 歯科 社 378-25 42-6405   

藤原歯科医院 歯科 沢部 623 42-1065   

藤原歯科クリニック 歯科 新町 298-3 40-5353   

本荘歯科医院 歯科 高岡 675-1 48-5552   

まりん歯科 歯科 下滝野 5-23 48-0223 0.5～3.0ｍ未満  

ミライノデンタルクリ

ニック 
歯科 上中 3-5 42-1966 

  

山田歯科医院 歯科 喜田 254-1 42-6302   

 
【社会福祉施設】高齢者施設 

施設名 区分 住 所 
電話 

番号 

浸水想定区域 

（最大規模降雨） 

土砂災

害警戒

区域 

デイサービスふく福 通所介護 社 1536-1 38-7062   

小規模多機能ホームこ

みなみうれし野 

小規模多機能型居

宅介護 山国 574 42-7777 
  

デイサービスセンター

こみなみうれし野 

認知症対応型通所

介護 山国 574 42-7777 
  

特定非営利活動法人デ

イホームあやとり 
通所介護 野村 894 42-6320 3.0～5.0ｍ未満 

 

社すみれ園デイサービ

スセンター 
通所介護 藤田 944-27 43-0222 

  

特別養護老人ホーム社

すみれ園 
介護老人福祉施設 藤田 944-27 43-0222 

  

社すみれホーム 
認知症対応型共同

生活介護 藤田 944-27 43-0222 
  

メイフラワーデイサー

ビス 
通所介護 屋度 736-262 42-1083 

  

四つ葉さがし通所介護

事業所 
通所介護 下久米 1344-1 44-3585 0.5～3.0ｍ未満 

 

みくさ介護ステーショ

ン 
通所介護 上三草 958-81 40-2777  

 

特別養護老人ホームフ

ロイデ滝野 
介護老人福祉施設 下滝野 1283-37 48-1726 

  

フロイデ滝野デイサー

ビスセンター 
通所介護 下滝野 1283-37 48-1726  

 

在宅支援小規模多機能

マイハウスみのり 

小規模多機能型居

宅介護 河高 2538-1 48-0600 5.0～10.0ｍ未満 
 

特定非営利活動法人デ

イハウス憩い 
通所介護 新町 231 45-9511 3.0～5.0ｍ未満 

 

介護老人保健施設サン

スマイル北野 

通所リハビリテー

ション 北野 55-1 48-2666 3.0～5.0ｍ未満 
 

介護老人保健施設サン

スマイル北野 
介護老人保健施設 北野 55-1 48-2666 3.0～5.0ｍ未満 

 

サービス付き高齢者向

け住宅緑陽館 

特定施設入居者生

活介護 北野 55-2 45-9070 3.0～5.0ｍ未満 
 

伽の里デイサービスセ

ンター 
通所介護 天神 608 47-5500 
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施設名 区分 住 所 
電話 

番号 

浸水想定区域 

（最大規模降雨） 

土砂災

害警戒

区域 

高齢者総合ケア福祉施

設伽の里 
介護老人福祉施設 天神 608 47-5500 

  

デイサービス大樹 通所介護 黒谷 1206-193 47-5016   

愛の家グループホーム

とうじょう 

認知症対応型共同

生活介護 南山 3-23-27 47-6510 
  

四つ葉さがし通所介護

事業所南山 
通所介護 南山 5-19-6 21-1497 

  

小規模多機能型居宅介

護事業所しんじょ 

小規模多機能型居

宅介護 新定 559-1 46-2100 3.0～5.0ｍ未満 
 

リハ＆ケアステーショ

ン ハッピースマイル 
通所介護 下滝野 1285-23 39-9016  

 

はぴねす滝野通所介護

事業所 
通所介護 下滝野 1283-1 21-9034  

 

加東市東条デイサービ

スセンター 
通所介護 岡本 1571-1 46-0913 0.5～3.0ｍ未満 

 

介護老人保健施設ケア

ホームかとう 

通所リハビリテー

ション 家原 130 42-5177 
  

介護老人保健施設ケア

ホームかとう 
介護老人保健施設 家原 130 42-5177 

  

社福祉センター 福祉センター 社 26 42-2006   

旧滝野福祉センター 

「はぴねす滝野」 
福祉センター 下滝野 1283-1 48-0800 

  

東条福祉センター 

「とどろき荘」 
福祉センター 岡本 1571-1 46-0911 3.0～5.0ｍ未満 

 

 
【社会福祉施設】障害者施設 

施設名 区分 住 所 
電話 

番号 

浸水想定区域 

（最大規模降雨） 

土砂災

害警戒

区域 

くりえいと 生活介護 社 25 42-8588   

ツナガリ 就労継続支援（B 型） 社 160-2 27-7222   

アルファ作業所 
地域活動支援セン

ター 社 482-1 42-7947  
 

かのん 就労継続支援（B 型） 社 1487-2 43-8855   

地球のなかま 就労継続支援（B 型） 山国 2032-14 38-7888   

つつじ会作業所 就労継続支援（B 型） 家原 813-1 42-4966 3.0～5.0ｍ未満  

Ｃｉｅｌｏ 就労継続支援（B 型） 下滝野 3-175 48-0018 5.0～10.0ｍ未満  

Ｍｉｓｏｌａ 生活介護 下滝野 748-2 48-1381 5.0～10.0ｍ未満  

ともに 生活介護 下滝野 1283-1 21-9063   

厚生寮 共同生活援助 北野 713 48-3208   

彩光 就労継続支援（B 型） 天神 363-1 47-2515 3.0～5.0ｍ未満  

りんでんの家 共同生活援助 永福 560-133 20-6380   

マイマイＨＯＵＳＥ 共同生活援助 横谷 679 46-2655   

あっと 生活介護 岡本 1571-1 46-1887 3.0～5.0ｍ未満  

日中一時たごころ 日中一時支援 岡本 1571-1 46-1887 3.0～5.0ｍ未満  

でんでん虫の家 就労継続支援（B 型） 吉井 610-7 46-2070 3.0～5.0ｍ未満  

パン工房カラコル 就労継続支援（B 型） 吉井 768-5 46-0873 3.0～5.0ｍ未満  

ケアホームあんも 
短期入所、共同生活

援助 吉井 777-1 46-1552 3.0～5.0ｍ未満 
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施設名 区分 住 所 
電話 

番号 

浸水想定区域 

（最大規模降雨） 

土砂災

害警戒

区域 

桃李園 救護施設 稲尾 383-40 48-4727   

放課後等デイサービス

ふらっぷ 

放課後等デイサー

ビス 社 1126-1 27-8730  
 

つばめ会 
児童発達支援、放課

後等デイサービス 社 659 42-8655  
 

闘竜舎 
放課後等デイサー

ビス 社 1487-1 27-8881 
  

こすもす園 
保育所等訪問支援、

放課後等デイサー

ビス 
福吉 180 38-8480 3.0～5.0ｍ未満 

 

放課後等デイサービス

事業所「はばたき」 

放課後等デイサー

ビス 上滝野 2129 20-6394 
  

ＣｉｅｌｏＫｉｄｓ滝

野 

放課後等デイサー

ビス 下滝野 3-175 48-0018 5.0～10.0ｍ未満 
 

北播磨こども発達支援

センター事務組合わか

ゆ園 

医療型児童発達支

援、保育所等訪問支

援 
下滝野 1283-1 48-3074 

  

クラージュ 
放課後等デイサー

ビス 岡本 1561 20-4300 
0.5～3.0ｍ未満  

ふらっぷねくすと 
放課後等デイサー

ビス 社 1126-1 27-8730 
  

富味 就労継続支援（A型） 上滝野 2066 48-0207 5.0～10.0ｍ未満  

Get 訪問介護 岡本 
居宅介護、重度訪問

介護 岡本 1538 40-8388 
3.0～5.0ｍ未満  

訪問介護ステーション 

きらっと 
居宅介護 天神 535 20-2191 

  

グループホームソレイ

ユ社 
共同生活援助 社 74-2 

0794-60

-7537 

  

グループホームコロポ

ックル壱番館 
共同生活援助 

ひ ろ の が 丘

3-12 
20-3676 

  

 
【社会福祉施設】こども園、保育所、アフタースクール 

施設名 区分 住 所 
電話 

番号 

浸水想定区域 

（最大規模降雨） 

土砂災

害警戒

区域 

市立加東みらいこども

園 
こども園 山国 2001-1 42-4150  

 

三草こども園 こども園 上三草 160 42-0677   

泉こども園 こども園 西垂水 105 42-0100 0.5～3.0ｍ未満  

正覚坊こども園 こども園 上田 842-2 42-2692 5.0～10.0ｍ未満  

東古瀬こども園 こども園 東古瀬 634-2 42-1078   

たきの愛児園 こども園 上滝野 1170 48-2090   

河高こども園 こども園 河高 2116 48-2398 5.0～10.0ｍ未満  

高岡育児園 こども園 高岡 912-2 48-2624   

加茂こども園 こども園 北野 235-1 48-5000 0.5～3.0ｍ未満  

東条こども園 こども園 掎鹿谷 263-1 47-1601 0.5～3.0ｍ未満  

秋津こども園 こども園 秋津 940-4 47-0745 0.5～3.0ｍ未満  

椿山保育園 保育所 山国 1559 42-6001   

さくら保育園 保育所 岡本 1572-7 46-0415 3.0～5.0ｍ未満  

やしろなかよしくらぶ アフタースクール 社 1-6 20-0023   
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施設名 区分 住 所 
電話 

番号 

浸水想定区域 

（最大規模降雨） 

土砂災

害警戒

区域 

滝野東小学校クラブ アフタースクール 新町 88 48-2811   

滝野南小学校クラブ アフタースクール 高岡 949-35 48-0321   

東条げんきクラブ アフタースクール 掎鹿谷 56 47-0601 0.5～3.0ｍ未満  

 
【学校施設】幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学 

施設名 区分 住 所 
電話 

番号 

浸水想定区域 

（最大規模降雨） 

土砂災

害警戒

区域 

兵庫教育大学附属幼稚

園 
幼稚園 山国 2013-4 40-2227 

  

市立滝野東小学校 小学校 新町 88 48-2037   

市立滝野南小学校 小学校 高岡 949 48-2162   

兵庫教育大学附属小学

校 
小学校 山国 2013-4 40-2216 

 
 

市立社学園小・学校 義務教育学校 木梨 1134-62 
42-0004 
42-0152 

  

市立滝野中学校 中学校 下滝野 761 48-2032 5.0～10.0ｍ未満  

兵庫教育大学附属中学

校 
中学校 山国 2007-109 40-2222   

市立東条学園小中学校 義務教育学校 天神 56 47-0024 3.0～5.0ｍ未満  

兵庫県立社高等学校 高等学校 木梨 1356-1 42-2055   

兵庫教育大学 大学 下久米 942-1 44-2010   

 
 
11 建築物関係 
 

11-１ 応急仮設住宅建設候補地一覧 

場   所 面   積 建設可能数 集 会 所 

加東市防災広場 6,800 ㎡ 63 戸  

社中央公園 8,650 ㎡ 52 戸 1 

社第 1グラウンド 8,990 ㎡ 72 戸 1 

社第 2グラウンド 20,670 ㎡ 160 戸 2 

社第 3グラウンド 16,120 ㎡ 153 戸 1 

滝野総合公園多目的グラウンド 17,750 ㎡ 192 戸 2 

東条野球場 9,750 ㎡ 95 戸 1 

ゆめのくに公園 6,500 ㎡ 52 戸  

東条福祉センター「とどろき荘」駐車場 3,120 ㎡ 25 戸  
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12 災害救助法関係 
 

12-１ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

（令和7年4月1日現在） 

救助の種類 対  象 費用の限度額 期 間 備  考 
避難所の設

置 

（法第４条

第１項） 

 

災害により現に被害を受け、又

は受けるおそれのある者に供

与する。 

(基本額) 

避難所設置費 

１人１日当たり 

  360円以内 

 

高齢者等を収容する「福祉避難

所」を設置した場合、当該地域

における通常の実費を支出でき

、上記を超える額を加算できる

。 

災害発生の日か

ら７日以内 
１ 費用は、避難所の設置、維持

及び管理のための賃金職員等雇

上費、消耗器材費、建物の使用

謝金、借上費又は購入費、光熱

水費並びに仮設便所等の設置費

を含む。 

２ 避難に当たっての輸送費は

別途計上 

３ 避難所での避難生活が長期

にわたる場合等においては、避

難所で避難生活している者への

健康上の配慮等により、ホテル

・旅館など宿泊施設を借上げて

実施することが可能 

避難所の設

置 

（法第４条

第２項） 

 

災害が発生するおそれのある

場合において、被害を受けるお

それがあり、現に救助を要する

者に供与する。 

(基本額) 

避難所設置費 

１人１日当たり 

  360円以内 

 

高齢者等を収容する「福祉避難

所」を設置した場合、当該地域

における通常の実費を支出でき

、上記を超える額を加算できる

。 

法第２条第２項

による救助を開

始した日から、

災害が発生しな

かったと判明し

、現に救助の必

要がなくなった

日までの期間（

災害が発生し、

継続して避難所

の供与を行う必

要が生じた場合

は、法律第２条

第２項に定める

救助を終了する

旨を公示した日

までの期間） 

１ 費用は、災害が発生するおそ

れがある場合において必要とな

る建物の使用謝金や光熱水費と

する。なお、夏期のエアコンや

冬期のストーブ、避難者が多数

の場合の仮設トイレの設置費や

、避難所の警備等のための賃金

職員等雇上費など、やむを得ず

その他の費用が必要となる場合

は、内閣府と協議すること。 

２ 避難に当たっての輸送費は

別途計上 

応急仮設住

宅の供与 
住家が全壊、全焼又は流失し、

居住する住家がない者であっ

て、自らの資力では住宅を得る

ことができない者 

 

〇建設型応急住宅 

１ 規模 

  応急救助の趣旨を踏まえ、

当該地域の実情、世帯構成等

に応じて設定 

２ 基本額1戸当たり 

  7,089,000円以内 

３ 建設型応急住宅の供与終了

に伴う解体撤去及び土地の原

状回復のために支出できる費

用は、当該地域における実費 

災害発生の日か

ら20日以内着工 

 

 

 

 

 

 

１ 費用は設置にかかる原材料

費、労務費、付帯設備工事費、

輸送費及び建築事務費等の一切

の経費として7,089,000円以内

であればよい。 

２ 同一敷地内等に概ね50戸以

上設置した場合は、集会等に利

用するための施設を設置できる

。（50戸未満であっても小規模な

施設を設置できる） 

３ 高齢者等の要配慮者等を数

人以上収容する「福祉仮設住宅

」を設置できる。 
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４ 供与期間は２年以内 

〇賃貸型応急住宅 

１ 規模 

 建設型応急住宅に準じる 

２ 基本額 

  地域の実情に応じた額 

災害発生の日か

ら速やかに借上

げ、提供 

１ 費用は、家賃、共益費、敷金

、礼金、仲介手数料、火災保険

等、民間賃貸住宅の貸主、仲介

業者との契約に不可欠なものと

して、地域の実情に応じた額と

すること 

２ 供与期間は建設型応急住宅

と同様 

炊き出しそ

の他による

食品の給与 

１ 避難所に収容された者 

２ 住家に被害を受け、又は災

害により炊事のできない者 

１人１日当たり 

     1,390円以内 
災害発生の日か

ら７日以内 
食品給与のための総経費を延給

食日数で除した金額が限度額以

内であればよい。（1食は1/3日） 
飲料水の供

給 

現に飲料水を得ることができ

ない者（飲料水及び炊事のため

の水であること。） 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら７日以内 

輸送費、人件費は別途計上 

被服、寝具そ

の他生活必

需品の給与

又は貸与 

全半壊(焼)、流失、床上浸水等

により、生活上必要な被服、寝

具、その他生活必需品を喪失、

又は損傷等により使用するこ

とができず、直ちに日常生活を

営むことが困難な者 

１ 夏季（4月～9月）冬季（10

月～3月）の季別は災害発生の

日をもって決定する。 

２ 下記金額の範囲内 

災害発生の日か

ら10日以内 

１ 備蓄物資の価格は年度当初

の評価額 

２ 現物給付に限る。 

区 分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 
6人以上  

1人増すごとに加算 

全  壊 

全  焼 

流  失 

夏 20,300 26,100 38,700 46,200 58,500 8,500 

冬 33,700 43,500 60,600 70,900 89,300 12,300 

半  壊 

半  焼 

床上浸水 

夏 6,700 8,900 13,400 16,300 20,500 2,900 

冬 10,700 14,000 19,900 23,600 29,800 3,900 

医 療 医療の途を失った者 

（応急的処置） 

１ 救護班…使用した薬剤、治

療材料、医療器具破損等の実費 

２ 病院又は診療所…国民健康

保健診療報酬の額以内 

３ 施術者…協定料金の額以内 

災害発生の日か

ら 14日以内 

患者等の移送費は、別途計上 

助 産 災害発生の日以前又は以後７

日以内に分べんした者であっ

て災害のため助産の途を失っ

た者（出産のみならず、死産及

び流産を含み現に助産を要す

る状態にある者） 

１ 救護班等による場合は、使

用した衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合は、慣行

料金の100分の80以内の額 

分べんした日か

ら７日以内 

妊婦等の移送費は、別途計上 

被災者の救

出 

 

１ 現に生命、身体が危険な 

状態にある者 

２ 生死不明の状態にある       

者 

当該地域における通常の実費 

 

災害発生の日か

ら３日以内 

 

１ 期間内に生死が明らかにな

らない場合は、以後「死体の捜

索」として取り扱う｡ 

２ 輸送費、人件費は、別途計上 
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救助の種類 対  象 費用の限度額 期 間 備   考 

被災した住

宅の応急修

理 

住家が半壊（焼）又はこれらに

準ずる程度の損傷を受け、雨水

の浸入等を放置すれば被害が

拡大するおそれがある者 

１世帯当たり 

 53,900円以内 

・合成樹脂シート、ロープ、土

のう等緊急の修理に必要な資

材費 

災害発生の日か

ら10日以内 

 

１ 住家が半壊(焼)又はこれ

らに準ずる程度の損傷を受

け、自らの資力により応急修

理をすることができない者 

２ 大規模な補修を行わなけ

れば居住することが困難で

ある程度に住家が半壊(焼)

した者 

居室、炊事場及び便所等日常生

活に必要最小限度の部分 

１世帯当たり 

１ 大規模半壊、中規模半壊又

は半壊(焼)の被害を受けた

世帯 

739,000円以内 

２ 半壊（焼）に準ずる程度の

損傷により被害を受けた世

帯 

     358,000円以内 

災害発生の日か

ら３ヶ月以内 

（災害対策基本

法第23条の3第1

項に規定する特

定災害対策本部

、同法第24条第1

項に規定する非

常災害対策本部

又は同法第28条

の2第1項に規定

する緊急災害対

策本部が設置さ

れた災害にあっ

ては、６ヶ月以

内） 

 

生業に必要

な資金の貸

与 

生業を営むために必要な機械、

器具又は資材を購入するため

の費用に充てるものであって、

生業の見込みが確実な具体的

事業計画があり、償還能力のあ

る者 

生業に必要な資金として貸与 

１件当たり 

イ 生業費 

 30,000円 

ロ 就職支度金 

 15,000円 

 

災害発生の日か

ら１ヶ月以内 

貸与には以下の条件を付すもの

である。 

イ 貸与期間 

 ２年以内 

ロ 利子 

 無利子 

学用品の給

与 

住家の全壊(焼)、流失、半壊(

焼)又は床上浸水による喪失若

しくは損傷等により学用品を

使用することができず、就学上

支障のある小学校児童、中学校

生徒、義務教育学校生徒及び高

等学校等生徒 

１ 教科書及び教科書以外の教

材で教育委員会に届出又はそ

の承認を受けて使用している

教材、又は正規の授業で使用し

ている教材実費 

２ 文房具及び通学用品は、１

人当たり次の金額以内 

小学校児童 5,500円 

中学校生徒 5,800円 

高等学校等生徒 6,300円 

災害発生の日か

ら 

（教科書） 

１ヶ月以内 

（文房具及び通

学用品） 

15日以内 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々の実

情に応じて支給する。 

埋 葬 

 

 

 

 

災害の際死亡した者を対象に

して実際に埋葬を実施する者

に支給 

 

 

１体当たり 

大人(12歳以上) 

232,200円以内 

小人（12歳未満） 

185,700円以内 

災害発生の日か

ら10日以内 

 

 

 

災害発生の日以前に死亡した者

であっても対象となる。 

 

 

死体の捜索 行方不明の状態にあり、かつ、

周囲の事情によりすでに死亡

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら10日以内 

１ 輸送費、人件費は、別途計上 

２ 災害発生後3日を経過したも
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していると推定される者 のは一応死亡した者と推定し

ている。 

死体の処理 災害の際死亡した者について、

死体に関する処理（埋葬を除

く。）をする。 

（洗浄、縫合、消毒等） 

１体当たり3,700円以内 

 

（一時保存） 

〇既存建物借上費：通常の実費 

〇既存建物以外： 

１体当たり5,900円以内 

 

検案、救護班以外は慣行料金 

災害発生の日か

ら10日以内 

１ 検案は原則として救護班 

２ 輸送費、人件費は、別途計

上 

３ 死体の一時保存にドライア

イスの購入費等が必要な場合

は当該地域における通常の実

費を加算できる。 

災害によっ

て住居又は

その周辺に

運ばれた土

石、竹林等で

、日常生活に

著しい支障

をおよぼし

ているもの

の除去 

居室、炊事場、玄関等に障害物

が運びこまれているため、生活

に支障をきたしている場合で

自力では除去することのでき

ない者 

市内において障害物の除去を行

った１世帯当たりの平均 

  143,900円以内 

 

災害発生の日か

ら10日以内 

 

救助のため

の輸送費及

び賃金職員

等雇上費 

（法第４条

第１項） 

１ 被災者の避難に係る支援 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整理配分 

当該地域における通常の実費 

 

救助の実施が認

められる期間以

内 

 

救助のため

の輸送費及

び賃金職員

等雇上費 

（法第４条

第２項） 

避難者の避難に係る支援 当該地域における通常の実費 救助の実施が認

められる期間以

内 

災害が発生するおそれ段階の救

助は、高齢者・障害者等で避難行

動が困難な要配慮者の方の輸送

であり、以下の費用を対象とする

。 

・避難所へ輸送するためのバス借

上げ等に係る費用 

・避難者がバス等に乗降するため

の補助員など、避難支援のため

に必要となる賃金職員等雇上

費 

実費弁償 

 

災害救助法施行令第4条第1号

から第4号までに規定する者 

災害救助法第7条第1項の規定に

より救助に関する業務に従事さ

せた都道府県知事等（法第3条に

規定する都道府県知事等をいう

。）の総括する都道府県等（法第

17条第1号に規定する都道府県

等をいう。）の常勤の職員で当該

救助の実施が認

められる期間以

内 

 

時間外勤務手当及び旅費は別途

に定める額 
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業務に従事した者に相当するも

のの給与を考慮して定める。 

救助の事務

を行うのに

必要な費用 

１ 時間外勤務手当 

２ 賃金職員等雇上費 

３ 旅費 

４ 需用費（消耗品費、燃料費

、食糧費、印刷製本費、光

熱水費、修繕料） 

５ 使用料及び賃借料 

６ 通信運搬費 

７ 委託費 

救助事務費に支出できる費用は

、法第21条に定める国庫負担を

行う年度（以下「国庫負担対象

年度」という。）における各災害

に係る左記１から７までに掲げ

る費用について、地方自治法施

行令第143条に定める会計年度

所属区分により当該年度の歳出

に区分される額を合算し、各災

害の当該合算した額の合計額が

、国庫負担対象年度に支出した

救助事務費以外の費用の額の合

算額に、次のイからトまでに掲

げる区分に応じ、それぞれイか

らトまで定める割合を乗じて得

た額の合計額以内とすること。 

救助の実施が認

められる期間及

び災害救助費の

精算する事務を

行う期間以内 

災害救助費の精算事務を行うの

に要した経費も含む。 

イ 3千万円以下の部分の金額については100分の10 

ロ 3千万円を超え6千万円以下の部分の金額については100分の9 

ハ 6千万円を超え1億円以下の部分の金額については100分の8 

ニ 1億円を超え2億円以下の部分の金額については100分の7 

ホ 2億円を超え3億円以下の部分の金額については100分の6 

ヘ 3億円を超え5億円以下の部分の金額については100分の5 

ト 5億円を超える部分の金額については100分の4 

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上

で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる 
※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上

で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる 
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12-２ 災害救助事務フローチャート  
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通知第１・１・(2) 
通知第２ 

（市町→県） 
［細則 16］ 

（市町） 
法 30 
地自治法別表 3(17) 
細則 17 

（市町→県） 
［細則 18］ 

法.30.令 17 
通達第３ 

（市町→県） 
［細則２］ 

（県） 
［災対法 23］ 

（県） 
［規３］ 

（県） 
法２ 
令１ 

（市町←→県←→国） 
［通達  第１］ 

（県→日赤兵庫県支部） 
要請 
法 16 
委託契約(48.10.1) 
県→日赤兵庫県支部 

（日赤兵庫県支部→県） 
法 19 
委託契約(48.10.1) 
通知 34.8.18 社発 428 号 

（都道府県知事宛社会局長） 

（県→市町）（県→市町） 
(県→日赤兵庫県支部） 

（国→県） 

法 21 
通達 40.5.11 厚生省社 163 号 
（都道府県知事宛厚生事務次官） 

（県→市町→被災者） （県） 
災害救助用分散備蓄物資取

扱要綱(42.4.1) 

（県） 
［法 24］ 

（県） 
法  22~23 
令  20 

（県→国） 
［通知第２］ 

（県） 

協議 

承認 

䥹
県
・
市
町
䥺 

市
町
災
害
対
策
本
部
設
置 

報 告 ・ 協 議 

災
害
救
助
法
適
用

救

助

実

施 

災

害

発

生

（市町） 
［災対法 23］ 

補 償 請 求 

交
付
決
定

基 金 の 運 用 

救助物資備蓄（毛布等） 

凡
例 

従事命令、協力命令 
物資の収用等の項参
照 

救助費繰替支弁金支弁 

救助実施状況報告 
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13 復旧・復興関係 
 

13-１ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付基準  

（令和３年９月３日現在） 

種
類 

対象となる災害の

規模 
支給・貸付対象者及び支給・貸付限度額 

支給・貸付けの

制限 
備 考 県の助成 

災
害
弔
慰
金 

(1)市内において

住居の滅失した

世態の数が５以

上発生した災害 

( (2)県内において住

居の滅失した世

態の数が５以上

の市町が３以上

ある災害 

(3)被害が発生し

た市町をその区

域に含む県の区

域内において生

じた災害であっ

て、災害救助法

による救助が行

われたもの 

(4)災害救助法に

よる救助が行わ

れた市町をその

区域に含む府県

が２以上ある災

害 

 

市民のうち当該災害により死亡（災害後３

カ月間生死不明の場合を含む。）した者の

遺族 

 

区分 
死亡者１人当り

の支給限度額 

死亡者が死亡当時に

おいてその死亡に関

し災害弔慰金を受け

ることができること

となる者の生計を主

として維持していた

場合 

500 万円 

上記以外の場合 250 万円 
 

(1)死亡がその

死亡した者

の故意又は

重大な過失

によるもの 

(2)警察表彰規

則、消防表彰

規程、又は賞

じゅつ金に

関する訓令

に基づく賞

じゅつ金又

は特別賞じ

ゅつ金が支

給された場

合 

(3)その他市町

長が支給す

ることが適

当でないと

認める場合 

 

 要する費

用 に つ

き、その 

３／４を

補 助 す

る。 

災
害
障
害
見
舞
金 

災害弔慰金と同じ 負傷し又は疾病にかかり治ったとき（その

症状が固定したときを含む。）に精神又は

身体に障害がある住民 

 

区分 

障害者１人

当りの支給

限度額 

被災者が被災当時にお

いてその障害に関し災

害障害見舞金を受ける

ことができることとな

った時に生計を主とし

て維持していた場合 

250 万円 

上記以外の場合 125 万円 
 

 災害弔慰金

と同じ 

 災害弔慰

金と同じ 
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種
類 

対象となる災害の

規模 
支給・貸付対象者及び支給・貸付限度額 

支給・貸付けの

制限 
備 考 県の助成 

災
害
援
護
資
金 

県内で災害救助法

による救助が行わ

れた市町が１以上

ある自然災害 

 

市民のうち県内で次の被害を受けた世帯

の世帯主 

 

被害の種類及び

程度 

１世帯当りの貸付

限度額 

世 帯 主

の 負 傷

が あ る

場合 

世 帯 主

の 負 傷

が な い

場合 

家財の１／３以

上の損害及び住

居の損害がない

場合 

150 万円  

家財の１／３以

上の損害があり、

かつ、住居の半壊

以上の損害がな

い場合 

250 万円 150 万円 

住居が半壊した

場合 
270 万円 170 万円 

上記の場合で住

居の残存部分を

取り壊さざるを

得ない場合等特

別の事情がある

場合 

350 万円 250 万円 

住居が全壊した

場合 
350 万円 250 万円 

上記の場合で住

居の残存部分を

取り壊さざるを

得ない場合等特

別の事情がある

場合 

― 350 万円 

住居の全体が滅

失した場合 
― 350 万円 

 

 

次の所得の

合計額が、同一

の世帯に属す

る者が１人で

あるときは 220

万円、２人であ

るときは430万

円､３人である

ときは 620 万

円､４人である

ときは 730 万

円、５人以上で

あるときは 730

万円にその世

帯に属する者

のうち４人を

除いた者１人

につき 30 万円

を加算した額 

ただし、住居

が滅失した場

合にあっては、

1270 万円 

 

(1) 総所得 

(2) 退職所得 

(3) 山林所得 

(4) 土地等に係

る 事 業 所

得 

(5) 長期譲渡所

得 

(6) 短期譲渡所

得 

(1)貸付利率 

・据置期間無利

子 

・据置期間経過

後 年３％

以内で条例

で定める率 

 

(2)償還方法 

・償還期間 10

年 

・据置期間 ３

年（特別の場

合５年） 

・償還方法 年

賦、半年賦又

は月賦償還

（元利均等

償還） 

貸付の財

源として

必要とす

る金額に

相当する

金額を市

に貸し付

ける。 
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13-２ 県災害援護金等の支給基準 

 

１ 実施機関 

県（市は、被災者への支給について協力する。） 

 

２ 支給基準等                        （令和３年９月３日現在） 

種類 
災害発生の
場 所 

災    害    の    規    模 

災
害
援
護
金 

県の区域内 

自然災害 
(1) １の市町の区域内の被害数が５以上あるとき。 

(2) 知事が特に必要があると認めたとき。 

その他の災害 
(1) 災害救助法による救助が実施されたとき。 

(2) 知事が特に必要があると認めたとき。 

死
亡
見
舞
金 

県の区域内 

自然災害 

(1) 自然災害により死者が生じたとき。 

(2) 知事が特に必要があると認める災害により死者が生じた

とき。 

その他の災害 

(1) 災害救助法による救助が実施されたその他の災害により

死者が生じたとき。 

(2) 知事が特に必要があると認める災害により死者が生じた

とき。 

県の区域外 

( 国 内 に 限

る) 

(1) 自然災害又は災害救助法による救助が実施されたその他の災害により死 

者（県民に限る。）が生じたとき。 

(2) 知事が特に必要があると認める災害により死者が生じたとき。 

 

種
類 

支給対象 支      給      額 

災 
害 
援 
護 
金 

県の区域内に住所を有
する被災世帯主及び重
傷の被災者 

   

 災害の種類 被害の種別 災害援護金の額 

自 然 災 害 

住家の全壊、全焼又は流失 １世帯につき 200,000 円 

住家の半壊又は半焼 〃 100,000 円 

当該救助が実施された
市町の区域内に住所を
有する被災世帯主 

住家の床上浸水 〃 50,000 円 

住家の一部損壊（損害割合 10 
％以上） 

〃 50,000 円 

重傷の被災者 １人につき 30,000 円 

知事が特に必要がある
と認める災害による被
災世帯主及び重傷の被
災者 

そ の 他 
の 災 害 

住家の全壊又は全焼 １世帯につき 50,000 円 

住家の半壊又は半焼 〃 30,000 円 

  

死 
亡 
見 
舞 
金 

当該災害による死亡者
の遺族 
但し、法に基づく災害
弔慰金の支給対象とな
った死亡者の遺族を除
く。 

   

 

災害の種別 

災害の
発生 
した場
所 

死亡見舞金の額 

 

自 然 災 害 県の区
域内 

死亡した県民等１人につき 200,000 円 

知事が特に必要がある
と認める災害による死

死亡した県民等以外の者１人につき 60,000 円 

県の区 死亡した県民１人につき 200,000 円 
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亡者の遺族 域外 

そ の 他 
の 災 害 

県の区
域内 

死亡した県民等１人につき 100,000 円 

死亡した県民等以外の者１人につき 60,000 円 

県の区
域外 

死亡した県民１人につき 100,000 円 

 備考この表において、「県民等」とは、次に掲げる者をいう。 
(1) 県の区域内に住所を有する者 
(2) 県の区域内の事務所又は事業所に勤務する者 
(3) 県の区域内の学校に在学する者 
(4) その他これらに類する者 
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13-３ 災害見舞金及び死亡弔慰金の概要  

 １ 対象災害 

  暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により生ずる災害及び火災 

２ 支給対象者等 

  (1) 被害を受けた当時、本市の区域内に居住し、住民基本台帳に記載されている者 

(2) 被災者の故意又は重大な過失により生じた場合は支給しない。 

(3) 死亡弔慰金は、災害弔慰金が支給される場合は支給しない。 

 

種 別 支 給 区 分 金 額 摘   要 

災害見舞金 

住家の全焼、全壊又は流出 100,000  

住家の半焼又は半壊 50,000  

住家の床上浸水 50,000  

住家の床下浸水 15,000  

住家の水損 
30,000 

消火活動により家財道具等に著

しく被害を受けたもの 

死亡弔慰金 死亡（１人につき） 100,000 負傷後に死亡した者を含む 

備考 住家の被害について、２以上の支給区分に該当する場合は、支給額の高い区分を適用する。 

※ 住家とは、現実に自己の居住のために使用している建物（工場、店舗及び事務所等兼用住宅

についてはその居住関係部分、集合住宅等においてはその専用部分をいう。）で、社会通念上の

住家であるかどうかは問わない。 
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13-４ 被災者生活再建支援制度の概要 

 

１ 適用災害：暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象によ

り次のいずれかに該当する被害が発生した災害。（ただし、この制度が適用になるかどうかにつ

いては、知事がその旨をお知らせ（公示）する。） 

(1) 災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号）第１条第１項第１号又は第２号に該当する被

害が発生した市町村における自然災害。 

(2) 10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村における自然災害。 

(3) 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県における自然災害。 

(4) (1）又は(2）の市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人

口 10万人未満）における自然災害 

(5) (1)～(3)の区域に隣接し、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10万人未満）

における自然災害 

(6) (1)若しくは(2)の市町村を含む都道府県又は(3)の都道府県が２以上ある場合に、５世帯以

上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10 万人未満に限る）又は２世帯以上の住宅全壊

被害が発生した市町村（人口５万人未満に限る）における自然災害 

２ 支給対象世帯 

(1) 住宅が全壊した世帯 

(2) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

(5) 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯（中規模半壊世

帯） 

３ 支給額 

区    分 

（２ 支給対象世帯） 

①基礎支援金 

住宅の被害程度に応じて

支給 

②加算支援金 

住宅の再建方法に応じて

支給 

計①+② 

 

  (1)～(3)の世帯 100 万円 

建設・購入 200 万円   300 万円 

補修     100 万円   200 万円 

賃借    50 万円   150 万円 

(4)の世帯 50 万円 

建設・購入 200 万円   250 万円 

補修     100 万円   150 万円 

賃借    50 万円   100 万円 

(5)の世帯 ― 

建設・購入 100 万円   100 万円 

補修      50 万円   50 万円 

賃借    25 万円   25 万円 

   （注）１ 世帯人数が１人の場合は上記支給額の 3/4 

      ２ 申請期間：災害発生日から①が 13 月以内、②が 37月以内 
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13-５ 生活福祉資金の貸付基準 

 

１ 実施機関 

県社会福祉協議会(窓口は市社会福祉協議会） 

 

２ 貸付条件等 

(1) 対象 

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯 

ただし、資金種類により、それぞれ対象者要件、借受人要件が異なるため、確認が必要。 

生活福祉資金の貸付の可否については、すべて県社会福祉協議会での審査が行われる。 

(2) 生活福祉資金の種類（抜粋）                  （令和３年９月３日現在） 

種類 種類・使途 貸付限度額 据置期間 償還期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福

祉

資

金 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福

祉

費 

 

 

 

 

 

 

災害を受けたことにより

臨時に必要となる経費 
150 万円以内 １年以内 ７年以内 

生業のために必要な物品

購入などの経費（運転資

金は対象外） 

低所得世帯 

280 万円以内 
６月以内 ７年以内 

障害者世帯 

460 万円以内 
６月以内 ９年以内 

資格や技能を習得するた

めの学費等の費用 

技能を習得する期間が、 

６月程度 130 万円以内 

１年程度 220 万円以内 

２年程度 400 万円以内 

３年以内 580 万円以内 

６月以内 ８年以内 

住宅の増改築、補修等に

必要な経費 
250 万円以内 ６月以内 ７年以内 

福祉用具等の購入 170 万円以内 ６月以内 ８年以内 

障害者の社会参加のため

に必要な自動車の購入 
250 万円以内 ３月以内 ８年以内 

負傷又は疾病の療養に必

要な経費及びその療養期

間中の生計を維持するた

めに必要な経費 

療養期間が１年を超えないときは 

170 万円以内 

１年を超え１年６月以内であっ

て、世帯の自立に必要なときは 

230 万円以内 

６月以内 ５年以内 
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介護サービス・障害者サ

ービス等に必要な経費及

びその期間中の生計を維

持するために必要な経費 

介護サービスを受ける期間が１年

を超えないときは 

170 万円以内 

１年を超え１年６月以内であっ

て、世帯の自立に必要なときは 

230 万円以内 

６月以内 ５年以内 

 

 

 冠婚葬祭 50 万円以内 ６月以内 ３年以内 

住居の移転 50 万円以内 ６月以内 ３年以内 

緊急小口資金 10 万円以内 ２月以内 １年以内 

 

 

教

育

支

援

資

金 

教

育

支

援

費 

高校、大学等の在学中に

必要な授業料等の費用 
高等学校   月額 3.5 万円以内 

高等専門学校 月額 6万円以内 

短期大学   月額 6万円以内 

大学     月額 6.5 万円以内 

卒業後 

６月以内 
20 年以内 

就

学

支

度

費 

高校、大学等への入学時

に必要な入学金等の費用 

50 万円以内 
卒業後 

６月以内 
20 年以内 

 

 

総

合

支

援

資

金 

生

活

支

援

費 

失業者等の低所得世帯

で、日常生活全般に困難

を抱えている方の生活再

建に必要な費用 

２人以上の世帯 

月額 20 万円以内 

単身世帯 

月額 15 万円以内 

最終貸付

日から 

６月以内 

10 年以内 

住

宅

入

居

費 

失業者等の低所得世帯

で、日常生活全般に困難

を抱えている方の住宅の

賃貸契約を結ぶための費

用 

40 万円以内 

最終貸付

日から 

６月以内 

10 年以内 

一

時

生

活

再

建

費 

失業者等の低所得世帯

で、日常生活全般に困難

を抱えている方の生活を

再建するために一時的に

必要な費用 

60 万円以内 

最終貸付

日から 

６月以内 

10 年以内 

（注）１ 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）に基づく災害援護資金の

貸付対象となる世帯は、福祉費の「災害を受けたことにより臨時に必要となる経費」
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及び「住宅の増改築、補修等に必要な経費」の貸付対象とはならない。 

   ２ 償還方法は年賦、半年賦、月賦とする。 

   ３ 利子は年 1.5%、ただし、連帯保証人を立てる場合は無利子とする。 

   ４ 償還期間には据置期間を含めない。 
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13-６ 兵庫県（住宅再建共済制度・家具再建共済）制度の概要 

 

住宅再建共済 

対象者 兵庫県内に住宅を所有している方 

対象物 すべての私有住宅（併用住宅、集合住宅を含む） 

共済負担金 年額5,000円（初年度は月額500円に3月までの月数を乗じた額【上限5,000円】） 

給付金 

・半壊以上で建築又は購入したとき    600万円 

・全壊で補修したとき          200万円 

・大規模半壊で補修したとき       100万円 

・中規模半壊又は半壊で補修したとき    50万円 

・半壊以上で建築、購入、補修しない場合 10万円 

※ただし、県外での建築・購入の場合は上記金額の1/2 

 

住宅再建共済（準半壊特約） 

対象者 住宅再建共済に加入している方（特約として追加加入） 

共済負担金 年額500円 

給付金 

・準半壊で建築、購入、補修した場合   25万円 

・準半壊で建築、購入、補修しない場合 10万円 

※ただし、県外での建築・購入の場合は上記金額の1/2 

 

家財再建共済 

対象者 兵庫県内にある住宅に居住している方 

対象物 すべての私有住宅（併用住宅、集合住宅を含む）にある家財 

共済負担金 年額1,500円（初年度は月額150円に3月までの月数を乗じた額【上限1,500円】） 

※住宅再建共済に加入済み又は同時加入の場合は、年額1,000円 

給付金 

・全壊で家財を補修又は購入したとき           50万円 

・大規模半壊で家財を補修又は購入したとき        35万円 

・中規模半壊又は半壊で家財を補修又は購入したとき    25万円 

・床上浸水で家財を補修又は購入したとき          15万円 
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13-７ り災証明書の様式 

市長 年 月 日

（追加項目） 　（留意事項２を参考に、必要な項目があれば追加してください。）

年　　  　     月　　  　     日の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　による

住家の被害

　
　　□　浸水被害　（□床上　□床下）　　　　□　その他被害（以下に記入）

　※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物
　　 のことをいいます（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）。

り災原因

被災住家※の
所在地

（申請者住所と
同じ場合は
記入不要）

り　災　証　明　申  請  書

申請者
（世帯主）

　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

（現在の連絡先）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　氏　名

窓口に
来られた方

（申請者と
同じ場合は
記入不要）

　住　所
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　
　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者との関係

加東

（ふりがな）

（ふりがな）
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（裏面） 
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印

印

被 害 の 原 因

　　　　　　年　　　月　　　日

申請者

確認者

住所

氏名

住所

氏名（区長・自治会長名、会社名等）

加東市長　　　　　　　　　　　　　　印

被害状況証明書

　　　　　　第　　　　　　号

被 害 状 況

車 両 の 場 合 は
登 録 番 号

　上記のとおり相違ないことを証明します。

　　　　　年　　　月　　　日

　下記のとおり被害を受けましたので証明願います。

被 害 の 場 所

被 害 日 時
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（裏面） 

被害状況証明について 

１ この証明は、災害や自然現象などで被害を受けた家屋（軽微な被害）、外構、田、畑、山林や流失した動産等

について確認者が確認した範囲の被害状況を証明するものです。 

２ できる限り写真を添付してください。 

３ 地区内にあっては、区長（自治会長）、農会長、会社などの私有地内にあっては所有者又は、管理者に確認の

もとに申請してください。（市が確認済みのものを除く。） 

４ 民事上の権利義務関係を証明するものではありません。 
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印

加東市長　　　　　　　　　　　　　　印

被害届出証明書

届 出 内 容

　上記のとおり被害の届出があったことを証明します。

　　　　　年　　　月　　　日

　下記の内容について証明願います。

被 害 の 場 所

被 害 日 時

被 害 の 原 因

　　　　　　年　　　月　　　日

申請者

住所

氏名

　　　　　　第　　　　　　号



 130

（裏面） 

１ この証明は、被害の届出があった事実を証明するもので被害の程度等を証明するものではありません。 

２ この証明は、民事上の権利義務関係に効力を有しません。 
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り災証明書（自動車）様式 

り災証明書（自動車等） 

 

住 所                       

願 出 者 

氏 名                     ㊞ 

 

住 所                       

現 確 認 者  氏 名 

（修理業者等）(会社等)                     ㊞ 

 

 

  下記のとおり被害を受けましたので証明願います。 

 

り災の場所 
 

り災の日時 
 

り災の原因 
 

り災車両の 

登録番号 

 

り災の程度 
 

 

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

   年   月   日 

 

加 東 市 長               
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（裏面） 

 １ この証明は、災害及び自然現象により自動車等に被害を受けた事実のみを証明するものです。 

 ２ 市による確認がされていない物件にあっては、被災状況を確認した修理業者や車両の運行管理者の確認印

が必要です。 

 ３ できる限り写真を添付してください。 

 ４ この証明は、民事上の権利義務関係を証明するものではありません。 
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13-８ り災証明書等が必要となる主な支援制度 

     主 な 制 度【制度】          概    要 

資 

金 

給 

付 

被災者生活再建支援制度【国】 

 

被災者生活再建支援法の適用を受けた災害、所得制限有り、大規

模半壊以上 

災害援護金【県】 
災害援護金等の支給に関する規則の適用を受けた災害、一部損壊

以上 

義援金 
配分方法や配分額は災害の都度決まる。（第４編災害復旧計画第

１章各種証明の発行と義援金品の受付・配分計画による） 

見舞金【市・県】 第４編災害復旧計画第２章災害弔慰金等の支給及び災害援護資

金の貸付等による 各種貸付制度の利子補給【県】 

資 

金 

貸 

付 

災害援護資金貸付金【国】 
災害弔慰金の支給等に関する法律の適用を受けた災害、所得制限

有り、半壊以上が対象 

被災者生活復興資金貸付金【県】 阪神・淡路大震災、平成16 年台風23 号災害で創設 

災害復興住宅融資【住宅金融支援機構】 住宅復旧のための建設又は購入資金に対する融資、半壊以上 

生活福祉資金貸付金 
独立自活に必要な資金の融資を他から受けることが困難である

低所得者世帯 

経営円滑化貸付（災害復旧枠） 事業所に被害を受けた被災証明 

租税

公課

等の

減免 

所得税の減免 災害減免法、所得税法による 

個人事業税等の減免 条例による 

市民税・県民税の減免  〃 

固定資産税、不動産取得税の減免  〃 

保育料・授業料等の減免 条例等による 

国民健康保険税の減免  〃 

国民年金保険料の減免  〃 

介護保険料の減免  〃 

介護保険サービス費等の特例  〃 

共済 兵庫住宅再建共済制度【県】 全自然災害が対象、半壊以上 

その

他 

 

住宅の応急修理制度【国】 

災害救助法の適用を受けた災害において自治体が必要最小限度

の修理を行う制度、半壊の場合は所得制限あり、大規模半壊の場

合は所得制限なし 

被災家屋の公費解体【市】 市（国の財源措置等）の対応による 

解体廃棄物の撤去・処分【市】 市による 

応急仮設住宅入居【市】 市による 

授業料・入学料減免【学校等】  

放送受信料の減免【日本放送協会】 
日本放送協会放送受信料免除基準により、災害救助法の適用を受

けた災害、半壊以上が対象 

損害保険【損害保険会社】 約款による。被災証明は参考資料 

建物更正共済【ＪＡ】  
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14 文化財関係 
 

14-１ 指定文化財（有形）一覧 

【国宝】 

種別 名    称 所有者等 所 在 地 指定年月日 

建 朝光寺本堂 朝光寺 畑 609 昭 29.3.20 

 

【重要文化財】 

種別 名    称 所有者等 所 在 地 指定年月日 

建 朝光寺鐘楼 朝光寺 畑 609 昭 29.9.17 

建 住吉神社本殿 上鴨川地区 上鴨川 571 昭 35.6.9 

建 若宮八幡宮本殿 黒谷地区 黒谷 275 昭 37.6.21 

彫刻 銅造如来坐像 遍照院 光明寺 433 昭 56.6.9 

工 大刀三口 附拵金具 10 箇 
清水寺 平木 1194 

昭 56.6.9 

書 大字法華経 巻第五 平 7.6.15 

彫刻 木造千手観音立像(西本尊) 朝光寺 畑 609 令 1.7.23 

 

【県指定文化財】 

種別 名    称 所 有 者 等 所在地 指定年月日 

建 大芋神社明神鳥居 上田地区 上田 783 昭 47.3.24 

建 中村家五輪塔 個人（中村 実） 上三草 169 昭 63.3.22 

史跡 小丸山１号墳 STT 開発㈱ 吉馬 1852-41 平 3.3.30 

工芸 鰐口 

朝光寺 畑 609 

昭 37.6.15 

工芸 太鼓 昭 47.3.24 

工芸 懸仏（3 面） 昭 57.3.26 

彫刻 木造千手観音立像(東本尊) 平 12.5.2 

建 朝光寺多宝塔 平 14.4.9 

建 石造明神鳥居 住吉神社（河高地区） 河高 2400 
昭 42.3.31 

建 秋津薬師堂 常田地区 秋津 912 

彫刻 神事能面（12面） 住吉神社神事舞踊保存会 上鴨川 571 昭 43.3.29 

書跡 播磨清水寺文書（41 巻) 
清水寺 平木 1194 

昭 51.3.23 

彫刻 銅造菩薩立像 平 1.3.31 

彫刻 木造大日如来坐像 田中地区 田中 458 平 3.3.30 

考古 
河高・上ノ池遺跡出土祭祀

土製品ほか一括（33 点） 
加東市 下滝野 1369 平 15.3.25 

工芸 鉦鼓 中古瀬地区 中古瀬 225 平 26.4.1 

 

 



 135

【市指定文化財】 

種別 名    称 所 有 者 等 所在地 指定年月日 

石 石造五輪塔(3基) 

朝光寺 畑 609  

昭 56.5.22 

石 六面石幢 

建 仁王門 

彫刻 曳覆曼荼羅版木 

絵画 神馬図額 

典籍 
大般若経 588 巻と経箱・経

櫃 

天 ツクバネ 昭 58.10.28 

絵画 弘法大師画像 平 12.7.28 

工芸 制札（1 枚） 
平 16.12.22 

工芸 制札（2 枚） 

石 石造五輪塔 木梨地区 木梨 283 

昭 56.5.22 彫刻 木造地蔵菩薩立像 東古瀬地区 東古瀬 579 

彫刻 中古瀬薬師堂の仏像群 中古瀬地区 中古瀬 225 

天 クリンソウ 

清水寺 平木 1194 

昭 58.10.28 

彫刻 木造毘沙門天立像 

昭 62.3.31 彫刻 木造十一面観音菩薩立像 

彫刻 木造吉祥天立像 

書籍 清水寺瑞柳院旧記 平 7.4.25 

工芸 制札及び制札箱 平 16.12.22 

工芸 銅椀 

平 20.3.31 
典籍 

清水寺紺紙金字妙法蓮華

経八巻 経箱一合 

彫刻 天部立像 平 28.3.30 

石 大門阿弥陀堂石造五輪塔(2 基） 大門地区 大門 683 平 1.12.21 

石 道標 （個人）渡邊正一 平木 平 3.11.25 

史跡 赤穂義士菩提所 
家原地区 

家原 14-5 平 7.4.25 

石 石棺仏 家原 38-1 平 22.3.31 

彫刻 田中薬師堂の仏像群（5躯） 田中地区 田中 458 平 28.3.30 

絵画 熊野観心十界図 持宝院 社 1369 
平 12.7.28 

彫刻 虚空蔵求聞持法版木 沢部地区 沢部 484 

史跡 

上鴨川住吉神社境内 住吉神社神事舞保存会 上鴨川野尻571、 

571-1、571-4、 

571-5  

平 13.5.10 

工芸 高札（2 枚） 佐保神社 社 777-4 平 16.12.22 
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建 瑞神門 社 777 平 24.8.30 

石 磨崖仏 加東市上三草財産管理

組合 
上三草 687-123 

平 25.3.28 石 二尊石仏 

典籍 大般若経 馬瀬地区 馬瀬 566-1 

彫刻 八幡神社地蔵石棺仏 
河高八幡神社 

河高 199-48 

昭 62.3.31 
彫刻 八幡神社毘沙門天石棺仏 河高 199-120 

絵画 絹本著色善導大師画像 大慈院 光明寺 433 

彫刻 木造薬師如来坐像 多井田地区 多井田 538 

建 了徳寺山門 了徳寺 高岡 1724 平 2.3.30 

彫刻 薬師如来坐像 
東光寺 北野 341 平 15.4.23 

彫刻 阿弥陀如来坐像 

石 道標 上滝野地区 上滝野 291 平 16.12.22 

絵画 絹本著色釈迦十六善神図 花藏院 光明寺 435 平 24.4.26 

彫刻 薬師如来坐像 常田地区 秋津 912 
昭 60.3.27 

石 板碑 
西戸地区 

秋津 1995 

石 釜ケ坂宝篋印塔 秋津 1987-1 平 1.5.27 

史跡 秋津古墳群第２号墳 
古家地区 

秋津 2016-18 
昭 63.4.27 

史跡 秋津古墳群第３号墳 秋津 2028-1 

建 厨子及び仏壇 

掎鹿谷地区 掎鹿谷 535 

昭 60.3.27 

考古 心礎 

彫刻 薬師如来坐像 

建 本堂 

禅瀧寺  栄枝 72 
建 弁天堂 

典籍 大般若経(166 巻) 

彫刻 不動明王像 平 4.11.25 

建 本殿 

厚利地区 厚利 535 
昭 60.3.27 

絵画 絵馬 

彫刻 木造獅子・狛犬 平 31.3.28 

石 宝篋印塔 安国寺 新定 851 
昭 60.3.27 

彫刻 大日如来坐像 小沢地区 小沢 526 

石 題目板碑 浄光寺 永福 1270 

平 4.11.25 
彫刻 木彫十一面観世音菩薩像 東福寺 松沢 720 

建 付随神門 
秋津住吉神社 秋津 1113 

建 住吉神社本殿 

史跡 三草藩武家屋敷旧尾崎家 

加東市 

上三草 1157 平 5.4.27 

考古 木簡 下滝野 1369 平 16.12.22 

建 加東市明治館（旧加東郡公 社 777 令 3.3.26 
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会堂） 

 

【国登録文化財】 

種別 名    称 所 有 者 等 所在地 登録年月日 

建 清水寺根本中堂 

清水寺  平木 1194 

平 11.6.7 

建 清水寺大講堂 

建 清水寺本坊 

建 清水寺客殿 

建 清水寺鐘楼 

建 慈眼寺持宝院大師堂 慈眼寺持宝院 社 1369 

建 光明寺本堂 光明寺 光明寺 433 

建 
阿江ハンカチーフ旧寄宿

舎 

阿江ハンカチーフ㈱ 
下滝野593-3ほ

か 

平成 29．6.28 

建 阿江ハンカチーフ旧工場 

建 阿江ハンカチーフ旧食堂 

建 
阿江ハンカチーフ旧製品

倉庫 

建 
阿江ハンカチーフ検反場

一 

建 
阿江ハンカチーフ検反場

二 

建 阿江家住宅内蔵 

個人 下滝野 590 建 阿江家住宅主屋北西棟 

建 阿江家住宅主屋南・東棟 

※ 建は建造物を、石は石造物を、天は天然記念物を、史跡は史跡を、考古は考古資料をいう。 
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15 防災基盤整備事業 

 

15-１ 防災基盤整備事業 

事業名 
年度 

災害対策事業 消防施設整備事業 

令和元年度 防災備蓄倉庫 
ポンプ付ポンプ自動車１、ポンプ自動車１、ポン

プ付積載車１、積載車１ 

令和２年度  
ポンプ付積載車１、積載車１、ポンプ２、簡易デ

ジタル無線１ 

令和３年度  ポンプ付積載車３ 

令和４年度 防災備蓄倉庫 ポンプ付積載車３ 

令和５年度 防災備蓄倉庫 
ポンプ付積載車１、積載車１、ポンプ付積載車（軽

自動車）１ 

 

15-２ 地震防災緊急事業５箇年計画 

施設名 事業名（事業主体） 事業量 
概算事業費 

(百万円) 

実施予定 

年度 
所管省庁 

消防用施設(消防車

両(消防団設備関

係)) 

消防ポンプ自動車 1 箇所 26 R6 

消防庁 小型動力ポンプ付積載車 17 箇所 225 R3～7 

小型動力ポンプ 3 箇所 6 R7 

備蓄倉庫 備蓄倉庫 1 箇所 186 R5、R6 消防庁 

公的建造物 公立学校施設整備事業 1 箇所 199 R5 文部科学省 

ため池 ため池等整備事業（県） 27 箇所 1,218 R3～7 農林水産省 

ため池 ため池等整備事業 4 箇所 229 R3～6 農林水産省 
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付図 

 

１ 浸水想定区域図 

 

２ 土砂災害危険箇所位置図 

 

３ 重要水防箇所等位置図 

 

４ 避難所位置図 

 

５ 防災（水防）関連施設位置図 

 


